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                  〇            

              午前１０時開会  

〇委員長  ただいまから教育子供委員会を開催いたします。  

                              

〇委員長  初めに、傍聴についてですが、申出の人数が 10人を超えた場合には、当

委員会室に傍聴者が全員入ることができません。そこで、当委員会室では傍聴でき

る方を傍聴受付の先着順としたいと思います。いかがでしょうか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  それでは、傍聴を許可することとし、当委員会室で傍聴する方は傍聴受

付の先着順によることとします。委員会室に入室できなかった方については、控室

で音声を聞くことができますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、お手元に配付の審査区分表に従い、審査を進めてまいりたいと思いま

す。なお、審議の方法は一問一答方式を基本とし、採決は各区分の質疑が終了した

後、議案は１件ずつ、請願は主旨ごとに行います。  

 委員長から執行部にお願いいたします。答弁に当たっては、委員長と発言の上、

挙手をしてください。発言の許可を得た上で、必ず所属と名前を述べ、簡潔な答弁

に努められるようお願いいたします。また、答弁漏れのないように御注意願います。  

 なお、執行部には反問権を付与しております。反対質問があるときは反問します

と申し出ください。質問の流れと関係のない反問は認められません。また、反問が

終了した際はその旨の発言をしてください。  

 重ねてお願い申し上げます。携帯電話をお持ちの方は、必ず電源を切るかマナー

モードに設定してください。また、持込みが認められたタブレット端末以外の電子

機器の持込みは禁止されておりますので、御注意ください。  

 最後に、本日は必要に応じ休憩を入れ、換気を行う場合がありますので、よろし

くお願いいたします。  

                              

〇委員長  それでは、議案審査に入ります。  

 議案の審査に当たっては、質疑を行う際には、くれぐれも一般質問とならないよ

う御注意願います。  

 まず、議案第１区分、議案第 29号、令和６年度柏市一般会計予算、当委員会所管

分について、議案第 35号、令和６年度柏市学校給食センター事業特別会計予算につ

いて、議案第 36号、令和６年度柏市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算に

ついての３議案を一括して議題といたします。  

 それでは、本３議案について質疑があれば、これを許します。  

〇林  それでは、議案第 29号、令和６年度一般会計予算案についてお尋ねしたいと

いうふうに思っております。基本的には概要を中心にお尋ねしたいというふうに思

っていますけども、まず、子ども・子育て支援複合施設ＴｅＴｏＴｅという、こち

らにつきまして、１点、２点お伺いしたいと思います。今後、今年度もう間もなく
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送迎保育ステーションが始められるということで、一般質問などでは準備も順当に

進められているということでございます。まず、こちらについてなんですけれども、

現在送迎に当たって様々な懸念というか、夏場につきましては子供の置き去り等が

ありまして、様々事故が全国各地で起きておりますので、こういったことがないよ

うな人の対応と、また車の対応が必要ですが、そちらにつきまして、まずどうなっ

ているのかお尋ねします。  

〇保育運営課長  まず、車の置き去りについてですが、こちら昨年度の法改正で、

ブザーの義務づけだとか、あと点呼の義務づけとかなされているところで、こども

園さん、もう既に習熟されていることだと思います。ただ、今回かなり繁華街とい

うか、今まで車が乗り入れてくるということで、そちらについては警備員を配置す

るなど、万全の体制で安全な送迎をやってまいりたいと思います。以上です。  

〇林  送迎保育ステーションもそうなんですが、妊娠・子育て相談センターが新年

度には移転されたり、乳幼児一時預かりとか子供の遊び場というようなところも開

設される見込みでございますけれども、こちらの場所が柏駅の中心のところという、

近いところということで、通われている方の交通というか、自転車になるのか、車

になるのか、徒歩になるのか、様々な通われるところの、例えば自転車とか、そう

いった通われる方の対応というのはどういうふうに考えていらっしゃるんでしょう

か。  

〇こども政策課長  電車で来る方につきましては、建物までの動線というものを分

かりやすく示すような形で考えております。また、自転車で来る方につきましては、

線路沿いに駐輪場というものを用意しまして対応しようと思っております。また、

車につきましては、近くのコインパーキングを御利用いただけるようにということ

で御案内する予定でございます。以上です。  

〇林  分かりました。特に車での対応が、道路もそれほど広いわけでもありません

し、雨天時の対応とか心配もされますので、気をつけていただきたいなというふう

に思っております。例えば、ここで子育ての様々な施設のシンボリック的な施設に

していくというようなコンセプトがあるんですが、今後ほかの地域での、全部じゃ

ないにしても同様の考えというのは何かお持ちでしょうか。  

〇こども政策課長  取りあえずほかの地域につきましては、いろんな機会を捉えて、

ニーズを皆様からいただきながら検討してまいりたいと思っております。以上です。 

〇林  とりわけ柏の葉エリアとか、田中エリアが非常に子育て世代が、新しい方が

どんどん来ておりますので、考えていく必要があるかなというふうに私は思ってお

ります。こども図書館とか、あと中高生の居場所というところも新年度には開設予

定でございますけれども、中高生世代の居場所ということにつきまして、例えば放

課後とか土日とか、そういった形での利用を考えていらっしゃるというふうに思い

ますが、こちらの利用につきまして御説明ください。  

〇生涯学習課長  中高生世代のまず居場所の概要なんですけど、学習スペースとか

交流スペースなんかを中心にして、中高生世代が過ごしやすいような環境を整えて
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いく予定であります。開設日についても、放課後も含めて、土日も含めて開設のほ

うはしていく予定となっております。以上です。  

〇林  中高生世代、若者も含めてなんでしょうが、居場所の運営というのは、何か

協力団体とかというのがあるのでしょうか。どういう形で運営していくのでしょう

か。  

〇生涯学習課長  どうやって運営していくのかについては、まだ決まってはいない

んですけど、ただ若者の意見を尊重したりとか、あと子育て団体とかと協調しなが

ら運営のほうをしていきたいというふうに思っております。以上です。  

〇林  運営がまだちょっと決まっていないというのはちょっと不安要素があるわけ

でございますけれども、ちょっとこれ私だけのイメージかもしませんけれども、例

えば中学生とか、あるいは高校生となりますと、どうもゲームをしているような、

インターネットとか、まだまだゲームをしているようなイメージがちょっとありま

して、こういったところに集まって読書したりとか、何かほかのような利用という

か、みんなで集まってゲームしていてもあまり意味がないような気もするんですけ

ども、中高生の居場所についてやはり少し考えていくというか、どういう形が一番

いいのか、やっぱり今からしっかりやっていく必要があるというふうに思っている

んですけども、松戸市では５か所どうもあるようなんですよね。柏市では今回初め

てということなんですが、ほかの施設等、何か研究というか検討とかされていらっ

しゃるんでしょうか。  

〇生涯学習課長  施設については視察のほうはしておりまして、松戸市なんかも青

少年プラザとか、いろいろと青少年のためにやっている施設がいっぱいあります。

柏もそういったふうな施設に、同じような環境で整えていければいいかなというふ

うに思っていますが、特に中高生世代が日常生活で抱える不安とか悩み事とか寄り

添っていくために、緩やかな見守りの中でサポートをできればいいかなというふう

に思っております。そのためには、市職員だけではなくて、大学生とか、居場所づ

くり関係団体とも連携しながら、居場所としての運営体制を図っていきたいという

ふうに思っております。以上です。  

〇林  ゲームが悪いというふうに私言っているんじゃないんですけれども、例えば

様々な見守りがなければ、場合によっては課金があるとか、様々な若者のインター

ネット上の懸念もありますので、そういったところもしっかり、緩やかなんでしょ

うけども、見ていく必要があるかなというふうに思っております。  

 公立小中学校の保育園、私立幼稚園の給食費改定分の助成についてなんですけど

も、物価高騰の折、こういった部分の支援があることは評価できるわけでございま

すけども、こちらの事業費の財源が、国からの支援金で賄われているということで、

１年間はこういった形でできるわけですが、その後ちょっと不安を感じるんですが、

給食費の上昇分につきまして、しっかりと国に対する働きかけも行いながら、何ら

かの対応が必要だというふうに考えていますが、こちらにつきまして御説明くださ

い。  
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〇次長兼学校給食課長  今委員よりお話ありましたように、令和６年度につきまし

ては、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、こちらを活用したということで、

今回給食費の助成のほうで来ております。やはり今回特に学校の給食費につきまし

ては 14年間据え置いてきたということで、値上げ幅も結構大きかったということも

ございますので、できれば段階的に上げていきたいというふうには考えております。

ただ、財源のかかることではありますので、今後も引き続き国の動向も注視しつつ、

財政当局とも調整しながら、家庭の支援ができるようになればいいなというふうに

は思っております。以上です。  

〇林  ちょっと確認なんですけども、所得がある程度少ない方の家庭とかは、しっ

かり補助とか、減免とかされていらっしゃるわけですよね。  

〇次長兼学校給食課長  生活保護世帯であったり就学援助世帯、または昨年の１月

からやっている第３子以降、そういった形で低所得者であったり、多子世帯につき

ましては支援のほうはしております。以上です。  

〇林  学校給食施設の改修及び更新というところでは、第三小学校とか高田小学校

の給食施設の整備スケジュールが掲載されております。これは 17ページになるんで

すけども、こちらはこちらで分かるわけですが、少しちょっと一般質問にならない

ようにということなんですけれども、旧沼南エリアの学校給食センターの移転整備

というのは現状どうなっていらっしゃるんでしょうか。  

〇次長兼学校給食課長  給食センターのほうにつきましても、候補地の絞り込みが

できたところです。今後絞り込んだ土地の地権者となる相手方との交渉を進めてい

きたいというふうに考えております。以上です。  

〇林  進められていらっしゃるということで、そうすると新年度ある程度見込みが

出るような状況でしょうか。  

〇次長兼学校給食課長  令和６年度当初予算には、その協議、交渉の進展に合わせ

て、ある程度話がまとまればすぐ動けるようにということで、土地の測量の委託の

ほうを計上しております。以上です。  

〇林  分かりました。ちょっと保育関係に少し戻るんですけれども、保育施設の整

備と保育の質の向上についてなんですけれども、認可保育園や認定こども園６園と

小規模保育事業３園の整備を進めるとありますけども、市内でも待機児童とか、保

育事情が地域によって異なってくるわけでございますけども、整備場所というのは

どうなっていらっしゃるのでしょうか、お聞かせくださいませ。  

〇保育運営課長  今御指摘のとおり、エリアによってばらつきとか出てございます

ので、整備場所については柏駅の駅前であるだとか、あとは田中地区だとか、めり

張りをつけて公募をかける予定でございます。以上です。  

〇林  分かりました。放課後子ども教室推進事業について、居場所型の事業と、あ

るいは補充学習という、そういう項目もあるわけでございますけれども、学年とか

によって少し変わってくるのかもしれませんが、こういったバランスや配分、ある

いは実施に当たってどうなっていくのか、お尋ねします。  
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〇生涯学習課長  まず、居場所型と補充学習型の違いなんですけど、補充学習型は

今従来やっている放課後子ども教室でございまして、学年も小学２年生とか３年生

とか、その単体でやっているところなんですけど、居場所型については全学年を対

象にしております。その上で、居場所型については、緩やかな見守りを中心とした

事業となっていまして、補充学習はあくまでも学習支援を中心としていますので、

そういったこととは別に、いろんな体験とか含めた放課後の居場所をつくっていく

ということで、居場所型の放課後子ども教室を展開していくということになってお

ります。以上です。  

〇林  そういたしますと、指導員さんというんでしょうか、あるいは支援員さんな

のかちょっと分かりませんが、そういった確保というのは、今どういう形になって

いらっしゃるんですか。  

〇生涯学習課長  居場所型のところでよろしいですか。居場所型については、予算

のほうでは４名体制としておりまして、安全管理員と呼ばれる方の配置を基本的に

するんですけど、このほかに週１回程度、いろんな体験をしてくれるような先生を

数名呼んで、子供たちに単なる居場所だけじゃなく、飽きさせない仕組みをつくっ

ていこうというふうに考えております。以上です。  

〇林  分かりました。学校内ということなので、児童の、例えばけがとか事故は、

これはあってはいけないわけなんですけれども、そのための備えというのが非常に

重要でございまして、災害共済制度でしょうか、こういったものはしっかり活用さ

れるわけですよね。  

〇生涯学習課長  放課後子ども教室自体、保険のほう入っておりますので、そちら

のほうで適用していきたいというふうに思っております。以上です。  

〇林  分かりました。小中一貫校の整備につきましてお尋ねしたいというふうに思

っております。新年度予算案では校舎建設の設計費用が計上されております。義務

教育学校整備の予算上の第一歩となるというふうに思われます。よりよい学校づく

りを求めることは、これは誰もが望んでいることかというふうに思われますけれど、

市教育委員会は柏中学校施設内に柏第一小学校と旭東小学校移転させて、小中一貫

教育の義務教育学校を整備して、教育環境と教育効果をより高めていくというふう

に表明されております。この具体的な内容をお聞かせください。  

〇次長兼教育政策課長  まず、小中一貫教育を行う義務教育学校につきましては、

９年間を見通した教育課程を編成して、連続的に同じ組織、同じ教職員で子供たち

を見れるということで、いわゆる切れ目のない支援であったりというところに特徴

が出てくるかと思います。少し具体的に申し上げますと、子供たちの異学年交流、

今で言えば小学校、中学校別々であるのが、小学校年代、中学校年代が一つの学校

にいることで、そこのコミュニケーション、交流活動というのも活性化が図られる

と思います。そうした中で、子供たちの社会性やコミュニケーション能力を養うこ

とに大きく寄与するということは、これまでの先進市の自治体の視察等で我々も確

認しているところです。以上でございます。  
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〇林  ３校が同一敷地内ということが一つ懸念というわけじゃないんですが、一つ

あるわけでございますけれども、体育の授業とか運動場の使用というのを、こちら

の制限というのは何かかかっていくようなことが考えられませんでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  そのような制限が発生してしまうというのは、よろしくな

いことだと我々も認識しておりますので、まずはその３校の子供たちに対しての必

要十分な施設整備、校庭、運動場、それから校舎、そういったものをしっかりと整

備していくようにしていきたいと考えております。以上でございます。  

〇林  令和 10年度の開校時には、公表されております資料によりますと、1,400人の

児童生徒が通われるというふうに公表されております。柏駅西口北地区再開発によ

り、さらに通われる児童生徒が増えるのではないかという懸念もあるようでござい

ます。児童生徒が増えていくことで、目が行き届かないのではないかいう意見も出

ておりますけれども、またその中で、現在教員の成り手不足というのが、あるいは

離職率が高まっているという社会的な問題も世相があるわけでございます。現に柏

市でも職員不足が起きておりまして、市独自の採用者への任用替えなども今行われ

ておられるということでございますけれども、こういうようなことの中で、義務教

育学校もちろんなんですけれども、ほかの小中学校の教職員の適切な配置というの

が本当に見通せていけるのか少し心配もあるわけでございますけれども、そのこと

についての、これは県との協議であったり、市だけでは解決できない問題かという

ふうに思いますが、義務教育学校だけではなく、全ての小中学校の教職員の適正な

配置につきましての取組をお聞かせください。  

〇教職員課長  委員おっしゃるとおり、今現在非常に厳しい状況であることは間違

いありません。ただ、おかげさまで柏市は市独自の会計年度の方々等も教員免許を

お持ちの方が非常に多くいらっしゃいますので、昨年度の数値では、300名以上の会

計年度の方が教員免許をお持ちでした。その方々に呼びかけて、県の講師に異動し

てもらったりという形を今取っております。一昨年度は、年度当初 40名近くの未配

置でスタートしたんですけども、昨年度、そして来年度に向けては、４月当初、ま

だゼロというわけではないんですけれども、かなり未配置は解消してきているとい

うふうに捉えております。県のほうと話をしても、足りなくなっている未配置のピ

ークは過ぎてきているのかなというように聞いておりますので、ここ数年何とか乗

り切って、また教員の魅力を発信して、すばらしい教員の、力のある教員を確保し

ていきたいというふうに考えております。  

〇林  ぜひそういったところには、さらに目を配りながらお願いしたいというふう

に思っております。  

16ページの市立柏高校のグラウンド整備につきましてお尋ねしたいというふうに

思っております。人工芝とタータントラックを整備していくということでございま

すが、整備に当たりまして、人工芝と天然芝との費用対効果を、恐らくあるいは使

いやすさなど検証されていると思いますが、このことにつきましてお示しください。 

〇市立柏高等学校事務長  今回の市立柏高校の整備につきましては、多方面から、
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いろいろな角度から検討させていただきました。人工芝のメリットとかデメリット、

天然芝のメリット、デメリットも含めまして検討した結果、今回人工芝の採用とい

うところに判断をいたしました。その中で、今の人工芝につきましては、各メーカ

ー開発が進んでおりまして、本当に衝撃吸収性とか、あとは耐久性、そういったも

のが向上しておりまして、今の学校教育、学校活動において本当に向いているとい

うところで人工芝の採用させていただきました。一方で、本会議でも質問がありま

したけども、環境問題等もございます。ただ、これも天然芝におかれましても環境

面も懸念されるところがありますので、それぞれの特徴とか、しっかりと精査、検

討した結果、人工芝の採用という形で今回判断をさせていただきました。以上でご

ざいます。  

〇林  人工芝に決められた決定打というか、一番の理由というのは何なんでしょう

か。やはり長く使えるということなんでしょうか。  

〇市立柏高等学校事務長  天然芝にいたしますと、どうしても養生期間が設けなく

てはいけない、それと天候によっては使えないことがあります。あとは使う目的と

か用途なんですけども、うちは主にサッカー部、陸上部が使いまして、高校生とい

ってももう大人ですので、スパイクを使ったり、あとは芝の影響、踏圧というとこ

ろが一番影響となります。そういったところで、養生期間を設けることによって学

校活動に支障を来すというところが、一番人工芝に採用した、判断したというとこ

ろも理由の一つでございます。以上でございます。  

〇林  分かりました。１つだけ懸念というわけじゃないんですが、人工芝にした場

合、タータントラックは排出が非常にいいというふうに、私が調べたところなんで

すが、排水とか、雨水排水というのは大丈夫なんでしょうか。  

〇市立柏高等学校事務長  タータントラックにつきましても、今透水性がすごい優

れておりまして、かつ排水工事のほう、排水設備、暗渠等も含めまして整備を含め

ますので、その辺は問題ないと考えております。  

〇林  分かりました。学校施設、教室不足の対応につきましてお尋ねしたいという

ふうに思います。第七小学校につきましては、教室不足の対応として校舎リース方

式を採用されております。田中中学校や柏の葉小学校では増築工事となっておりま

して、あまりリース方式は今まで採用されていなかったような私の中の認識でござ

いますけども、今回リース方式を採用された理由をお示しください。  

〇教育施設課長  七小につきましては、今の推計ですと令和９年に教室不足が発生

いたします。ここにつきましては、豊四季団地の建て替えであるとか、民間開発に

よって子供が増えている状況なんですけれども、令和 19年までの限定的な増加で、

そこからまた減っていくものですから、約 11年間の教室不足の対応ということで、

今回七小につきましてはリースの校舎での設置ということにいたしました。以上で

す。  

〇林  このリース方式による設計事業費があるわけでございますけ れども、今後考

えられる全体の整備費というのは、どの程度というふうに見積もられておるのでし
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ょうか。  

〇教育施設課長  今回リース校舎の仕様書の作成ということで、設計に関わる仕様

書を作成する業務と、仮設校舎を設置するに伴いまして校庭が狭くなるものですか

ら、既存のプールを解体する設計費を計上しております。今後は仮設校舎の設置に

伴いまして、 11年間で 12億程度のリース料、賃貸借料が発生するというふうに見込

んでおります。以上です。  

〇林  リースとなりますと、いずれは返還されるということでよろしいんでしょう

か。  

〇教育施設課長  そちらにつきましては、リース終了後の無償引受けか返すかとい

うのをちょっとこれから検討していきます。今後七小につきましては、古い校舎な

ので、全体的な建て替えとか長寿命化も控えていますので、その辺といろいろ検討

しまして最終的には決めていきたいというふうに考えております。以上です。  

〇林  分かりました。今は、まだ少し見通せていないというように感じられました。

ぜひそういったところ、児童生徒数の今後の推移を見ながら的確に対応していただ

きたいというふうに思っております。  

 不登校支援についてお尋ねしたいというふうに思っております。不登校児童生徒

やその保護者に対して、学習支援や学校以外での居場所を提供していく、教育支援

センターを中心としながら今後の支援を進めていくというふうに認識しているとこ

ろでございますけれども、現在不登校数というのは約 800人程度ということでよろし

いんでしょうか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  今年度につきましては、１月末現在にな

ります。 30日以上の欠席者につきましては 592名、中学校につきましては 812名とな

ります。以上でございます。  

〇林  国は 29万 9,000人、全国で。これは令和４年度の発表でしょうね。５万 4,000人

が全国では増えているということで、非常に大きい課題、日本全体の課題だという

ふうに思っているところでございますけども、サポートしていく教育支援センター

とか、人材の確保というのはどういう状況になっていらっしゃるんでしょうか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  各教育支援センターには指導員のほうを

配置しております。こちらにつきましては、毎年度見直しを図りながら、適正な人

数を配置させていただいております。もちろん人材の入替え等はございますが、そ

のときには必要数、応募をしていただきながら人材確保に努めております。以上で

ございます。  

〇林  校内教育支援センター、いわゆる個別登校ということもありますし、きぼう

の園とか、また先ほどお話ししました各地域、地区の支援センターによって、そう

いった学習支援であったり、居場所であったり、様々個の支援をしていくという、

そういう御説明をいただいたところでございますけども、例えば自宅から出られな

いお子さんというか、そういった子供さんたちに対してはどういう支援があるのか、

私が考えるのは、一つはやはりオンラインによる学習支援とか、そういうこと考え
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られるんですが、それだけではないかというふうに思いますが、自宅から出られな

い、そういった子供たちに対する支援というのはどういうふうに考えていらっしゃ

るんでしょうか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  今委員おっしゃったとおり、なかなか家

から出られない児童生徒はおります。いま一つは、教育支援センターから指導員が

家庭訪問をするケースがございます。また、学校から今委員おっしゃったとおり、

オンラインで配信がやり取りできることが可能になりましたので、こういったこと

を通して、とにかく切れ目のない支援というか、つながりを持たせながら、何とか

子供と教員、そして指導員がつながるような形で進めております。以上でございま

す。  

〇林  分かりました。ぜひそういったところに充実も必要かというふうに思います。

こちらにつきましては、義務教育課程が終われば一つの支援が切れていくような、

教育委員会としての支援が切れていくような私の中のイメージなんですけども、そ

ういった児童生徒、その義務教育課程が終わった後どうなっていくのか非常に不安

を感じていくわけなんですが、そういった施設なり、支援なり、そのつなぎ目とい

うのはどういう形で考えていらっしゃいますか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  今委員おっしゃったとおり、まさに義務

教育終わった後の、その子のつながる場所というところは、これから各市長部局と

も連携をしながら進めていきたいところでございます。今そういった意味でも高校

生、または卒業した後の居場所であったり、支援であったりというところを、こち

らも教育委員会と、それから市長部局と連携をしながら、子供にとって不利益のな

いような形で進めていけるよう検討してまいります。以上でございます。  

〇林  ぜひお願いしたいというふうに思っております。  

 部活動の地域移行につきましてお尋ねしたいと思います。新年度につきましては、

吹奏楽部とか陸上部についての地域移行を行っていくというふうに聞いております

けども、これによりまして休日行われておりました活動がおおよそ完了していくと

いうような認識があるわけでございますけども、地域移行に伴った、例えば吹奏楽

部とかですと音楽室を利用されておりまして、それにつきましては校内セキュリテ

ィーも整備していくというようなお話があるわけでございますけども、例えば音楽

室ともなりますと、楽器とか様々な備品があるわけでございますけども、そういっ

たところの紛失対策というか、管理体制というところですね。  

〇指導課長  休日に音楽室が使えるようにという整備は、来年度明けてすぐに着工

していきたいと考えております。そして、盗難の防止に関してですが、地域クラブ

のほうでも保険のほうに入るようにしておりまして、そちらで対応ができるように

というふうに考えております。以上でございます。  

〇林  分かりました。貴重な財産になりますので、もしかしたら私物もあるかもし

れませんので、しっかり対応していただきたいなというふうに思っております。  

 図書館の柏の葉サービスカウンターにつきましてお尋ねしたいというふうに思っ
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ております。ららぽーと柏の葉本館４階に開設されるということで、こちらには本

棚、蔵書は置かないと。予約本の受け取りとか返却、こういったサービスを中心に

行っていくというふうに聞いているわけでございます。スペースの関係もあるかも

しれません。でも、本来、この地域が要望されているのは簡易なサービスではなく、

蔵書を伴う図書館機能が要望されているんじゃないかなというふうに私は思ってい

るんですけども、これはこれでよろしいのかなというふうに思いますが、そういっ

た図書館整備というのはどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。  

〇図書館長  今委員がおっしゃられた図書館整備につきましては、基本的にはまだ

図書館だけでもちろん決められることではないと考えております。柏の葉につきま

しては、まだ近隣センターがどういった形で開設されるか、ちょっとその辺の見通

しがまだ私どものほうでも立ちませんので、行く行くは分館という形で整備をされ

るということ、私どもも望んではおりますけれども、まずは今地域の方からも特に

要望の多い部分で、少しでも利便性の向上ということで、今回場所がこういう形で

お借りできるということで、まずは窓口だけでもということで、先行してサービス

のほうを開始するというふうに考えております。以上です。  

〇林  そういうことであれば、ぜひ近隣センターの整備待たれるわけですが、ぜひ

蔵書も含む分館、そういったところを柏の葉エリアにも必要だというふうに思いま

すので、進めていただきたいなというふうに思っていますし、私もそれを応援した

いというふうに思っております。  

 文化遺産の保存と活用につきましてお尋ねしたいというふうに思います。旧根戸

分署の防災工事ということでございますけども、この施設は旧陸軍の防空関連施設

として利用されておりまして、国の登録有形文化財に登録される見通しもあるとい

うふうに聞いていますけども、今後の活用とか、あるいは維持補修について国から

の支援というのはどういうふうになっていくのでしょうか、お尋ねします。  

〇文化課長  旧根戸分署の工事につきまして、旧根戸分署の国の登録有形文化財と

いうことで、先日３月６日に官報の告示になりまして、正式に登録という運びにな

っております。今回の屋上防水と外壁ということで、今かなり傷んでいるというの

が率直な現状でして、今後の活用に当たっては、関係部局と協議の結果、やはり耐

震性ですとか、かなり広く公開するに当たっては、まだクリアしなければいけない

問題が多々あるというところを指摘いただきました。それに合わせまして、これま

でも地域の皆様と一緒に保存について取り組んでまいりましたので、今後の活用に

つきましても地域の皆様の声を積極的に取り入れながら、文化課としても進めてま

いりたいと考えております。以上です。  

〇林  分かりました。国からの支援というのは何かあるんですか。  

〇文化課長  失礼しました。登録文化財となりますと、ちょっと国からの直接的な

支援というはあまり期待できないというところが正直なところで、財源的な確保も

今後の課題の一つであります。以上でございます。  

〇林  分かりました。ぜひ維持活用に向けた取組をお願いしたいというふうに思っ
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ております。私の第１区分の質問は以上でございます。  

〇委員長  暫時休憩いたします。  

              午前１０時４５分休憩  

                  〇            

              午前１０時５２分開議  

〇委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  

〇渡辺  議案第 29号の一般会計予算の中で、子ども・子育て複合施設ＴｅＴｏＴｅ

に関してお伺いさせていただきます。まず、前提としてお伺いしたいんですけれど

も、今回そごうの本館とアネックス館があった中で、本館に関しては柏市が 86億円

で購入するということが決まりました。一方で、アネックスなんですけれども、こ

ちらのアネックスの土地、賃貸借契約かと思うんですけれども、そちらの契約内容

を御教示いただけますでしょうか、お願いいたします。  

〇こども政策課長  アネックス館の契約につきましては、５年間の定期賃貸借契約

となっております。以上でございます。  

〇渡辺  ありがとうございます。５年間の賃貸借ということで承知いたしました。

こちら物理的に本館とアネックス館がスカイウオークでつながっているかと思いま

す。そちらの撤去に関しては、この５年間のうちに計画をされておりますでしょう

か。  

〇こども政策課長  今のところ計画については伺っておりませんけれども、この５

年のうちに撤去されるということで認識しております。以上です。  

〇渡辺  承知いたしました。その撤去するときに、費用に関しては、今回本館側の

三井不動産の負担のほうに含まれているという理解でよろしいでしょうか。  

〇こども政策課長  そのとおりでございます。以上です。  

〇渡辺  ありがとうございます。いろいろな判断あるかと思うんですけれども、今

回賃貸借を選んで、購入にしなかった理由というのが、御開示可能な範囲で教えて

いただければ、お願いいたします。  

〇こども政策課長  当初三井不動産のほうと交渉していく中で、ここについては売

買という、買い取る形ではなくて、賃貸借というところで、三井不動産以外にも地

権者がいたというところも大きいかと思うんですけれども、賃貸借という形でまと

まりました。以上でございます。  

〇渡辺  ありがとうございます。その賃貸借の費用に関してなんですけれども、 例

えばはぐはぐポケット、乳幼児一時預かり事業の家賃負担が、これまでの 511万円相

当から 133万円相当に今回予算書でコストダウンがされています。この 133万円の算

出根拠、これが単純に総賃料に対する賃料のスペースの比率の案分なのかどうかと

か、そういった点、教えていただけますでしょうか。  

〇こども政策課長  今回賃貸借の費用としましては、月額約 713万円ということで、

はぐはぐひろばについての賃料につきましては面積案分という形で計算したもので

ございます。以上です。  
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〇渡辺  ありがとうございます。次、送迎保育ステーションに関してお伺いいたし

ます。今回費用が 5,451万円というふうに計上がされています。サテライト３部屋、

１部屋 27名ということですので、 72名の子供たちの送迎に係る費用となりまして、

１人当たり概算で 75万 7,000円ぐらいの費用感覚となります。この妥当性を判断する

上でちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、例えばこの 5,451万円という予

算があった中で、この送迎ステーションを送迎ステーションにするのではなく、そ

の場でいろんな要件はあると思うんですけれども、保育園として預かりますみたい

になったときに、この同じ費用だと、何人ぐらいまで子供たちが預かれるのか、も

しそういった試算があれば御教示をお願いいたします。  

〇保育運営課長  こちらの 5,451万の内訳が、ほぼ委託料と、あとは直営で廃止する

人件費ですので、こちらが保育園となると、それぞれ、じゃ何人保育士が配置基準

で配置してとか、そういった形になって、どんどんお金増えてまいりますので、ち

ょっと今手元では試算していないんですが、 72名だとかなりの金額になるものと思

われます。以上です。  

〇渡辺  すみません、質問変えますけれども、公立保育園の場合に、１年間当たり、

園児を預かるのに１人当たり幾らの予算が平均的に使われますでしょうか、お願い

します。  

〇保育運営課長  申し訳ありません。即答できませんので、ちょっと調べて御報告

させてください。  

〇渡辺  ありがとうございます。先ほど林委員の質問にもありましたので、少し聞

き逃していたら申し訳ないんですけれども、保育施設の整備と保育の質の向上の計

画に関して、今回９園の施設整備をされます。定員増 370名というふうにございます

けれども、何か定員増 370名が今年の応募状況と当てはめた場合に、どれだけの吸引

効果があるのかというのが分かればお願いいたします。  

〇保育運営課長  こちらは、保留児が依然として毎年二、三百人ぐらい出ておりま

して、整備してもまだ申込者数は増えておりますので、今回これだけ整備すること

で、何とか保留児も抑えていきたいと今考えているところです。ただ、もう大分先

が見えてきつつあるというか、先ほどの林委員の話がありましたが、エリアによっ

て足りていないところと足りているところと出てきていますので、そこはちょっと

慎重に見極めながら整備してまいります。  

〇渡辺  ありがとうございます。以上で第１区分オーケーです。ありがとうござい

ます。  

〇鈴木  では、第１区分の一番重要な小中一貫校の整備１億 7,900万の件から始めて

いきたいと思います。まず、教育長にお聞きしたいと思います。義務教育学校の学

級数 18学級以上 17学級以下を標準とするというふうに記載されております学校教育

法施行規則というのがあると思いますが、これに関してはどんな法律であるという

ふうに教育長はお考えでしょうか。  

〇教育長  お答えいたします。ただし書がありまして、地域の実態や状況に応じて
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学級数は地方自治体で決めることができるというのがありますので、それに従って

おります。  

〇鈴木  ただし書のお話ではなくて、まずこの学校教育法施行規則という法律自体

をどのようなものだとお考えでしょうか。  

〇教育長  学校運営をする上で、全国の公立小中学校が均一な同質の教育をするた

めの規則であります。そういうふうに考えております。  

〇鈴木  この学校教育法施行規則は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、それか

ら今回の義務教育学校、それから中高一貫の中等教育学校、それから大学、各種学

校、専門学校、それらの全部の学校の設立するに当たって、どういう形でつくりな

さいというふうに記載されております大変重要な法律であります。条文も 191条まで

ありまして、学校を設立運営するに当たって大変重要な法律であると思っておりま

す。その中に、義務教育学校では、学級数を標準を 18学級以上 27学級以下にしなさ

いと、これが標準ですよというふうに記述されておりまして、基本的にそれを守る

というものが大前提だと思っております。先ほど教育長がおっしゃった、ただし地

域の実態その他により特別の事情があるときはこの限りではないというふうには文

言は書いてあります。しかしながら、これはどういった内容で、このただし書とい

うのはどういうふうな形で生かされるのか、この辺は文科省はどのようにお考えで

あるか、お聞きになっていますでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  学校教育法施行規則に書かれている内容については、今委

員のおっしゃったとおりだと思います。文部科学省に直接問合せをしているわけで

はございませんけれども、柏市もこれまでこの施行規則に定める、今おっしゃられ

た 18学級というのを地域の実情に応じてというところで、 24学級というところで解

釈して、規定を置いております。一方で、他の自治体においても、これはまちまち

でございます。当然我々と同じように施行規則のただし書の規定から最大規模数を

上げているという自治体も多くあることと承知しております。以上でございます。  

〇鈴木  教育長と執行部は、この法律は大変重要な法律であるということは御認識

されていますよね。どうでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  先ほど教育長のほうからの答弁もありましたとおり、義務

教育の均一化というところで、一つの物差しとして示されているものだとは思いま

す。以上でございます。  

〇鈴木  一つの物差しではなくて、これが一番重要な法律ではないかと思うんです

が、いかがでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  繰り返しの御答弁になりますけれども、同条には、施行規

則の規定にはただし書がございまして、地域の実態その他により特別の事情がある

ときはこの限りではないという規定がございます。以上でございます。  

〇委員長  答弁が繰り返されていますので、その次の内容等も含めてお願いします。 

〇鈴木  では、18学級以上 27学級を標準とするとなっておりますが、全国の学校で、

私の手元にある資料では、令和３年度の文科省が調べたデータがありますが、全体
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で 149学校のうち標準の範囲内の学校は何％ぐらいでしょうか。御存じですか。御理

解していただいていますでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  すみません、ちょっと細かいパーセントまでは把握してお

りません。  

〇鈴木  委員の方のほうにはちょっと資料お配りしておりますが、パーセント出て

いないんですね。標準の学校までは 88.6％。基本的には９割方は、この 27学級まで

の標準に入っているんですよ。しかしながら、今度柏は 50学級ということになって

おりますので、この標準から大きく違っている。ちなみに 27学級超えて 36学級まで

含めると 99％になります。柏がつくろうとしている義務教育学校は 50学級ですから、

そこも外れて 99％超えて、1.3％のところに入っちゃうんですよ。それぐらい異常な

状態であると思っております。ただし書に書いてはありますが、当初設立からこう

いった数字を超えていてもいいのか、ただし書は、私が感じるところでは、途中で

増えてきてしまったときには、すぐには難しいでしょうから、その標準学級に入る

ように努力をしてくださいと、早急にそれが入るようにしてくださいという意味で

のただし書ではないかと思っております。設立から大幅に外れている義務教育学校、

大規模、超大規模学校ですね。過大規模学校とも言われておりますが、を設立する

ことが文科省は認めるんでしょうか。その辺の確認はされているんでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  文科省に直接何か問合せをするようなことはいたしており

ません。一方で、いわゆる比較的子供たちの数が多い学校というのは、これは本会

議でも部長より答弁しておりますけれども、やはり児童生徒数に見合った校地面積

であったり、施設であったり、教職員というのがしっかり配置されるか、またそれ

に伴う運営上の工夫というのが凝らされるかどうかというところが重要だと思いま

すので、そこら辺がしっかり確保できれば、子供たちにとっての良好な教育環境と

いうのは整えていけるものというふうに考えております。以上です。  

〇鈴木  その生徒児童１人当たりの面積だとか、そういう問題も確かにありますけ

れども、ここで最初に定めているのは、学校の大きさをいっていると思うんですよ

ね。例えば今の執行部の回答によりますと、規模は関係なく、１人頭の児童生徒数

で割った面積を持っていれば、何人規模の学校でもつくってもいいんですというよ

うな言い方に私は聞き取れてしまいます。例えば面積、今の柏の中学校の 10倍の面

積にすれば、１万人の小中学校、義務教育学校つくってもいいんだというようなこ

とになってしまうんですよね。文科省は、子供たち１人当たりの面積も示し、そし

て全体の規模でも押さえてという、２つで押さえて言っているのがこの学校教育法

施行規則ではないかと私は思っておりますが、いかがでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  規則制定の主旨は、委員おっしゃるとおりだと思うんです

けれども、その前段の１万人の学校云々というところについては、我々はそういっ

た飛躍した考えを持っているわけではございません。以上でございます。  

〇鈴木  27学級だと、大体 1,000人弱だと思うんですよね。今 1,350人、これからま

だ増える。何人まで増える予定ですか。  
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〇次長兼教育政策課長  まず、その周辺の開発の状況云々もあると思うんですけれ

ども、何もこの後、例えば宅地開発、マンション建設等がなければ横ばいで推移し

ていくものというふうに考えております。以上でございます。  

〇鈴木  横ばいというのは、1,400人規模ですよね。1,000人規模のところを 1.5倍ぐ

らい超えていく。そのままで、異常な状態でそのままでいいのかどうかというふう

にすごく疑問であります。これ文科省の認可は通らないんじゃないかという気持ち

もあります。あるいは補助金が出なくなっちゃうんじゃないかとか、一応補助金も

そうやって、学校施設をどうやっていくのかというところで出すとか出さないとか

出てくると思うんですよね。そういう意味では、補助金も出なくなるんじゃないか

と思うんですが、その辺は確認取っていますでしょうか。  

〇教育施設課長  文科省の補助金のガイドブックにおきましては、基本的に過大規

模校、 31学級以上の学校については、過大規模校に生じる課題に対して、教育上支

障が生じることのないように、十分な検討に基づいて適切な対応が行われたものに

ついては、国庫負担も可能ですよというふうに書いてありますので、補助金はその

辺の配慮をした上で交付されることは可能だというふうに考えております。以上で

す。  

〇鈴木  義務教育学校、今回統合することによって補助金が倍出ると、２分の１出

るっていうのかな。通常の建て替えではなくて、統合して面積が減った場合には、

補助金が全体の２分の１出るというような話を聞いておりますが、そうでしょうか。 

〇教育施設課長  基本的に工事費の２分の１なんですけれども、まず通常に建て替

えた場合と、統合して建て替えた場合につきましては、統合した場合のほうがやは

り資格面積が多くなるので、補助金としては多くなります。以上でございます。  

〇鈴木  標準を大幅に超えている学校の建設になりますので、ちゃんと補助金が出

るかどうか、確認をしてから実施していただきたいなというふうに思います。  

 保護者への説明の中で、義務教育学校のことがよくいいほうなことで、動画も作

ら れ てお り ます。幅 広い人間関係の構築 ができる 90％、社会 性や 規 範 意 識 の 醸成

88％、上級生の姿を目標にする 93％、中学校進学に不安を抱える児童が減少する 96％

という成果面をすごくうたっておりますが、この資料の中には課題点も掲載されて

おりましたが、学校への、保護者への説明の動画の中にはそれが入っておりません

が、それはなぜでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  実際の説明会等々のやり取りの中では、課題、いろいろ配

慮していかなくちゃいけないような部分が、どういったところがあるかというとこ

ろにつきましても、御意見だったり質問であったりというのを頂戴しておりますの

で、その中で説明であったり、意見交換をさせていただいております。以上です。  

〇鈴木  保護者に対して間違ったというか、方向性を誤らせるような動画は作るべ

きではない、もうちょっと公平な立場で動画は作ってもらいたいなというふうに思

います。特に小中一貫教育のこれまでの取組の総合的な評価で、課題はどれぐらい

あるかというところで、大きな課題が認められるという学校が３％、課題が認めら
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れるといっていた学校が 50％、両方で 53％の学校が大きな課題がありますというよ

うな評価をしております。それに関して全く触れていないのはいかがなものかと思

います。ぜひ動画を作り直したほうがよろしいんではないかと思いますが、いかが

でしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  課題の部分に限らず、今後いろいろな地域にお配りしてい

くような資料等々は作成することは考えておりますので、そういった中で検討させ

ていただきたいと思います。以上でございます。  

〇鈴木  ぜひ動画の中では、標準の学校は 27学級まで、でも今回つくるのは 50学級

である、そういう課題が大きな問題もありますというのをしっかり書いてほしい、

表現してほしいと思います。そして、なおかつ今のよかったか悪かったかという小

中一貫教育の導入状況の調査結果で表示されている、いい報告しかしておりません

が、残念ながらこの評価、先ほど言った現状とすると 88％は標準の学校なんですよ。

ということは、ここで出てきているいい評価というのは、この 88％を標準の学校の

中の声がほとんどなんです。過大校とか大規模校、過大規模校の意見は全体の２割

ないんですよ。そういう意味では、今柏がつくろうとしている３校の義務教育学校

はその過大校ですから、そっちの意見をしっかり聞いていかなくてはいけない、全

体の標準の学校が 88％もあるような意見を基にしてはいけないんではないかと思い

ますが、いかがでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  委員おっしゃるとおり、文科省の調査というのは、その規

模、大小含めた、あくまでマクロの意見しか見えてこないので、我々としては、実

際に規模が大きめの学校の義務教育学校であったりというところの視察を繰り返し

て、直接いろいろ聞き取りをさせていただいたりしているところでございます。以

上でございます。  

〇鈴木  標準の学校をこれからつくるという場合であれば、今の文科省が出してき

ているようなデータを基にして表現するのはいいと思うんです。しかしながら、柏

の場合はそうではないという状況ですので、ぜひとも違う表現をしたほうがいいと

思います。先ほど林委員の質問で、規模が大きくなるというか、義務教育学校にな

ったら、子供たちが集団生活においても同学年の結びつきが中心となり、異学年の

交流の機会が増えてくるというような、異学年の交流が増えてくるという意味で義

務学校はいいんだというふうにおっしゃいましたが、文科省における大規模校及び

過大規模校の認識という中では、規模が大きくなると、異学年交流の機会が設定し

にくくなる場合がありますと、注意してくださいと言っているんですよ。ですから、

義務教育学校は、一般的にいい場合もありますが、過大規模校に関しては十分注意

しなくちゃいけないことがたくさんあります。それ以外にも教員集団として、児童

生徒一人一人の個性や行動を把握し、きめ細やかな指導を行うことが困難である、

問題行動が発生しやすい場合がある、こう言っております。今不登校が増えてきて

しまっているという問題がありながら、それをどう解消していかなくちゃいけない

かというところに力を注がなくてはいけないのに、大規模校をつくるとそういう問
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題も発生しかねないというふうに文科省も指摘されておりますが、その点どのよう

にお考えでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  大規模という御指摘で、ずっとお話いただいておりますけ

れども、これは本会議におきましても、教育長及び教育総務部長から御答弁さしあ

げているところではございますが、いわゆる小学校課程に当たります前期課程は約

900名、中学校後期課程につきましては 500名弱ということで、それぞれこの 900名、

500名という規模に関して言えば、市内でもほかのこういった学校というのは多く存

在しますので、殊さらに今回の義務教育学校が大規模校であるという形の認識で進

めているものではございません。一方で、一定の規模数の学校になることは確かで

ございますので、そこは同じような規模を抱えていらっしゃる他市の事例などもつ

ぶさに私ども見させていただいていますので、そこでの知見などを生かしながら、

これからの施設整備であったり学校運営というのに反映させていただければなとい

うふうに考えております。以上でございます。  

〇鈴木  今大規模校とおっしゃったんですが、文科省の定義では大規模校を超えて

いる過大規模校だと思いますんで。それから、では柏第一小学校と旭東小学校それ

ぞれは、この小学校の標準学級数を超えていますでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  現時点で超えていないものと認識しております。以上でご

ざいます。  

〇鈴木  じゃ、超えていないものと超えていないものを合わせて、超えている、過

大規模校をつくってしまうと。もともとのほうがいいんじゃないんですかというこ

とになると思いますが、いかがでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  委員よりたびたび国の指針等々の御指摘もいただきつつ、

規模についてのお話いただいておりますけれども、文科省の手引に関しましては、

その適正規模に関する考え方の手引に関しましては、もともと国におきましても、

そういった本手引の内容を機械的に適応するというのは適当じゃないというふうに

書かれているというものだと認識しております。以上でございます。  

〇鈴木  その文章は見たことがございませんが、標準は 27学級までであるというふ

うに明記されていて、ただし書は確かにありますが、その 27学級をはるかに超える

50学級で新しくつくろうとしている。もともとの学校は、ほぼ標準的な学校規模だ

と思うんですよ。それをくっつけて、わざわざ過大規模校をつくる必要性があるの

かどうか、私は疑問に思います。そういう意味でどうかと思います。  

 それではもう一点、今各保護者への説明会が始まっておりますが、保護者の中で

は子供たちの通学の問題がすごく心配になっていると思うんですね。スクールバス

を、この間の説明会でもスクールバスは運行されるんでしょうかというような質問

があったというふうに聞いておりますが、それに対してどのような回答をされてい

ますでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  委員御指摘のとおり、これまで行っております説明会では、

スクールバスの運行含めた通学路の安全対策というのをどのように考えているのか
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であったり、そういったところは適切に扱ってほしいというような御意見は頂戴し

ているところでございます。私どもといたしましては、いろいろ昨今の気象状況で

あったりというのを考えますと、現在文科省が示しております小学校の通学距離４

キロ、中学校の通学距離６キロというのは少し時代にはそぐわなくなってきている

のかなというふうには考えております。一方で、その適正な通学距離であったり、

その手段としてスクールバスを ､今回の義務教育学校に限らず、柏市全体でどうする

かということにつきましては、現在審議中であります教育政策審議会のほうでもテ

ーマの一つとなっておりますので、そこでの御意見もいただきながら、方針として

考えていきたいというふうに思っております。以上でございます。  

〇鈴木  保護者にはどのように、スクールバスはどうなるんですかという質問に対

して、どのように回答されましたでしょうかと聞いたんですが。  

〇次長兼教育政策課長  失礼いたしました。スクールバスの方向性も、導入も含め

て、前向きに検討していく旨をお話しさせていただいております。以上でございま

す。  

〇鈴木  保護者はやっぱり心配ですから、それに対してスクールバスの運行も考え

ておりますというふうに安心させるような回答されたと聞いております。そういう

回答かなと思いますが、実際はどうなんでしょうか。 12月の検討会、学校運営部会

ではどのような検討がされておりますでしょうか。  

〇教育政策課副参事  内部の検討会のほうでは、スクールバスの必要性も当然議論

はしておりますが、ほかの自治体の事例としまして、運行の仕方も様々ございます。

バス自体を借り上げる方法と業務を委託する方法などなど様々メリット、デメリッ

トございますので、そういったところの比較検証したりですとか ､運行することによ

る緊急対応の場面であったり、体力の低下といったところについても課題として認

識しておりますので、その辺りも含めて総合的に検討しておるところでございます。

以上です。  

〇鈴木  委員の方には、先ほど私のほうで資料をお配りしましたが、中開いていた

だいて、右の下のほうに、教育委員会内部で会議でのスクールバスの検討状況とい

う資料を掲載しておきました。 12月７日の第 19回学校運営部会で検討されている内

容です。既に 12月の段階でこうした内容が検討されているにもかかわらず、保護者

にはスクールバス出しますよと安心させる。これ何人って書いてありますか、ここ

に。一番少ないところでは、柏中学校義務教育学校の１年生から３年生まで 27人を

対象としましょうと。６年生までやっても 75人、 1,300人 1,400人いる中で、スクー

ルバスに乗れるのは 100人いないんですよ。という検討はされている。通学距離が

2.5キロ以上の児童、それも１年生から３年生まで、４年生から６年生は下校がばら

ばらになるから要らないんじゃないか。 27人で計算している。こういう数字を検討

しておきながら、保護者には大丈夫ですよ、スクールバス検討していますから。こ

れは間違った情報を市民に提供しているというふうに言えませんか。隠しているん

ですよ。  
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〇次長兼教育政策課長  何かそういう意図があったということではございません。

まずはスクールバスの検討に関しては、これまでも本会議におきましても繰り返し

この地域に限らずスクールバスの導入も含めた検討していきますというのは数多く

答弁させていただいております。また、地域の方に保護者から御質問いただいた場

合にも、全て出します、全て走らせますというお話を何か安心感を与えるためにし

ていると、そういうことではなくて、どういった条件でどういった形がいいかとい

う と こ ろ も 含 め て 検 討 し て い る と こ ろ な ん で す け どもという 前提をお話しした上

で、具体的にスクールバスも手段の一つとして考えておりますという、何もうそ偽

りない検討状況というのをお話ししているところでございます。以上でございます。 

〇鈴木  うそ偽りないというか、隠しているというふうに私は思えるんですが、ス

クールバスは検討しますよと安心させておきながら、実際に 27人というふうに限っ

ておりますが、これはどの地域かというのも決まっているわけですよね、 27人って

数、数えられているんですから。どこの地域ですか。  

〇次長兼教育政策課長  あくまでもそれはいろいろなスクールバスの運行形態を検

討していく中で、一定の距離以上というのは、どういった線が引けるのかなという

ところ、シミュレーションの一つであります。何もそれで決定しているというもの

ではなくて、様々なパターンというのを考えながら、どこら辺が最適かというのを、

これは他市の事例なんかも参考にしながら検討している最中、内部の検討会議の資

料でございます。以上でございます。  

〇鈴木  バスで運行するのか、ジャンボタクシーで運行するのか ､タクシーで運行す

るのか、これはまだまだ検討する段階だと思いますよ。ですが、その前提条件とな

る小学生１年生から３年生まで 27人という前提条件出してきているわけですよ。こ

れは公表すべきだと思いませんか。  

〇次長兼教育政策課長  前提条件で 27人に出しますとか、そこしか出しませんとか、

そういった議論をしているわけではなくて、一定の距離、一定の通学時間というの

をシミュレーションした場合にどうなるかというのを、我々内部の検討材料として

まとめたという、それだけという認識をしております。以上でございます。  

〇鈴木  2.5キロ以上 27人となっておりますが、このエリアはどこというふうに想定

しているんですか。想定しないと、 27人なんて出てこないですよね。  

〇教育政策課副参事  2.5キロ以上になる通学の距離としましては、柏中学校区内

で、柏市柏、ちょっと広いエリアなんですが、特に国道の 16号よりも北側のエリア

の方々の一部が 2.5キロ以上になるというふうな見込みでシミュレーションしたも

のになります。以上です。  

〇鈴木  初めてその数字聞きました。ということは、旭東小の人たちは一切関係な

いということですよね。  

〇教育政策課副参事  先ほども御答弁さしあげましたとおり、あくまでシミュレー

ションの一つとしてやっているものでして、当然旭東小の子の中にも児童の通学距

離が延伸する子もおります。その方々も含めて、別のシミュレーションも当然行っ
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ているものになります。以上です。  

〇鈴木  27人前提で考えているわけですし、ここには通学距離 2.5キロ以上の児童生

徒で在籍して考えていると。それからもう一個、その上に書いてあるのは、教育政

策に伴い通学距離が延伸する場合というふうに書いておりますが、これはどういう

意味ですか。  

〇教育政策課副参事  今回の学校の移転に伴いまして、通学距離が近くなる子もい

れば、当然遠くなる子もおります。その遠くなる子の影響というところを、より多

く見た場合ということで考えたシミュレーションになります。以上です。  

〇鈴木  この①を見たときに、今までの答弁では、この 2.5キロ以上のところはスク

ールバスが走るのかなというふうに思うとともに、それ以外の地域、例えば手賀の

杜に住んでいる子供たちは約３キロを毎日のように今も歩いているんですよ、北部

小。その人たちにもスクールバスがこれで走るのかなと、こう期待したんですが、

その期待を打ち崩すのが、この教育政策に伴いと書いてある。今回の義務教育学校

の統合の場合だけですよというふうに私は読み取ったんですが、そういうことで間

違いないでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  鈴木委員のほうで、我々の内部検討資料を基に、何か我々

が決定事項であるかのようなお話いただいておりますけれども、繰り返しになりま

すが、あくまでも内部の検討としていろんなシミュレーションをしている中の一つ

の例、またもしくは複数の例というところだと思います。お尋ねのありました教育

政策云々につきましても、それも一つの例でございますので、何も義務教育学校、

今回の柏中学校エリア以外のことを考えないとか、そういうことを言っているわけ

ではございません。以前から御答弁さしあげているとおり、今教育政策審議会のほ

うでも柏市全体としてスクールバスも含めた ､お話のありました手賀のお話も含め

たり、田中の地域も含めたりというところで、どうしていくかというのをこれから

まさに審議していくところでございますので、そういった中で御意見頂戴しながら、

案としてまとめていきたいと考えております。以上でございます。  

〇鈴木  ではスクールバスは、今回の柏中学校区だけではなくて、全体で検討して

いると、検討しますということで、前向きな回答いただきました。ありがとうござ

います。ただ、内部検討資料なんですが、多分平野委員だと思うんですが、資料要

求して出てきた資料で、こう読み取っているわけですが、そういう意味では議員に

は分かる資料なんですよ。でも、それは保護者には伝えない、スクールバスが何か

走るような雰囲気だけは持たせておく、それで納得させていって、予算も通して、

建物建て始めて、既成事実をつくって押し通してしまうと。そして 1,300人、1,400人

の義務教育過大校をつくってしまうということをしようとしているんではないかと

思うんですが、そういう意味で私は今回のこの議案に対しては賛成することができ

ません。  

 先ほど 2.5キロという距離なんですが、これ直線距離ですか、それとも通学距離で

すか。  
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〇教育政策課副参事  こちらは、まだ机上のシミュレーションになりますので、あ

くまで通学路ベースでは試算はしておりますが、おおむねの距離ということで御理

解いただければと思います。  

〇鈴木  今言った、御指摘した点を是非検討していただき、説明動画を変更してい

ただくことをお願いし、今の義務教育学校のところの予算に対しては終わります。  

 それでは、次行きます。市立柏高校グラウンド整備３億 7,000万の件ですが、①、

公立高校で今現在人工芝、天然芝の学校はどれぐらい、千葉県内では実施されてい

るんでしょうか。  

〇市立柏高等学校事務長  千葉県内では習志野高校と、あとは八千代高校になりま

す。その２校となります。以上です。  

〇鈴木  習志野高校は市立ですか、県立ですか。  

〇市立柏高等学校事務長  市立習志野高校です。  

〇鈴木  八千代高校はどうですか。  

〇市立柏高等学校事務長  県立高校になります。  

〇鈴木  市立高校が１校、県立高校が１校、これだけが人工芝あるいは天然芝のグ

ラウンドがされているという状況で、ほとんどが、だからされていないということ

ですよね。そういう中で、令和６年度市立柏高校で人工芝で考えているみたいです

が、そこに至った理由はどこにあるんでしょうか。  

〇市立柏高等学校事務長  本校は昭和 53年に開校されまして、建物を含む施設は築

45年を今現在経過しております。設備の老朽化が今現在進んでおりまして、日々の

日常点検を含めまして、施設の改修計画に基づきまして、日々生徒や教員が安心し

て学校生活を送れるように、安心安全の確保に努めております。そのような中、令

和元年から令和４年にかけまして、外壁塗装工事や屋上防水工事、それとトイレ改

修工事等の大規模工事を行いました。そして、今回校舎等の大規模改修工事等を終

えたこともありまして、かねてから問題視されておりましたグラウンドの排水性を

改善するための整備をこのたび行うこととなりました。このグラウンド整備の工事

に伴います設計、これの予算につきましては、以前より要望はしておりましたが、

ただ生徒、教員が過ごす時間の長い校舎の整備をまず最優先というところから、先

ほども申したとおり、４年度に今回の校舎の大規模改修工事を終えたことから、今

ある課題、問題点を改善するため、また施設の充実、向上を図り、魅力ある学校を

推進するために、このたびグラウンド整備を行うものといたしました。以上でござ

います。  

〇鈴木  グラウンドの排水性がよくないというふうに今おっしゃられましたが、そ

の辺がどれぐらいなのかなというのが見えないんですよ。今年度どうしてもやらな

くちゃいけないほどグラウンドがぐちゃぐちゃなんですと。もう雨が降ったらもう

どうにも使えないんですとか、そういう話かどうかが全然見えてこないんですが、

その辺はどうなんでしょうか。  

〇市立柏高等学校事務長  排水性ですけども、雨が降ると、正直二、三日は使えな



 

- 22 - 

 

い状態です。無理して使えば使えますけども、ただ乾いたときにわだち等ができま

して、それをレーキ等で直さなくてはいけません。生徒のけが等にもつながります。

その中で、排水性もそうなんですけども、周りに世帯は少ないんですけども、強風

のときに、砂ぼこり等の砂じん等がありまして、地域に迷惑をかけている部分もあ

りますので、今回整備の方向といたしました。以上でございます。  

〇鈴木  公共施設等の計画では、大津ケ丘の市民プールも廃止、それからこの後も

市民プール２つ廃止していくと。公共施設はどんどん減らしていきましょうという

ふうに言っている状況の中で、３億 7,000万円かけて市立柏高校のグラウンドを芝生

化するということが今柏市にとって本当に必要なのかどうか、ここが疑問なんです

が、どのように意見をお持ちでしょうか。  

〇市立柏高等学校事務長  市立柏高校では、令和４年の３月ですか、第３次教育計

画というのを作成しました。その中で、重点施策の中で、３本の矢というところで、

その一つに地域と歩み続ける部活動というところで、地域のスポーツ拠点、あとは

文化の拠点、コミュニティの拠点となる市立柏高校というところが、スクールポリ

シーじゃないですけども、うたっております。その辺も推進していくために今回整

備のほうも一緒にしていこうというところになります。以上でございます。  

〇鈴木  教育長は、全体の公共施設をどうやっていくかという中で、今回の市立柏

高校のグラウンドの芝生化に関してはどのようにお考えでしょうか。  

〇教育長  市立高校に通う生徒のために、少しでもいい環境を整えるということで 、

芝生にして活動時間が確保されるというのはよいことだというふうに思っておりま

す。  

〇鈴木  私も柏市立高校のタブレットの導入に関しては、ぜひやってくださいとお

願いをして、 9,000万、１億弱のお金をつぎ込んでいただいて、実現をできました。

大変よかったなというふうに思っております。次は、スポーツでしっかりやってい

きたいという面もあると思います。しかしながら、何か、どうしても今年やらなく

ちゃいけない事業なのかなという気がしてなりません。市立柏高校に通う子供たち、

あるいはこれから柏市立高校を選んでもらおうと思っているときには必要な内容だ

とは思っております。全面的に反対しているわけではないんですが、何で今なのか

というところと、ほかがまだやっていないというところと、それからほかの公共施

設を削りながら、市立柏高校だけはこの３億円つぎ込むのがいいのかどうか、ここ

はすごく疑問に思っているところでございます。  

 次は、どうしても実施するならば、人工芝と天然芝、私も環境面、それから地球

温暖化の対策面からいろいろ考えても天然芝のほうがいいんではないかというふう

に思っておりますが、15年間のコストで見るとどれぐらいの差があるんでしょうか、

幾らと幾らというふうに示していただけますでしょうか。  

〇市立柏高等学校事務長  金額的には、ちょっと今後の契約事務、工事の締結にち

ょっと支障がございますので、金額のほうは差し控えさせていただきますが、天然

芝と人工芝の差額ですけれども、 15年のライフサイクルコストにつきましては、天
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然芝のほうが 3,800万程度高くなります。  

〇鈴木  一覧というか、比較表を出していただいておりますが、 15年間のコストで

は、人工芝が２億 2,000万、天然芝が２億 6,000万というふうに概算で出ております

よね。これから発注するに当たってどうかというところの数字ではありますが、こ

ういうふうに今出ておりますよね。２億 2,000万と２億 6,000万、4,000万弱の差で天

然芝のほうが高いと。天然芝が高くなる一番の要因はどこですか。  

〇市立柏高等学校事務長  やはり日常の管理コスト面です。管理面のコストがやは

り高くなります。これはやっぱり刈り込みや散水、それと肥料をまくこと、あとは

根付けといって土をまく、エアレーション、刈り込みの処分等含めまして、年間の

管理コストがかさむというところになります。以上でございます。  

〇鈴木  そういうふうに聞いております。ネットでもいろいろ見るとそう書いてあ

りますね。なんですが、東京都の天然芝の小中学校とかは、その刈り込んだりとか、

散水したりとかするところを、保護者がボランティアでやっていたりとかというふ

うなことも聞いております。専門家でなくてはできない部分ではないんではないか

と思うんですね。エアレーションだとか、そういったところは専門家でなくちゃで

きないかもしれない。あるいは砂をまくのはできるんじゃないかなと思うんですけ

どね。ちょっとその辺はちょっと分かりませんが、ある程度子供たちが自分たちの

グラウンドを自分たちが整理するんだと、あるいはそこで応援していただいている

保護者の方にも手伝ってもらうんだということもやっぱり考えるべきじゃないかと

思うんですよ。そうすれば、コストはおのずから運用コスト、ランニングコストに

関しては、もうちょっと減るんではないかと思います。何か人工芝が決めていて、

天然芝は高いんだということを出すために一生懸命数字をつくってきたんではない

かなというふうに感じ取れてしまうんです。いかがでしょうか、その辺、選手とい

うか、使う人、生徒、あるいはその周りの応援団、保護者等が養生することを手伝

ってもらえないんでしょうか。  

〇市立柏高等学校事務長  確かに鈴木委員のおっしゃるとおり、生徒にそういった

自分たちが使うグラウンド、それの整備等行うのに、今後の社会に出てもそういう

人間性の向上も含めまして、すごい大事なことだとは思っております。ただ、管理

面におきましては、例えば保護者会、同窓会、後援会、ＯＢも含めまして、お手伝

いがあったときに、その人たちが管理した場合に、もしかしたら事故とかけがが、

それが要因でけがとかなった場合とかもあるかと思うんですよね。その辺もちょっ

と精査をしていかないと、保護者に管理をしてもらう、その辺の整備というか、検

討も含めて必要かなとは思っております。以上でございます。  

〇鈴木  多少天然芝のほうが、コストがかかっても、マイクロプラスチックの問題

だとか環境面考え、そしてまた実際に使う子供たち、利用者のことを考えると、人

工芝より天然芝のほうが圧倒的にいいわけじゃないですか、体にとっても。そうい

う 意 味 で は 、 天 然 芝 で 進 め る べ き で は な い か と 思 い ま す 。 全 体 の 予 算 と し て ３億

7,000万かける予定ですが、ぜひとも予算としてはこのまま賛成までいかないんです
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が、反対はしませんが、ぜひ運用の中で、もう一度人工芝と天然芝検討していただ

いて、発注する段階までに方向性を修正していただきたいなということを要望して、

この問題は終わります。  

〇教職員課長  以前 10年間市立柏高校で体育の教員として勤務をさせていただいて

おりました。また、野球の監督もやらせていただいておりました。今委員おっしゃ

るとおり、理想は天然芝だと思います。ただ、市立柏高校、サッカー部、陸上部だ

けではなくて、朝から６時間目まで授業でも使う、そしてその後部活動が入る、夏

休み等も吹奏楽部のマーチングも外で練習をする、野球場も私が行く前、芝をとい

うことで、ライト側のファウルグラウンドに天然芝を張ってくれたんですね。とこ

ろが私が行ったときには、もう剥げてしまっていて、逆に芝刈りとかするんですけ

ども、平らにならずにでこぼこになってしまっていて、結局芝を剥がさないと野球

の練習ができないというような状況にもなってしまっておりました。ほかの議員な

んかにも、天然芝だろうということを言われたんですけども、もちろんそれが理想

です。天然芝でグラウンドも野球場もとなれば、本当にすばらしいと思うんですけ

ど、ただ現状、学校のグラウンド、学校の校庭では、天然芝を部活やりながら、授

業やりながら維持していくというのはかなり厳しいのかなというふうに感じており

ます。私がいた頃から、その活動すると砂が舞ってしまったりとかという問題があ

りましたので、十五、六年前にも人工芝の提案をしたんですけれども、やはりその

ときはコストの問題ですぐ却下されてしまったんですけれども、今公立高校だけで

はなくて、生徒募集も市立柏の職員必死にやっております。近くの私立高校ともや

はりライバル関係にありますので、入っていくと一面人工芝で、見た目が全然違う

んですね。私なんかも一度企画したんですけども、入ってすぐあそこがきれいに人

工芝で、市立柏のマスコットの柄なんかをつけて、ミンシュバル柏なんてやると、

子供たちや来てくれた人たちも非常に感動するのになというような話をして、体育

科で人工芝導入に向けて活動した記憶がございます。何とか天然芝は理想なんです

けども、現実考えると、体育の教員として、野球部の顧問として現実を考えると、

天然芝でずっと維持していくというのはかなり厳しいかなと。甲子園球場なども使

わない時期がかなりあります。学校のグラウンド、校庭ではそういうわけにはいか

ないので、そこら辺御理解いただけるとありがたいかなというふうに思っておりま

す。すみません。以上です。  

〇鈴木  現場の御意見、本当うれしいですし、その御意見を尊重したいなというふ

うに思います。ただ、人工芝も簡単に張っちゃうとやっぱり駄目っぽいんですよね。

ちゃんと下を整地して、排水管を通して、しっかり工期をかけてやれば、そこそこ

のものができるんではないかなと思います。ただ、確かに利用状況考えると、朝か

ら夕方まで使いっ放し、そういう面では厳しいかなという面も感じております。た

だ、人工芝にすると、マイクロプラスチック含めて環境面の問題もありますので、

その辺も含めて、いま一度立ち止まって、人工芝、天然芝、どっちがいいのか、理

想であるのは天然芝だと思いますので、ぜひとも天然芝でどうやったら実現できる
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のか、その辺も含めて、ぜひとももう一度検討していただきたいなと、現場の先生

も入っていただいて検討していただきたいなということをお願いして、この問題終

わりたいと思います。  

〇末永  今福島さんがそう言ったけど、それは素人的な感覚で芝を張っているから

そうなるんですよ。今人工芝やるのは、どこのサッカー場のところでも、今回サン

フレッチェ広島もドーム造りましたよね。そこも天然芝ですよ。それから佐世保の

グラウンドも、佐世保って長崎県のですよ、そこも天然芝。本当は人工芝だったん

ですよ、予定は。ところが、全部天然芝になり始めたのは、これはスポーツ界も含

めて環境問題でやっぱり、天然芝でしなきゃいけないという議論が世界的にも潮流

になってきて、それで人工芝をやめようという動きなんですよ。ですから、そうい

うこと、環境面を考えてするなら、市立高校は教育機関ですから、当然私は排水、

暗渠造ったり、暗渠って分かります、暗渠の整備、下に管入れて、暗渠整備。それ

が天然芝というのは、今芝刈りしないんですよ。どういうことするかというの、全

部機械で一晩中ぐるぐる回って、掃除機ありますよね、ああいう機械は全部芝刈る

ようになっているんですよ。それは。だから、そういう設備して、子供たちに環境

面を訴えながら、環境が必要なんだという教育の場だから、しなきゃいけないと思

うんですよ。それをしない、人工芝でマイクロプラスチックを飛散したって、取り

返しのつかないことしたら大変なことになるじゃないですか。何か本会議でも、じ

ゃ布の靴履いているのかなんて言っていますけど、私なんか家では草履を履いてい

ますよ、草履を。スリッパ使わないで。あらゆることいろいろしているんですよ、

環境面を含めてね。できる範囲内で。そういうことをするのが教育の場だから、こ

こを人工芝できれいだから、見かけだけよくても、中身をよくするのが市立高校の

任務ですよ、中身が。だから校長に戻るんですか、市立高校の。ぜひ中身をやって

ください。以上です。  

〇委員長  暫時休憩いたします。  

午前１１時５６分休憩  

          〇            

              午後  １時開議  

〇委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

〇こども政策課長  すみません。午前中に渡辺委員にお答えしたはぐはぐポケット

中央の賃借料についての答弁なんですけども、こちら該当の数字のほう確認いたし

まして、すみません、ＴｅＴｏＴｅの賃借料の面積案分ではなく、現在はぐはぐポ

ケ ッ ト 中 央 が あ り ま す 柏 駅 南 口 の ビ ル の 撤 去 、 原 状 復 旧 ま で の 賃 借 料 の 127万

2,000円と、あとＡＥＤの借上料の６万 6,000円を合わせたものになりますので、訂

正させていただきます。失礼いたしました。  

〇保育運営課長  午前中、渡辺委員から御質問いただきました送迎ステーションの

ＴｅＴｏＴｅの３階で、 72名でもし保育園の運営した場合のコストということでご

ざいますが、こちらはちょっと性質上小規模、ゼロから２の子しかちょっと運営は



 

- 26 - 

 

できないんですが、その場合で、コストとしては 72名で約１億 7,000万円かかります。

以上でございます。  

〇委員長  質疑を続行いたします。  

〇鈴木  では、不登校支援、いじめ防止対策の充実１億 8,600万の件に行きます。こ

の１億 8,600万の予算なんですが、不登校支援、いじめ防止って書いてあるんですが、

不登校をいかにつくらないかという予算は、この中には入っていないということで

よろしいんですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  この中には、当然不登校、要するに欠席

になる前に相談をしたりとか、また匿名での相談も含めてなんですけれども、そう

いった体制の予算の中にもここは含まれております。以上でございます。  

〇鈴木  まず、不登校にさせないようにすることが一番重要なのかなと思うんです

が、その不登校にならないようにするための費用、あるいは事業というのはどこに

入るんでしょうか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  まず、この中に含まれている中では、や

はり教育相談という形で、報酬に係る部分ではありますが、相談ができる専門的な

人材であったり、また、先ほど申し上げた匿名で相談できる体制であったりという

ところがこの中に含まれております。以上でございます。  

〇鈴木  では、不登校をつくらないようにするための事業は、この事業であるとい

うことでよろしいですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  もちろん不登校になってからの支援もこ

の中に含まれておりますので、不登校になる前の支援と、それから不登校になって

からの支援、この両輪でこの予算が組まれております。以上でございます。  

〇鈴木  分かりました。１億 8,600万ですか、この一番上の部分の教育支援センター

の部分は幾らになりますでしょうか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  こちらは、報酬業務が主になりますので、

約１億円の部分になります。以上でございます。  

〇鈴木  約１億円の内訳はどういう形ですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  一つがスクールソーシャルワーカーの報

酬業務がございます。もう一つが教育支援センターに係る指導員、またアドバイザ

ーの報酬業務になります。以上でございます。  

〇鈴木  ごめんなさい。スクールソーシャルワーカー、これ２段目のやつですよね。

それ除いた形の上の教育支援センターの費用は１億円なんですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  訂正をさせていただきます。教育センタ

ーの指導員に係る報酬ですが、こちらで詳細が申し上げられないところあるんです

が、約 4,000万になります。以上でございます。  

〇鈴木  要はこの１億 8,600万と書いてあるんですが、大きく３つのブロックに分か

れているじゃないですか。教育支援センターと、それからスクールソーシャルワー

カーの配置、それからスタンドバイと、スタンドバイの中に一部相談業務委託と書
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かれておりますから、その３つが幾ら幾ら幾らになっているかをまず知りたいんで

すが。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  申し訳ありません。今確認を急いでいた

します。すみません。  

〇鈴木  じゃ、次に行きます。後で回答お願いいたします。次が部活動の地域移行

に関わる話、2,200万ですが、地域移行を進めている周辺自治体はどんなような感じ

でしょうか。  

〇指導課長  東葛各市では、まだ始まっている市はないというところになっており

ます。以上でございます。  

〇鈴木  東葛各市ではまだ始まっていないと、柏市が単独で先行しているよという

ことで、頑張っていると言えば頑張っているんですよね。でも、ほかに事例がない

から、なかなか難しい面もありますよね。分かりました。まだほかの周辺自治体は、

まだ進めていないという状況なんですね。地域移行が進んでいる部活動は、大体全

体で、スポーツ系でどれぐらい、文化系でどれぐらいとか分かりますでしょうか。  

〇指導課長  現在地域移行が行われていないのが、スポーツ系では陸上競技部にな

ります。それから文化系では、まだ地域移行は始まってはおりません。令和６年９

月から文化系では吹奏楽部、スポーツ系では陸上競技部始める予定となってござい

ます。以上です。  

〇鈴木  文化系は吹奏楽部だけしかやらないんですか。ほかの例えば美術部だとか、

あるいは写真部だとか、演劇部だとかというのあるんじゃないかと思います。そう

いうところはやらないんですか。  

〇指導課長  土曜、日曜に活動の状況がある部活を優先的に始めておりますので、

文化系ですと吹奏楽部からということになっております。以上です。  

〇鈴木  分かりました。私も昨日おととい、聞いて少し分かったんですが、要は平

日は普通の部活やるんですよね。担当の顧問の先生の下、土日は例えばサッカー部

があっても、サッカー部が平日は練習をしている。でも、土日は部活動はやらない

よと。それは、地域移行で別のチームというか、別の団体というか、に移行してや

ると、対外試合だとか練習試合やるよと、そういう方式らしいんですよね。最近分

かりました。そうすると、平日やっている、例えばサッカー部の部員が 20人いまし

たと。でも、土日のサッカー部の地域移行のチームには、 20人全員が行くというわ

けではないらしいんですよね。大体これはどれぐらいの人が行くんですかね。  

〇指導課長  市全体で考えますと、約７割程度の子供たちが参加しているというふ

うになっております。以上です。  

〇鈴木  市全体では７割。３割の子供たちは、平日の部活しかやらないよと。とい

うことは、スポーツ系だと大概土日は対外試合で、練習試合とかやって、そこで強

くなっていく。強くなるというのは、どっちが強くなるかというところありますが、

平日は練習をして、土日で対外試合をして、それは地域移行のチームでやるよと。

そこには行かない子供が３割いるよと。そういう意味では、練習だけする子供たち
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が出てきちゃっているよというような状況なのかなと思うんですが、それは何でそ

うなって起きちゃっているんですかね。  

〇指導課長  なぜそのような状況になっているかといいますと、一つは子供たちの

希望によってこのような状況が生まれているというところがあります。この地域移

行を始める前にアンケート調査を行っておりますが、もともと子供たちの中からは、

一定数アンケート調査ですと、６割程度が土曜、日曜の部活動も引き続き行いたい

という結果でした。ということは、３割から４割程度の子供たちは、土曜、日曜の

部活動は特にやりたいという返事はなかったという状況があります。ですので、子

供たちの中の実態として今現れているところもあるかなというふうには思います。

もう一つは、考えがあって、こちら部活動、地域移行のほうに参加していないお子

さんがいるのですが、一方で大会そのものは、学校のチームとして出なければいけ

ないような部活動もまだありますので、柏市としては、そこは今過渡期というふう

に捉えておりまして、大きな大会は中学校の学校の部活動として参加する。そのた

めに、その大会の直近の部分は休日の部活動も実施できるようなルールづくりで今

進んでいるところでございます。以上です。  

〇鈴木  すごい複雑ですよね。要は土日はやんないよという子供もいるよと。それ

はやんないよと言ったのか、お金がなくてできないよというか、あるいは場所が遠

くなるからできないよだったのか、必ずや自分の中学校でやるわけじゃないですよ

ね。何校か集まってやる場合もありますよね。そういう意味では、遠くまで行かな

いと自分の部活動は継続できないよだとかというところもありますよね。そういう

意味では、そこまで送ってくれる親がいないから、自分は土日はやらないよだとか

いう子供たちもいるんじゃないかなと思うんですよね。にもかかわらず、総体とい

うんですか、総合体育大会みたいな、市でやっているとか、中学生何とか大会とか

というのは学校単位で参加するから、今はさっき言ったように柏市以外は部活動地

域移行やっていないから、みんな中学校のチームが出てくるわけですよね。ですか

ら、そこにクラブチームが出るんじゃなくて、そのときは中学校のチームが出るよ

と。だから、そのときは平日部活動でやっていた子供たちを中心にまたやるよと、

試合には出るよという形を取っているということですよね。  

〇指導課長  現状スポーツ関係は、その学校を会場として、地域クラブの会場も設

置することができております。大変少ない、例えば柔道部のような部活動の設置校

そのものが少ないようなところは集まってやることがあるのですが、それは集まっ

たほうが、相手がいるということで、逆によい面も生まれておりますので、現状子

供たちの中で、自分が行きたいところに、活動場所が遠くなって行けないという問

題は、まだほぼほぼ起きていないかなというふうに把握はしております。それから、

平日しか出られない、休日の地域移行には参加していないというお子さんが、ただ

先ほども申し上げましたように、大会の前の活動では一緒にできておりますので、

現状のところはちょっと今過渡期というところもありますが、子供たちが大会に参

加できるようにということで、こちらとしても運用しているというような状況にあ
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ります。以上です。  

〇鈴木  ですから、今過渡期でもあって、すごく複雑なんですよね。平日は練習を

して、土日の対外試合は地域移行だから出ないよと。でも、大会が始まったときに

は、部として参加するから、今度は出れるよというような形で、子供にとっても何

か出れるときがあったり、練習試合は出れないけど、対外試合は、正式な大会は出

れるという、ユニホームはどうするのかとか、ちょっとよく分からないんですが、

いろいろ問題点もあると思いますので、子供たちが頑張れなくならないような形で

何かうまくやっていただきたいなと思っております。  

 この部活の地域移行は、先生方の負担を減らすためというのが一番だったと思う

んですが、この辺は先生方の負担は減っているんでしょうか。  

〇指導課長  教員に向けてのアンケートも取りまして、今年度末の集計をしている

ところなのですが、大きくは日頃の業務が減ったという声のほうが大きくあります。

一方で、この地域団体のほうに所属をしている教員もおりますので、その教員の中

には、今までと変わらないですとか、少しシステムが変わったために負担感が多い

という声もあるのは事実です。そういった両方の面がございます。以上です。  

〇鈴木  結局地域移行しても、地域移行したチームは、その学校の先生が、顧問の

先生が引き続き地域移行のメンバーとして、クラブチームのメンバーとして教える

というようなことも多いということですもんね。そうですよね。なんで、先生の負

担感どれぐらい減っているのかなと思って。今まで部活動やりたくなかったなとい

う先生はやらなくなったからよかったかもしんないけど、今までどおりやっている

先生は逆に負担感がちょっと増えているかもしんないよと、いろんな難しいところ

があってね。ぜひうまくやっていただきたいなと思うんですが、どうやったらうま

くいくのか、私もよく分かりません。以上でこの件は終わります。  

 さっきの件へ戻りますか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  今計算中でございます。でき次第報告さ

せていただきます。  

〇鈴木  予算つくっているんですからね、分かっているでしょう。  

 では、（６）というか、私としては（６）です。子ども・子育て支援複合施設の

整備運営、先ほどからあったやつですね。一番最初です。これフロアごとに複数部

署がいろいろ対応して入って実施してもらえますが、全体をコーディネートすると

いうか、全体見ているというのは、どこの部なのか、課になるんでしょうか。  

〇こども政策課長  こども政策課で全体を統括しております。  

〇鈴木  先ほども出たところなんですが、送迎保育ステーション 5,400万円、これな

んか高く見えるんですよ。これ何にかかっている費用なのかなって、人件費と何か

委託料とかというふうな話なんですが、具体的にどういった費用になるのかはお示

しください。  

〇保育運営課長  具体には、このうちの約 4,000万が委託料、これが３つのこども園

さん、保育園さんに払う経費でございます。残りがこちらの３階に張りつく直営の
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人件費、それから消耗品や備品等の予算になっております。以上です。  

〇鈴木  4,000万円委託料で、 1,400万円ぐらいが人件費という話で、これは会計年

度任用職員ですか、職員ですか。  

〇保育運営課長  会計年度任用職員になります。あと備品だとか、消耗品だとか、

もろもろありますが。  

〇鈴木  会計年度任用職員、これ正職員はここには誰も常駐しないということです

かね、そうしたら。  

〇保育運営課長  その予定でございます。以上です。  

〇鈴木  4,000万が委託料だと、これここにこれを、システムを使っていただける保

育園、３者があるわけですが、その３者に委託料を払うということですか。  

〇保育運営課長  おっしゃるとおりでございます。以上です。  

〇鈴木  保育ステーションを借りているのが保育園であって、そこがお金を払うの

かなと思ったんですが、違って、使ってもらうときに、柏市でお金を逆に払ってあ

げると。だったらみんな来ちゃいそうですが、それでもまだ３者集まっていないと。

集まったんでしたっけ。  

〇保育運営課長  ３つ目の事業者さんは、ちょっと１月末に公募をかけて、手を挙

げていらっしゃった業者さんいらっしゃるんで、ちょっと 15日の日に選定、プロポ

ーザル行います。以上です。  

〇鈴木  じゃ、３件目がようやく決まるよという感じですか。これ１園当たりは、

この３分の１ずつなんですか、大体。  

〇保育運営課長  大体３分の１ずつになっております。以上です。  

〇鈴木  それぞれに 1,000万ちょっとこちらから委託料払ってやってもらうという

ことなんですね。ちょっと反対じゃないかなと思うんですが、分かりました。現状

分かりました。それで複合施設のところは終わります。  

 次、給食費の助成のところなんですが、保護者負担の給食費が自校方式とセンタ

ー方式で違いますよね、 20円とか、 30円とか。これはどうして違いが出てくるんで

しょうか。  

〇次長兼学校給食課長  そもそもこれまでの設定が違ったということもありますけ

れども、センターのほうですと食材を大量に購入しますので、そのまとめて買うこ

とによる、少し安くなるとかといったことが要因といいますか、理由としてありま

す。以上です。  

〇鈴木  まとめて購入するから 20円、 30円安くなるよということなんですかね。こ

の間視察行ったときに、やっぱり１品少ないんですよね。だから同じにしてもいい

んじゃないかと思うんだけど、というのと、それからここ 4,000食ですが、大きいと

ころは 1,000食とか作っていますよね、この間行った 三小もそうですよね。１回に

4,000と 1,000だと４倍違うか。大量購入で違うのかもしんないですけども。  

〇次長兼学校給食課長  今言った食数のこともありますが、センターですと、小学

校と中学校、それぞれ同じ献立で作っていますので、その関係もあって１品少ない
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といいますか、小学校ベースで献立を作成していますので、そういった違いがあり

ますので、中学校の分は特に金額に差が出るということになっております。以上で

す。  

〇鈴木  差をつけなくて、同じほうがいい気がするんですよね、何かね。センター

のほうが安いみたいな形になると、じゃセンターのほうがいいんじゃないかみたい

な、そういう発想になっちゃうから、料金は同じにしたほうが、子供たちにとって

もその分栄養が取れるわけでしょう。無駄に使うわけじゃないんだから。合わせた

ほうがいいような気がするんですが、いかがでしょうか。  

〇次長兼学校給食課長  今でも小学校であれば 265円と 260円ということで、５円の

差です。中学校は 330円と 305円ということで、やっぱり今委員がおっしゃった 20円

の開きがありますけれども、ここはやっぱり中学校は献立数が１つ少ないというこ

と、それは今のセンターでは物理的に作れないということでその違いが出ておりま

す。今回、今整備を進めております新しい学校給食センターでは、自校と同じ内容

のといいますか、品目の献立をつくるということを想定して整備していきますので、

その際には、その給食費の制定の仕方ということも検討していきたいというふうに

考えております。  

〇鈴木  ぜひそうしたほうがいいんじゃないかなというのと、５億 5,000万円の物価

高騰対策費も、１人頭にしたらセンター方式も自校方式も同じような形で均等に対

応していただきたいなというふうに思います。  

 次の自校方式の委託費の合計は幾らになりますでしょうか。  

〇次長兼学校給食課長  自校方式の調理場の業務委託料ですけれども、令和６年度

予算では 14億 5,200万円弱になります。以上です。  

〇鈴木  １食当たりにすると幾らになりますか。  

〇次長兼学校給食課長  食数にもセンターと自校、または金額に差がありますので、

概算になりますけれども、こちらの 14億 5,200万円を大体児童生徒数３万 2,000で割

りまして、平均して 180食で割りますと、１食当たり 250円弱になります。  

〇鈴木  自校方 式は ３万 2,000円じゃ なく て 、 ２ 万 8,000人 じゃ ないで す か。 多 分

260円ぐらいになると思うんですが。  

〇次長兼学校給食課長  すみません。そうです。  

〇鈴木  センター方式の委託費は幾らでしょうか。  

〇学校給食センター所長  今年度は１億 2,342万円になります。以上です。  

〇鈴木  １億 2,300万、私は１億 9,300万かと思ったんですが。１人当たりにすると

幾らですか。  

〇学校給食センター所長  約 165円でございます。  

〇鈴木  これ両方とも柏市で負担しているもんですよね。材料費は保護者負担が基

本で、委託というか、作る作業、作る仕事、あるいは配送料とかも含めて、センタ

ー方式配送料とかも含めていると思いますが、全部これ柏市負担と、片や自校方式

のところは、１人頭 250円負担していて、センター方式のところは 165円負担してい
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てと。何か均等じゃないよなと。どうせだったら均等にしていただきたいなという

ところと、その不足分で、例えば栄養士さんをしっかり配置して、子供たちの食育

の質を上げていくだとか、そういったことを含めて、あくまでも同じ柏市の子供た

ちなんですから、差をつけないでやってほしいんですよね。元沼南エリアの中でも

自校方式のが１校あるわけじゃないですか。これからも自校方式増えていくかもし

れない、そんなときにバランスが狂うとよくないので、その辺しっかり対応するよ

うにしてください。以上で給食費のところは終わります。  

 先ほどのところ戻って大丈夫ですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  申し上げます。教育支援センターに係る

予算が 5,300万、スクールソーシャルワーカーに係る予算が１億 900万、相談業務、

ここに係る予算が 2,400万。以上でございます。  

〇鈴木  スタンドバイは。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  スタンドバイに係る部分が 192万になり

ます。以上でございます。  

〇鈴木  スタンドバイ、機械のほうはあまりかからないよということですね。  

 では、教育支援センターの 5,300万円は、これ内訳はどういう感じなんでしょうか。 

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  主に教育支援センターの指導員、そして

アドバイザーの報酬、手当等になるものです。以上でございます。  

〇鈴木  何名ですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  センターの指導員が 29名、アドバイザー

が５名でございます。  

〇鈴木  指導員とアドバイザーって、どう違うんでしょうか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  アドバイザーにつきましては、やはり指

導員を統括する立場として、主に学校の経験者をアドバイザーとして充てておりま

す。以上でございます。  

〇鈴木  学校の経験者がアドバイザー、指導員はどういう方なんですか、そうした

ら。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  資格としましては、教員免許を持ってい

る者、または学校経験者、または大学、大学院等で心理等を学んでいる者を条件と

して応募いただいております。以上でございます。  

〇鈴木  分かりました。ありがとうございます。  

 スクールソーシャルワーカー１億 900万、意外と大きい金額ですよね。この中の半

分以上を占めている。このスクールソーシャルワーカーの費用の内訳はどういう形

でしょうか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  こちらもセンターのほうと同様に、報酬

に係る部分、手当に係る部分が大半を占めております。以上でございます。  

〇鈴木  それは分かっているんですが、スクールソーシャルワーカー何名で、どれ

ぐらい配置しているのかとか、その辺をお願いいたします。  
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〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  現在は 21名を各中学校に配置をしており

ます。ただし、こちらにつきましては、予算としましては、 16名分の予算を来年度

は２名増できまして、 18名の予算の中で 21中学校区に配置できるような形で進めて

おります。以上でございます。  

〇鈴木  ということは、１億 900万を 21名で割るという形ですかね。18名になるのか

な。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  さようでございます。  

〇鈴木  １人頭幾らぐらいになるんですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  今計算しております。申し訳ありません。

約 520万になります。  

〇鈴木  この人たちは会計年度任用職員ですかね。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  会計年度任用職員になります。  

〇鈴木  フルタイムですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  勤務条件としまして、１日７時間勤務に

なります。ただし、先ほど申し上げたとおり、予算の日数の関係で週４日ペースで

勤務している者もいれば、週１日ペースという者がおりますので、日数について多

少のばらつき等はございます。以上でございます。  

〇鈴木  ということは、 18名で４日働く人もいれば、週１日の人もいるよというこ

とですかね。（「そのとおりでございます」と呼ぶ者あり）大体学校から見ると、

どれぐらい配置されているんですかね。毎日１名いるということじゃないですよね。

学校から見ると、週に１日は配置されるという形でしょうか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  基本的には、各中学校に週４日ペースな

ので、当然これ中学校だけではなく、その中学校区の小学校のほうにも行くことに

なります。そうしますと、週１日ペースであったり、また小学校のほうには状況に

応じてそちらのほうに行くという形で、その場合はケース・バイ・ケースで与えら

れた日数の中で中学校区を回っていただいているという形になります。以上でござ

います。  

〇鈴木  ここは、やっぱりお金かかってしようがないところだと思うんですよ。し

っかりここで子供たちを支援していただきたいなと思っておりますので、 18人のス

クールソーシャルワーカーの方、うまくコントロールしてやっていただきたいなと

思います。  

 相談業務の一部を委託と書いておりますが、これ今年からですか、委託は。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  来年度から行わせていただきます。以上

でございます。  

〇鈴木  新規ですよね。これはどうして委託することになったんですか。今までは

委託してなかったのが。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  こちらにつきましては、今年度までは課

の中の職員が基本的にチームとなりまして対応しておりました。ただし、やはり相
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談件数が多くなってきたこと、そしてやはり 24時間体制というのが非常に難しいと

ころ、土日も対応することがございますので、その辺りを含めて、やはりこちらの

ほうは相談業務を委託させていただいたほうが、子供たちにすぐ相談に寄り添うよ

うな形になるというところで、来年度から委託をすることといたしました。以上で

ございます。  

〇鈴木  どういったところに委託されるんでしょうか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  こちらのほうにつきましては、今相談業

務、今までの実績がある数社の中から指名をし、入札し、決定をする予定となって

おります。以上でございます。  

〇鈴木  この間委員会で視察行きまして、そのときにも豊田市でこういった相談業

務を２名の、今までＮＰＯで、何かそういった相談業務をやっていた方々に今委託

しておりますと。場所は、そこに来てもらって電話対応だとかしてもらっていると

いうことで、すごく助かっているという話を聞いておりますので、なかなか専門的

な話になりますから、内部の人間だけでは厳しいのかなという気もしておりますか

ら、ここはいい方向かなというふうに思っております。そういう意味では、委託し

ていただける会社なり、組織の相談員の方をしっかり見定めて、うまく運営してい

ただきたいなというふうに思います。2,400万円ぐらいですよね。その部分に関して

は分かりました。ありがとうございます。  

 では、次に子ども・若者相談センター６億 1,300万なんですが、この費用の内訳、

ちょっと分からなかったんですよね。  

〇こども支援室長  ６億 1,000万の内訳でございますけれども、これ児童相談所開設

に向けた経費の１年間の分が全部含まれております。ですので、施設整備に係る整

備事業、こちらは５億 3,000万程度、今既に解体工事行っておりますけれども、その

計測費で 1,500万、その他施設の除草ですとか、そういったものの管理を維持してい

かなきゃいけないので、そういったもので約 6,000万程度、そのほかは児童相談所の

開設準備のための事務だったりですとか研修費用、そういったもので 500万程度とい

ったところが大きな内訳でございます。  

〇鈴木  これ児童相談所の派遣で今研修に行ってもらっているじゃないですか。そ

の方々の人件費は入っていないんですか。  

〇こども支援室長  含まれておりません。  

〇鈴木  それはどこに含まれているんですか。  

〇こども支援室長  人事課のほうの、我々と同じ職員の給与として支給されており

ます。  

〇鈴木  そうですか。じゃ、別立てでちゃんとなっていますよということですね。

じゃ、その令和５年度が 22名で、令和６年度は 32名ぐらいの体制にしていきますよ

ということで書いてありますが、何とかなりそうでしょうか。  

〇こども支援室長  予定どおりでございます。  

〇鈴木  ぜひここはしっかり研修して学んでいっていただきたいなと思いますが、
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これ人件費丸々払っているんですよね、うちで。受け入れた側は、研修要員として

来てもらって、ほとんど同じ業務を、ほかの人と同じ業務をさせているんではない

かと思うんですが、どうでしょうか。  

〇こども支援室長  そういった面はあると思います。行っている職員によっても、

経験年数によってできるできないといったところはありますけれども、おおむね実

地研修というような形で、そこにいる職員とほぼおおむね同じ業務を取り組んでい

るといった実情ではございます。  

〇鈴木  受け入れた側は、人件費持ちで来てもらって、人件費浮きますね。そうし

ましたら、これ開設して、今度うまく運用していったら、うちが今度研修請け負っ

て 、 そ の と き に は し っ か り 取 り 返 す と い う 形 で 考 え て い け ば よ ろ し い で す か ね。

（「はい」と呼ぶ者あり）はい。分かりました。以上です。そこは。  

〇学校給食センター所長  先ほど鈴木委員のほうに１人当たりのセンターの給食費

のことにつきましてお話ししたんですが、調理委託だけでなく、配送の委託も含め

ますと、１人当たり 196円という形になります。訂正させていただきます。申し訳ご

ざいません。  

〇鈴木  私の試算だと 240円ぐらいなので、ちょっと近づいたと思いますね。  

 では、次、分野別主要事業のほうの１個目ですか、子育て支援アドバイザーの配

置 1,600万とありますが、委託料となっておりますが、委託先、委託内容はどんな感

じでしょうか。  

〇子育て支援課長  利用者支援事業ということで、 1,687万 6,000円で計上しており

まして、こちらに関しましては、市内２か所、はぐはぐひろばの沼南と、柏たなか

ということで、半分ずつこちらのほうで事業の委託をしております。以上です。  

〇鈴木  800万ずつぐらいということですかね、そうしたら。  

〇子育て支援課長  そのとおりでございます。  

〇鈴木  これはぐはぐひろばの運営全部含めてですか。それともはぐはぐひろばに

いるアドバイザーの費用ですかね。  

〇子育て支援課長  はぐはぐひろばの２か所に関しましては、利用者支援事業とい

うことで支援アドバイザーの配置というものと、あともう一つは拠点事業というこ

とで、乳幼児親子の子育ての交流場所ということでの事業の委託ということでして

おります。以上です。  

〇鈴木  ということは、ここの 800万というのは、支援員の人件費というか、委託料

と思えばよろしいでしょうか。  

〇子育て支援課長  そのとおりでございます。  

〇鈴木  分かりました。ありがとうございます。  

 じゃ、次行きます。病児・病後児保育の拡充 2,300万とありますが、これも全額委

託料ですが、どういったところに委託しているんでしょうか。  

〇保育運営課長  こちらの病院２か所、名戸ヶ谷病院さんと柏たなか病院さんのほ

うに委託しております。以上です。  
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〇鈴木  両方同じぐらいですか。  

〇保育運営課長  ちょっと出来高で変わってくるところがありますので、若干名戸

ヶ谷さんのほうが多めになっております。以上です。  

〇鈴木  これ病院側の体制というのは、どういう体制なんですかね。  

〇保育運営課長  こちら法定というか、看護師さんと保育士さんを張りつけていた

だいております。以上です。  

〇鈴木  今の利用可能人数と利用人数というのはどんな感じですか。  

〇保育運営課長  ちょっとコロナの影響でかなり落ち込んでおったんですが、令和

５年の１月までで 130名の方が利用されております。以上です。  

〇鈴木  130名というのは、常時 130名いるんですか、延べ 130人ということですかね。 

〇保育運営課長  延べ 130名ということでございます。以上です。  

〇鈴木  その方々の医療費は、別に医療費で出ていますよね。  

〇保育運営課長  医療費は医療費で別物でございます。以上です。  

〇鈴木  この体制を取ってもらっている、病院から体制を取ってもらっているため

の費用として、２病院で 2,300万と、そういうふうに思っておけばよろしいですか。 

〇保育運営課長  そのとおりでございます。  

〇鈴木  分かりました。これ利用者からは取っていないですよね。  

〇保育運営課長  利用者の方からも一部御負担していただいております。以上です。 

〇鈴木  幾らぐらい負担になるんですか。  

〇保育運営課長  柏市在住の方については 2,400円、市外の方からは 3,600円頂いて

おります。以上です。  

〇鈴木  これ１か月でですか。  

〇保育運営課長  大変失礼しました。１日当たりでございます。以上です。  

〇鈴木  １日、利用者の負担、すごい高いですね。分かりました。ありがとうござ

います。  

 では次、子ども食堂の運営、６番目ぐらいですか、あると思いますが、子ども食

堂の運営で 636万上がっておりますが、この事業が予算書の中見たんですが、見つか

らなかったんですよ。これって違う事業に何か替わっているんですかね。  

〇次長兼こども福祉課長  特に替わっているわけではありません。  

〇鈴木  じゃ、何ページですか。  

〇次長兼こども福祉課長  ちょっと今すぐ探してお答えします。  

〇鈴木  ページじゃなかったら、款項目でもいいです。  

〇次長兼こども福祉課長  款項目でいいますと、３款２項……事業でいうと 47の事

務事業になります。  

〇鈴木  何という事業ですか。  

〇次長兼こども福祉課長  こどもの居場所活動等支援事業です。  

〇鈴木  子ども食堂の運営という名前じゃないですよね。 47ですか。 47だと、子ど

もの貧困対策事業になっておりますが。  
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〇次長兼こども福祉課長  その中の、名称が確かにそうですね、施設管理委託とい

うことでなっているところではあるんですけれども。  

〇鈴木  子どもの貧困対策事業って 1,000万ですよね。 1,038万、ここに上がってい

るのは 636万 8,000円ですよね。金額も合わないんですが。  

〇次長兼こども福祉課長  その中には、ひとり親家庭自立等促進計画という計画を

来年度委託で予定しておりまして、その部分を含めて委託料の中に入っております。

600万 と 350万 ほ ど な ん で す け れ ど も 、 計 画 の ほ う で す ね 、 そ ち ら を 合 わ せ て 約

1,000万ほどになるんですが。  

〇鈴木  600万だと、630万だから、1,000万だと 370万ぐらいありますよね、残りは。 

〇次長兼こども福祉課長  委託料として 1,000万。  

〇鈴木  子どもの貧困対策事業が 1,038万円で、ここで出ている子ども食堂の運営費

というのは 636万 8,000円ですよね。残りが 3,370万ぐらいありますよね。これは何に

なるんですか、そうしたら。  

〇次長兼こども福祉課長  350万……  

〇鈴木  350万ぐらい。  

〇次長兼こども福祉課長  こちらが、計画の名前間違えました。貧困計画の策定委

託になります。子どもの貧困対策推進計画という計画を……  

〇鈴木  計画の委託。  

〇次長兼こども福祉課長  はい、計画の策定委託になりまして、こちらが申し訳あ

りません、約 400万委託で出しております。  

〇鈴木  貧困計画づくりをする委託が 350万。  

〇次長兼こども福祉課長  400万です。  

〇鈴木  子ども食堂運営費が 630万。子ども食堂運営費って、具体的に何なんですか。

委託の中身は。  

〇次長兼こども福祉課長  本年度は、５年度に沼南の社会福祉協議会の横に、食材

の保管庫ということで倉庫を建設しました。令和６年度は、建設工事ではなくて、

その部分を柏市の社協のほうに委託をして、食材の搬入であったり、あと各子ども

食堂への配分であったり、そういったところを業務委託を通年で行うという内容に

なります。以上です。  

〇鈴木  委託先は柏市社協、場所は沼南の社協の建物の横の倉庫。630万委託料、こ

れ毎日人が常駐するんですか。  

〇次長兼こども福祉課長  毎日は常駐しません。あくまで倉庫の開放日、こちらを

大体週１回、おおむね水曜日を予定しているんですけれども、そのときに職員が立

ち合って配分するという……  

〇鈴木  搬入はどのタイミングなんですか。配分するほうは週１回水曜日、搬入は。 

〇次長兼こども福祉課長  搬入は、その都度希望者がありましたら、こども福祉課

のほうに連絡がありますので、日程調整をして入れるというような形になります。  

〇鈴木  これ食材ですよね。どういった食材なんですかね。要は冷蔵物とか、冷凍
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物とか、全然冷蔵もしなくてもいいもの、あるいは野菜類だとか、いろいろあると

思うんですが、どういうものに対応できるようになっているんですか。  

〇次長兼こども福祉課長  おおむね受け入れる食材については様々あるんですけれ

ども、大きなところでいうと、お米ですね。あとは冷凍食品というのも食堂の運営

者には喜ばれるので、その倉庫の中には冷凍庫も整備していまして、そういったも

のを受け入れたり、あとは常温で保管できるもの、缶詰であったりとか、そういっ

たものが多くございます。以上です。  

〇鈴木  分かりました。ぜひうまくコントロールしてください。ありがとうござい

ます。  

 次に、保育人材の確保、これ９億 5,000万と出ているんですが、人の確保だけで９

億 5,000万って大きいなというふうに思ったんですが、この事業の中身と、それから

これも予算書で見つからなかったんですね。予算書の何ページの何の事業に紛れ込

んでいるのか、ちょっとその辺をお示しください。  

〇保育運営課長  こちら９億 5,000万とあるんですが、内訳といたしましては一番大

きいのは処遇改善補助というものをやっておりまして、これが１人当たり月額４万

3,000円（「６万 3,000円」と呼ぶ者あり）月額４万 3,000円です。これが予算ベース

でいきますと、７億 7,500万ほどかかっております。あとは、宿舎借り上げの補助を

行っておりまして、これが１億 6,900万、これがほとんど、９割以上を占めておりま

して、それ以外に年に２回合同面接会を行っているもの、それで大体９億 5,000万い

ってしまうんですが、予算書は、確かにばらけておりまして、補助金の計上してい

るところが、款項目で申し上げますと３、２、６の、ページでいくと 301ページの上

のほう、事業だと款項目３、２、６の 2401の補助金が並んでおるんですが、上から

処遇改善事業費補助金 775416、その下の宿舎借上げの補助 169128、ここと、あとは

……  

〇鈴木  分かりました。すみません、ありがとうございます。幾つかに分かれてい

るということなんですね。これ保育人材の確保という名前だけれども、中身は処遇

改善の費用がここに全部入っているよということなんですね。分かりました。  

〇保育運営課長  おっしゃるとおりでございます。  

〇鈴木  さっき１人頭 4,300万は分かったんですが、宿舎借上費の１億 6,900万、こ

れは１人頭にすると幾らぐらいになるんですか。  

〇保育運営課長  宿舎のほうは、こちら上限が７万 2,000円になっております。以上

でございます。  

〇鈴木  これは、この処遇改善は、私立の保育園で働いている人が募集で来るよう

にこれだけ処遇改善しているということですよね。  

〇保育運営課長  おっしゃるとおりで、近隣の格差是正、地域手当等の格差是正の

観点から行っております。以上です。  

〇鈴木  ありがとうございます。  

 次に、個別支援員（特別支援）、学校教育のところの２つ目ですか、6,800万、こ
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の内訳はどうなっていますでしょうか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  個別支援教員につきましては、 18名小学

校のほうに配置しております。こちらにつきまして主に報酬等になります。以上で

ございます。  

〇鈴木  今の 18名は、特別支援のほうでよろしいですか。個別支援員確保……  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  そのとおりでございます。  

〇鈴木  これ 18名を各小学校、各小学校 43校あるわけですから、どういう形で配置

しているんですかね。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  こちらにつきましては、学校の事情であ

ったり、あと規模等いろいろとこちらのほうで精査をさせていただいて、毎年検討

しながら 18校を決めております。以上でございます。  

〇鈴木  18名、これは会計年度任用職員ですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  そうでございます。  

〇鈴木  フルタイムですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  フルタイムでございます。  

〇鈴木  退職された方ですかね。そうじゃなくて一般の……  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  もちろんそういった方も条件としては入

りますが、もちろんそうでない方もおります。  

〇鈴木  フルタイムで会計年度任用職員だったら、正職員にしたほうがいいような

気がしますね。分かりました。  

 次、その次の個別支援員、生徒指導のほうは１億 1,900万ありますが、これはどん

な感じですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  こちらにつきましては、こちらは中学校

21校に１名ずつ配置しておる個別支援教員になります。以上でございます。  

〇鈴木  会計年度任用職員にフルタイムですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  そのとおりでございます。  

〇鈴木  次、柏市学力・学習状況調査 1,800万とありますが、これはどういう目的の

ものなんでしょうか。  

〇教育研究所長  全国の学力テストというのも行っておりますが、全国学力テスト

のほうは小学校６年生と中学校３年生を全国の児童生徒を対象に行っております。

柏市の学力テストのほうは、小学校１年生から６年生まで、今年度は中学は１年生

と２年生で行い、その学年での学習状況、実態を把握するために行っております。  

〇鈴木  全国学力テストはやめたほうがいいんじゃないかという考え方もあります

が、柏市では独自にほぼ全学年でやっているということでよろしいですか。これ反

対意見とか教職員組合とかから出ていませんか。  

〇教育研究所長  今年度いろいろな事情から見直しを行い、来年度は中学校のほう

の柏市学力テストのほうは廃止することになりました。小学校のほうは、各学校の

ほうから今後も継続したいという意思が強かったので、継続しております。中学校
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のほうは定期テストなど、あるいは業者テストなどによって実態を把握することが

できるということが分かりました。小学校のほうは、そういう定期テストなどがあ

りませんので、年間を通した評価を行うものがないので、継続していくというふう

になりました。以上です。  

〇鈴木  先ほど来年度からという、令和６年度から廃止ということでよろしいです

か。  

〇教育研究所長  そのとおりです。  

〇鈴木  さっき、でも小学校１年から６年と、中学校１年から２年とおっしゃいま

したが。  

〇教育研究所長  それは今年度までです。  

〇鈴木  じゃ、来年度は小学校の１から６までだけよと。  

〇教育研究所長  そういうことです。  

〇鈴木  これは廃止しました。分かりました。いいかどうか別としまして、分かり

ました。  

 次、水泳事業の民間委託 5,500万ですが、委託先はどこになりますか。  

〇指導課長  現在は柏市内の水泳の業者、数社に委託をしております。以上です。  

〇鈴木  もう決まっていますか。  

〇指導課長  令和６年度に関しては、これから入札となりますので、まだ決まって

おりません。  

〇鈴木  何社ぐらいになるんですか、数社というのは。  

〇指導課長  ５社程度を想定しております。ちょっとまだ若干揺れはありますが。  

〇鈴木  市内に水泳の授業できる業者というのは、そんなたくさんあるんですね。  

〇指導課長  今のところそれぐらい。  

〇鈴木  単価の決め方というのは、どういう決め方なんですか。１人幾らとか、そ

ういう感じなんですか。  

〇指導課長  児童１人当たり幾らというふうな決め方をしておりまして、今年度は

年間に３回の実施というふうにお願いをしてございますので、そちらで積算をして

いるという状況です。以上です。  

〇鈴木  小学校 15校ということは、15校の全校生徒分って考えればよろしいですか。 

〇指導課長  人数的にはそのようになります。１年生から６年生までは対象です。

ただ、そのほかに業者のほうからは、バスを持っている業者と持っていない業者が

おりますので、中にはそのバスの再委託料がのせられたり、それから運搬料という

ような形でのせられたりというような、若干の変わり方はございます。以上です。  

〇鈴木  次、あと２つで終わります。教育相談体制の充実とありますが、スクール

カウンセラー 1,500万、教育環境の３個目ですか。これは中身はどんな感じですか。 

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  こちらにつきましては、スクールカウン

セラーの報酬に当たる部分になります。本年度と同様に９名のスクールカウンセラ

ーとスーパーバイザーを１名配置いたします。以上でございます。  
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〇鈴木  さっき個別支援員とかは１億 1,900万で、スクールカウンセラー 1,500万と

1,600万ぐらいですが、何か１桁違いますよね。やっぱり人数が違うからということ

ですか、これね。９名プラス１名、 10名で全部、柏市 63校全部を面倒見てもらうと

いうことですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  こちらのスクールカウンセラーは市のも

ちろん会計年度任用職員になりますが、県からの派遣もございます。中学校は全校、

小学校のほうも全校が配置されることになりましたが、ただ日数が週に１回、また

週に２回、または月に１回という形がそれぞれありますので、全校配置にはなって

いますが、そこの、こちらの市の配置については、小学校のほうに拠点校を設けま

して、基本週１日この市のスクールカウンセラーを配置しております。個別支援教

員と違ってフル日数の配置ではないのですが、週に１回は学校のほうでカウンセラ

ーを受けられるような体制に努めております。以上でございます。  

〇鈴木  分かりました。要は９名プラス１名だけど、それ以外に県の費用で各１校

一応配置はされているよと、その足りない部分がここで持ち出しでやっていますよ

ということですね。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  そのとおりでございます。  

〇鈴木  よく分かりました。あまりにも少な過ぎるんで、大丈夫かなと思ったんで

すが、了解です。  

 最後になります。教育支援員及び医療的ケア看護師の配置で３億 7,200万円となっ

ておりますが、これ金額が意外と大きいんですが、この中身はどんな感じでしょう

か。何か３つぐらいに分かれていますよね、中身が。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  こちらにつきましては、大きく教育支援

員と医療的ケア看護師、こちらの２つの職種の報酬が主になります。教育支援員に

つきましては、フルの人数で申し上げますと、119名分になります。こちらのほうが

報酬としてかなり割合を多く占めております。以上でございます。  

〇鈴木  今言われたフル 119名とおっしゃったのは、看護師ですか、それとも教育支

援員ですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  教育支援員でございます。  

〇鈴木  ここでも教育支援員が 119名いらっしゃる、会計年度任用職員。フルタイム。 

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  フルの人数で申し上げましたが、119名分

で、ハーフタイムになりますと、人数的にはこれ以上になります。  

〇鈴木  フルの人数でいうと 119名分ということですかね。これ上のやつの個別支援

員とどこが違うんですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  個別支援員教員は、まず小学校で申し上

げますと、個別支援教員は通常の学級に主に入る個別支援教員になります。中学校

の場合は、いわゆる教室になかなかちょっと入ることが難しい生徒を対象に、別の

教室を設けて主に指導をしているところになります。こちらの教育支援員につきま

しては、特別支援学級に在籍している児童生徒を主に支援をするという形になりま



 

- 42 - 

 

す。その違いがございます。以上でございます。  

〇鈴木  特別支援員は、その上の 6,800万のところにも入っていますね、個別支援員

（特別支援）って。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  そうです。こちらは特別支援という名称

なんですが、こちら小学校で ､今申し上げたところなんですが……  

〇鈴木  これ小学校。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  そうです。  

〇鈴木  下の生徒指導は中学校。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  そのとおりでございます。  

〇鈴木  括弧の特別支援じゃなくて、括弧小学校だな。児童ということか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  そうです、そのとおりでございます。  

〇鈴木  こっち側のやつは特別支援学級。その 119名の教育支援員で幾らですか、費

用は。３億 7,000万のうちの。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  報酬だけで申し上げると２億 2,000万。た

だ、ここに手当等が入ります。  

〇鈴木  その次の医療的ケア看護師の費用というのは幾らぐらいですか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  報酬だけですと 1,300万になります。ここ

に手当等が入ります。  

〇鈴木  その下の訪問介護ステーションの委託は。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  申し訳ありません。すぐ確認をいたしま

す。  

〇鈴木  取りあえず終わります。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  後ほど申し上げます。  

〇鈴木  予算のところは以上です。  

〇委員長  暫時休憩いたします。  

              午前  ２時  ７分休憩  

                  〇            

              午後  ２時１４分開議  

〇委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

 質疑を続行いたします。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  先ほど鈴木委員の御質問の御回答です。

訪問看護委託につきましては約 1,200万になります。以上でございます。  

〇平野  義務教育学校の問題から質疑します。議会開会ちょっと前に、中央公民館

で緊急の学習会があったんですね。急な呼びかけでしたけれども、九十数人の市民、

保護者の皆さんが集まって、全国でのこの義務教育学校の導入の状況、それからつ

くば市からも市議会議員さんが来て、つくば市の状況というのをレポートというか、

報告しました。その中でやっぱり改めて考えたのは、大規模な義務教育学校という

のはやはり駄目だということなんですね。それで、今回この予算、今審議中ですけ
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れども、私たち共同でこの予算の修正動議を出しています。予算の中から今回の義

務教育学校の校舎設計予算、これを削除する修正動議を出しますので、公明党、清

風の皆さんもぜひ賛成していただいて、渡辺さんも発議者になっていますので、私

もそうですけれど、ぜひ公明党、清風の皆さんも賛成していただいて、これはやは

り拙速過ぎるということで、これ可決していただきたいというふうに思いながら質

問します。まず、学習集会で、つくばの議員さんからの報告の中で、つくば市は教

育委員会の内部検討会でも視察に行っていますよね。先ほどの答弁の中でも、大規

模校についても視察しましたということがありましたけれども、まず実際に聞いて

驚きますけれども、小学校、中学校二千何百人なんて学校になると、小学校だけで

も何回も分けて運動会やる、中学校も体育祭。それだから、子供が３人いる保護者

は運動会３回参加したとか、そんなことがある。それから、トイレや洗面所、これ

がもう混雑して競争になるわけですね。並ばなきゃいけない。それから、図書室も、

今柏の図書室、学校図書室どういう状況か ､また後で御報告いただきたいと思うんで

すけれども、自由に子供たちは図書が借りられると思うんですけれども、図書借り

るのも、つくばの場合は週に何回、何冊、決められてしまっているというふうなこ

とが報告されました。それから、つくば市は前の市長さんが学力日本一というスロ

ーガンを掲げていたと、教育に力を入れるということだったんでしょうけれども、

もともとつくばの駅の近くの集合住宅にお住まいに人たちなんかは研究学園都市で

すから、保護者の学歴を見ると、大学院卒という人が大半で、そのほかの人も４年

生大学卒、そういう方たちが集まっているような地域の学校なんですね。ですから、

学力テストの成績もいいということだったんでしょうけれども、そこで大規模な統

廃合、義務教育学校が導入されて、今茨城県が不登校で、児童生徒数に比較しての

人数でしょうけれども、不登校日本一だそうです。茨城県の中でもつくば市が一番

で、茨城の不登校率を引き上げていると。  

〇委員長  平野委員、質問のほうお願いいたします。  

〇平野  そういうことなんですね。それで、大規模校は問題があるということは、

文部科学省も認めているわけですよ。それで、この今回の義務教育学校の検討の中

で、もともと文科省の適正規模というのが 12学級から 18学級ですけれども、柏市の

場合は 24学級までが適正規模というふうに、この土俵を広げて今やっているわけで

すね。それで、これは教育施設課の皆さんが使っている資料ですけれど、公立学校

施設整備事務ハンドブック、これ国庫補助対象事業の概要というところコピーして

いただいたんですが、ここにもこういうふうに書いています。小中学校の新設に当

たっては、将来とも 31学級以上の過大規模校とならないよう配慮するとともに、既

設校においても 31学級以上の学校については、分離、新設、または通学区の調整等

により、速やかに過大規模校の解消を図る必要がある。したがって、過大規模校の

新増築事業等については、過大規模校において生じ得る課題に対し、教育上支障が

生じることのないよう十分な検討に基づく適切な対応が行われたものについて国庫

負担を行うということで、参考資料としてここに載せられているのが、議会でも取
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上げられた７つの問題ですよね。これをクリアしてくださいということなんです。

それで、先ほどもトイレに並ぶとか、洗面所に並ぶとか、図書室の本が決められた

日にしか借りられないとか、そんなことが当然、今鈴木委員も一部紹介しましたけ

ど、文科省もそれ懸念しているわけで、だから私一般質問でも言いましたけど、今

議会の中でやり取りでかみ合わないのは、私たちはなぜ今この過大規模校、大規模

校をつくるんですかと、わざわざつくるんですかと。大規模校、過大規模校という

のは、解消しなさいと文科省は言っているのに、なぜつくるんですかと言っている

ことに対して、教育委員会は今までの視察だとか調査の中で、特に文科省の調査と

いうのを引用して、義務教育学校はこんなにいいんだということを言っているけれ

ど、先ほども鈴木委員が紹介したように、義務教育学校といっても小さなところか

ら大きなところまであって、大きなところというのは、ごくごく一部なんですね。

今全国でこの義務教育学校が増えているのは北海道が多いそうです。地方の僻地の

学校が生き残るために、小学校、中学校一緒にして建て替えるとか、そういうこと

なんですよ。  

だから、私は教育委員会に、ぜひこれ一つ一つ答えていただきたいんですが、文

科省が一般に大規模校には次のような課題が生じる可能性がある、これは施設ハン

ドブックの中にちゃんと掲示されていることなんですが、学校行事等において、係

や役割分担のない児童生徒が現れる可能性があるなど、一人一人が活躍する場や機

会が少なくなる場合があるということについて、どういう対策を講じるからこの心

配はないんだということをちょっと教えていただけますか。  

〇次長兼教育政策課長  今のお尋ねなんですけれども、まず大前提といたしまして、

教育委員会としまして過大規模校をつくりたいというところからスタートしている

ことではないことは前提として伝えさせていただきます。その上で御質問にお答え

いたしますが、文科省が指摘しております７つの課題というのは、いずれも場合が

あるという表現にとどまっていると認識しています。１点目としましては、子供の

活躍の場や機会が少なくなる場合があるという点がございます。こちらにつきまし

ては行事であったり、教育活動ごとに全ての子供たちの発言、多くの子供たちの発

言や役割というのがそれぞれが担うことができるような工夫をしていただくことで

解決していくことになるかと思います。  

 ２点目といたしまして……  

〇平野  そういうこと言いますけどね、私先ほどわざわざつくばの例を紹介しまし

たけれど、一人一人の活躍する場をつくろうと思えば、例えば運動会、小学校全体

を、900人を、あるいは千数百人の学校で１日で終わらせようとするならば、競技種

目を減らさなきゃいけないじゃないですか。一人一人の活躍する場がなくなるわけ

ですよ。ただ、それを保障するためには何回にも分けて、今回は１年生か ら２年生、

次は３年生、４年生。小学校で３回に分けて運動会やる、そういうふうにしないと

一人一人の活躍する場ができないわけですよ。だから、そういうこと。口で言うん

じゃなくて、具体的にこうするから、こういう心配は要りませんという答えをくだ
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さい。  

〇次長兼教育政策課長  運動会を例に取られたので、運動会の例でお答えいたしま

すと、まず今回の義務教育学校は、グラウンドとしては、現在あるところだけに小

学生を新たに押し込むということではなくて、新たなグラウンドを整備して行うと

いうことですので、まず運動場、グラウンドの運動会に使える面積というのはそも

そ も 確 保 さ れ て い る 状 態 だ と い う と こ ろ で 我 々 は 考 え て い こ う と 思 っ て い ま すの

で、その上で学年の区切りであったり、種目の数のお話ですけれども、これは義務

教育学校にかかわらず、現在の小中学校でもそうですけれども、コロナ以降大分そ

の行事の精選というのが進んでおりまして、これまでの運動会の在り方というのが

個々の学校によって違いますが、かなり見直されてきております。種目の精選もそ

うですし、学年別にある程度区切った形でやられるような学校も、全国的に見ても

柏市で見ても出てきたりしておりますので、それが一概に従前と違うから悪いかど

うかというのは、また別の話かと考えております。以上でございます。  

〇平野  言っていることがちょっとよく分かりませんけれども、この義務教育学校

は、こんなにいいんだということで、これだけの設計予算がもう、まだ市長が表明

して６か月ですよ。６か月でもう校舎設計予算が提案されているわけですよ。それ

でいいのかなと思いますが、義務教育学校はいいもんだと、この議案説明資料、予

算の概要でも連続した切れ目のない指導、支援というんで、右肩上がりに矢印掲げ

ていますけども、鈴木委員だったか、誰かへの答弁の中で、異学年交流が盛んにな

っていいんだということ言ったでしょう。小学生と中学生の交流が。そうすると、

1,400人で運動会と呼ぶのか、体育祭と呼ぶのか、１回でやるんですか。  

〇次長兼教育政策課長  本会議で御答弁さしあげました、その異学年交流の場とい

うのは、何も運動会に限った形ではなく、いろいろな行事でできるものというふう

に考えております。以上です。  

〇平野  じゃ、２番目にその異学年交流と書いていますね、集団生活において同学

年の結びつきが中心となり、異学年交流の機会が設定しにくくなる場合がある ､こう

いうふうに文科省は懸念しているわけです。それがなぜ逆の異学年交流が盛んにな

るんだという、その根拠はどこにあるんですか。どういうことを考えているから、

そう言えるんですか。  

〇次長兼教育政策課長  異学年交流の部分に関しましては、これまでも私どものほ

う で 多 く の 自 治 体 を 拝 見 し て き ま し た 。 委 員 の ほ う で お 話 い た だ い た よ う な 、

2,000人を超えるような規模の義務教育学校というのも見てまいりましたし、そこの

お話も聞いてまいりました。その上で、そちらでもいろいろな各種行事であったり、

通常の日常的な、例えば清掃の場面であったりというところでも交流を持つような

形 で 清 掃 活 動を 行う といったいろんな取 組も進められている のを確認しておりま

す。以上でございます。  

〇平野  それじゃ、こどもルームについて、今との関係でお聞きしたいんですが、

今回田中北小学校、あるいは田中中学校の校舎の増築だとかありますし、田中北小
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学校は今千何百人ですか、1,600人ぐらいですか、式典があって、私たちも見に行き

ました。それで、校舎の中案内していただいて、こどもルームが７室ありますよね、

どうですか。  

〇学童保育課長  委員おっしゃるとおりです。  

〇平野  ７室で何人の子供たちを、定員は何人ですか。  

〇学童保育課長  定員は 275がマックスです。以上です。  

〇平野  こどもルームのイメージとして、私たちは最初の頃のこどもルームですか

ら、学童クラブですから、小ぢんまりしたところで１年生から当時４年生までの年

の違う子供たちが一緒にいて、生活する場、そして遊ぶ場ということで、年の違う

子供たちが交流しているわけだけど、田中北小学校に伺ったときに、職員の方に聞

きました。この７つの教室にそれぞれ年齢の違う、学年の違う子供たちを入っても

らって、そこで従来のようなこどもルームの運営がされているんですかって聞きま

したら、そんなことできませんって。学年ごとに入ってもらっています。こういう

ことなんですけど、実態はどうなんでしょうか。  

〇学童保育課長  現在確かに田中北こどもルームにつきましては、今平野委員がお

っしゃったようにクラス制のような形は取っております。ただ、こちらのほうも次

年度以降は今までどおり、他のルームと同じような形で異学年の交流で保育をして

いくことになっております。以上です。  

〇平野  そのときに職員の方が言われたのは、なぜそれができないのかといったら、

統制が取れなくなるって言うんですよ。統制が取れなくなる。だから、同じ学年を

全部部屋に入れているんですね。改善するということですから、ぜひ改善してほし

いと思うんですけれども。実際に田中北小学校では、そうやって異学年交流という

か、こどもルームでさえそういう影響受けているわけです。こどもルームに行く子

供たちは、１日授業終わって、ああほっとしたといってこどもルームに行くわけで

す。ところが、大規模なこどもルームになると、そうやって授業も同じ学年、こど

もルームも同じ学年、ここでストレスが解消するんじゃなくて、逆にストレスにな

るというふうな、そういう弊害が実際に起きていると思うんですよね。  

 それで３番目、同学年でもお互いの顔や名前を知らないなど、児童生徒間の人間

関係が希薄化する場合がある、これについてはどんなふうに解消できますか、どん

なことをやれば解消できますか。  

〇次長兼教育政策課長  まず、人数が多いこと、そのことのみをもって、必ずしも

人間関係が希薄化するという指摘は当てはまらないというふうに考えております。

文科省もそういう場合が、可能性があると書かれているというだけで、必ずしもそ

うであるということではないと思います。ですから、これまでも柏市でもそれぞれ

の小学校におきましても、幾つかの学校では 900名を超える規模の学校というのはご

ざいますけれども、そういったところの工夫、そういったものも参考にし ながら ､

義務教育学校においてもそこら辺が希薄化ということがないようにしていくべきも

のと、そういうふうにしていけるように考えたいと思います。以上です。  
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〇平野  現在の第一小学校と、それから旭東小学校の現状からいえば、現状のほう

が お 友 達 の 名 前 も 顔 も 覚 え ら れ る 、 そ う い う 状 況 に あ る け れ ど も 、 一 つ に な って

900人、あるいは将来的に 1,000人超えるのかも分かりませんけれども、そういう規

模の学校になれば、こういう人間関係の希薄化、名前も顔も分からない、同学年だ

けど分からないということはたくさん生まれてくる場合がある。それで、今お答え

の中で、これは一般質問の答弁の中でも繰り返し言っていましたけれど、いやいや

大規模といっても、もう既に柏の学校では大規模な学校が幾つもあるじゃないか、

特に問題はないじゃないか、今もそういうことおっしゃったんだけど、例えば小学

校、令和５年度の児童数、学級数の推計というの、これは林紗絵子議員が資料要求

したものですね。これは、決算審査のために資料要求したものだと思いますけれど

も、柏市が設定している 25学級以上の大規模校、これが小学校で７校ですか、この

赤で載っているのが７校ありますよね。それで、特に 1,000人前後の学校として教育

長なんかも上げられました第三小学校、第五小学校、光ケ丘小学校、第七小学校、

それからあとは柏の葉小学校、田中北小学校もそうですかね。こういう学校がもう

700人、800人あるいは 1,000人超えている児童数がいるということで、特に問題はな

いというふうなことをおっしゃった。これらの学校で文科省が懸念しているような

７つのことが起こっているのか、起こっていないのか、何か検証がされていますか。

検証した上での問題ないという発言ですか。  

〇次長兼教育政策課長  まずは、本会議で御答弁させていただいた、御指摘いただ

いた部分なんですけれども、ある一定規模以上の集団を持つ学校に対して、問題が

全く発生していない、課題が全くないというよりは、何らかの課題があったとして

も、それはいろいろな工夫によって解決に向けていっている、解決するようにして

いるということだと捉えております。これは、規模が大きいから小さいから ､それぞ

れ全くないという話ではなく、やっぱり学校現場ですから、子供たちがいて、教職

員がいて、日々いろいろなことが起こりますので、それは一つ一つの事象に、現時

点でもそれぞれの教職員が校長のリーダーシップの下に、どうすればそういった物

事を解決していけるかというのは、今文科省が御指摘いただいたような点が出れば、

それに対してどういうふうなアプローチをしていこうかということで、これまでも、

これからも丁寧に対応していくものかなというふうに考えております。以上でござ

います。  

〇平野  教育政策課以外の部署で、研究所だとか、あるいは子供の児童生徒課であ

るとか指導課だとか、そういうところで今言われたような大規模校、あるいは急に

児童生徒数が増えているような学校で、こういった問題は懸念されるようなことが

起こっているのかいないのか、何か調査したことがありますか。  

〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  今お話いただいたことでの調査というの

は基本的には行ってはおりません。ただ、今年度、例えばいろんなケース、トラブ

ル等のお声を聞く中で、申し上げられるのは、大規模ほど多いとか、小規模ほど少

ないというような印象は受けていないところが現状ではございます。以上でござい
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ます。  

〇平野  印象とか、あるいは今教育政策課から言われたような ､努力していただいて

いると思うみたいな、そういうものじゃなくて、大丈夫なんですと、大規模校、今

度 1,400人の学校つくりますけど、大丈夫です、こういうことをやっているから大丈

夫なんですと、ほかのところでもこういうふうなことをやって、こういう懸念や問

題は克服していますというのが、こういうのを提案するときは必要なんだろうと思

うんですけれども、この予算の概要ですから、この予算でどんな学校つくるのか、

どういうことやるのかということが書かれる、もっと具体的に書かれるべきだと思

うんですけれど、これ見て分かるように、小中学校間のギャップをはじめとした様

々な教育課題の緩和を図る、どういうふうにして、どういう問題が起こっていて、

どういうふうにして緩和するのか、分かりませんよね。  

誰一人取り残さない教育の実現、連続した切れ目のない指導、支援、全ての学校

関係者のウェルビーイング、幸福につながる学校を整備する、こういう抽象的なス

ローガンで進めていいことじゃないんですよ、この教育をいじるのは、教育の制度

を、学校をいじるのは。こういう抽象的なことで、スローガンでいじっていいこと

じゃないと思いますよ。今のはやりの言葉でいうと、きちんとした根拠を示した上

でやらなきゃいけないこと。エビデンスを示して、それで取り組むことでしょうよ。

教員集団として、児童生徒一人一人の個性や行動を把握し、きめ細かな指導を行う

ことが困難であり、問題行動が発生しやすい場合がある、これは副担任をつけるか

ら、内部資料では教員の数が９人減るということになっているんだけど、そうじゃ

ありませんよということを一般質問でも答弁しました。副担任がつくんだと、だか

ら一人一人に丁寧な指導ができるということ言いましたけれど、この副担任の制度

についてどんなふうになるんですか、もう一度分かるように説明してほしいんです

が、この義務教育学校、今回設置しようとしている義務教育学校は、１年生から６

年生の小学校の各クラス、４クラスから５クラスだから、 30前後のクラスの担任が

30人いる、 30クラスだと担任が 30人いて、副担任が 30人いる、 60人で小学校１年生

から６年生に目を配りますということなんですか。  

〇教職員課長  全体の数が減るのは、答弁でも、本会議でも言ったんですけども、

学級数が減りますので、担任の数は減るんです。ただ、その全体の学級の総数に対

して、増置教員、または生徒指導担当とか、そういう教員が、簡単に例を言います

と、小学校ですと 12学級から 23学級の学校だと２人、でも 31から 39だと４人、中学

校ですと、 16、 17学級ですと８人、でも 24から 27学級だと 12人というふうに、学校

の学級数が多くなると、担任以外の先生が多く配置してくれるということになるん

ですね。それなので、現状だと副担任というか、担任以外の先生の数が増えてくる

ということになります。  

〇平野  それ１クラスずつ担任がいて、副担任がいて、２人で指導してもらえるよ

うな学校というのは、私はすばらしいと思うけれど、今聞くと、そんなことじゃな

いみたいだし、それで実際に今未配置教員のことを、先ほども出ましたけれど、新
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学期早々に未配置の状況が生まれている中で、その増置教員というのは確実に配置

されるのか、その担任が産休で休んだときも、必ずこの義務教育学校では担任が別

のところから速やかに配置されるのか、その辺の見通しはどうなんですか。  

〇教職員課長  それは、委員、ちょっと別の話になりますので、全体の決まった数

がさっき言った話で、産休、育休に入ったときにいなくなる講師を補充するのはま

た別の話になると思います。それがさっきも私が言ったんですけども、昨年よりも

今年度のほうが緩和してきている。あと数年すると、もっといい状況にはなってく

るのかなというふうには県のほうから話は受けております。ただ、これは柏市だけ

でどうこうできる問題ではないので、県のほうの新規の採用の数とか、そういうこ

とに関わってくるんだというふうに思っております。以上です。  

〇平野  今言ったようなことなんですけれども、この教員未配置というのは、私は

あってはならないことが今日本の、特に都市部で起こっているということで、先生

が最初からいない、担任がいない、そういうことはほんとあっちゃいけないことな

わけですよ。ですから、担任、副担任が１クラスで２人ずつ先生が見てくれるんな

ら、それはいい学校かなというふうに思いますが、そうじゃないということですよ

ね。この文科省の大規模校、過大規模校の課題として、教員集団として児童生徒一

人一人の個性や行動を把握し、きめ細かな指導を行うことが困難であり、問題行動

が発生しやすい場合があると、今言ったことですけど、教員全体の人数が、小学校、

中学校一緒にするわけだから、全体の人数が増えるから、増えた分の教員の目が子

供たちに行き届くというんだけど、それ一人一人にしたときは非常に希薄にやっぱ

りなりますよね、大規模校になればね。それで、私は多分子供たちは今の、例えば

旭東小ぐらいの規模の学校であれば、子供たちは全校の学校の先生の名前も顔も分

かる、何々先生って声かけられる、教員も子供たちの名前や顔が分かる、そういう

関係がつくられていると思うんですけれども、どんなに小学校、中学校一緒になる

から教員の数が増えたって、そういう関係づくりができなくなれば、一人一人に目

が行き届くとは言えないと思うんですよね。  

 ５番目、児童生徒１人当たりの校舎面積、運動場面積等が著しく狭くなった場合

は、教育活動の展開に支障が生じる場合がある、これは先ほど運動会の例だとかト

イレのことを言いましたけど、運動会についてはもういいですけれど、明らかに旭

東小と第一小学校と柏中学校の現在の面積からすれば、それを全部柏中学校の中に

押し込むわけですから、子供たちにとって教育環境は悪くなる、これは明らかだと

思うんですね。それで、先ほどトイレに、大規模校の場合トイレに並ぶ ､つくばの例

なんていうのがあって、競争でトイレに行くということが起こっているわけですが、

今の柏市の学校、特に最初小さな規模から今急激に増えているような学校のトイレ

というのは、トイレの数は増やしているんですか。  

〇教育施設課長  トイレを増やしているかどうかにつきましては、増築とかで教室

を増やすような場合につきましては、当然それとセットでといいますか、教室だけ

増やしても、またそれ以外の部屋が足りなくなっちゃうと問題なので、トイレ等も
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併せて造っております。改修工事につきましては、なかなかスペースが確保できな

いので、基本的には今のところ洋式化を優先しまして、あと体の不自由な多目的ト

イレも併せて整備している状況でございます。以上です。  

〇平野  柏の学校でも、小規模からスタートしたときには、将来の人口推計で増え

る可能性があるところは余裕をもって造っているでしょうけれども、今言ったよう

に、トイレは一遍に数を増やしたりなんかできないわけですよね。ですから、今回

設計予算ですけれども、トイレの数とか、洗面所の数とか、そういうものは余裕を

持って造っていますか。将来 2,000人になるかもしれない、普通教室の数、教室の数

も 2,000人を、西北の開発があるかどうかによって決まるわけですけれど、しかし開

発が始まって急激に子供が増えたときに、じゃ教室が足りないということにならな

いように余裕を持って造るのか、どうなんでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  西北の開発事業も含めまして、現時点で明らかになってい

る大規模なマンションの計画とかというのがあれば、それは当然織り込んで児童推

計に入れていきますけれども、お尋ねのありました西北のものに関しましては、全

て何ができるというのが整って、我々も伝え聞いているところまでは至っておりま

せんので、当然そこの分はないものとして設計に入るということが、まずはスター

ト地点になるかと思います。以上です。  

〇平野  西北の開発はないものして設計するんですか、もう一度。  

〇次長兼教育政策課長  設計が始まる段階で、何らかのこういうものが何棟建ちま

すよとかというのが分かれば、当然そこは考えていかなくちゃいけないでしょうけ

れども、設計の段階でそういうのが明らかになっていなければ、当然そこは織り込

めないものと考えております。  

〇平野  文部科学省の国庫補助対象事業の概要、公立学校施設整備事務ハンドブッ

クでは、こんなふうに書いていますよね。あらかじめ過大規模校になる可能性があ

ると。例えば田中北小学校もそうだと思うんですよ。柏の葉小学校だってそうだと

思うんだけれども、それから今の田中中学校ですか、田中中学校については一般質

問の答弁で、桜田さんの質問だったですかね、今は 700人台だけど、 1,300人になる

ことを見越して増築するんだということを言っていますよね。言ってましたよね。

文科省の基準は、もう大規模校になることが、過大規模校になることが分かってい

るんだったら分離しなさいと、これがもう普通のやり方なんですよ、分離する。と

ころが、もう過大規模校になると分かっているのに増築する、あるいは統廃合する、

それは禁じ手じゃないの、本当は。どうなんでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  繰り返しになりますけれども、西北の再開発計画に関しま

しては、もう一度スタートラインに戻っているというふうに我々認識しております

ので、果たして児童生徒が発生するようなものが造られるのかどうかというのは現

時点で我々分かっておりませんので、当然それが分からない以上は織り込めないと

いうふうに考えています。一方で田中であったり柏の葉であったりというのは、お

およそそういうどういった戸建てで、このぐらいのファミリー層が入ってきてとい
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うのが分かれば、それに合わせた推計というのは反映しますけれども、西北の地区

に関しましては、その推計上織り込める要素のものが出そろっていない以上は、今

やみくもにそういうところの数は織り込めないというふうに考えております。以上

です。  

〇平野  先ほど探したのは、こういうことなんですね。公立学校施設整備事務ハン

ドブックで、これは文科省の指針を引用しているわけなんですが、新設に当たって

は、将来とも 31学級以上の過大規模校とならないよう配慮するとともに、既設校に

おいても 31学級以上の学校については、分離新設、または通学区の調整等により、

速やかに過大規模校の解消を図る必要がある、これ最初言いましたよね、この原則

と反していますよね、今やろうとしていることは。最初から過大規模校になること

が分かっているわけですよ。今対象になっている柏中学校も、一小も旭東小も、現

状では過大規模じゃないですよね、適正規模の中に収まっている。適正規模の中に

収まっている学校をわざわざ一つにして大規模校にする、これはやっぱりむちゃく

ちゃなので、この設計予算はやはり修正動議可決していただいて、削除するという

ことで、さらに検討していただくような、そういう環境をつくりましょうよ、皆さ

んね。ぜひそういう方向で御賛同お願いします。  

 あと、教育長に聞きたいんですが、こういう問題を提起するときに、この中にも

書いていましたかね、この予算の概要の中、誰一人取り残さない教育の実現という

ところに、四角で囲って、その中に小中学校間の段差の緩和、柔軟な学年区切りや

カリキュラムの設定、小学校段階からの一部教科担任制、小中学校教員による相互

乗り入れ授業、こういうふうに書いています。このカリキュラムというのは、この

連続した切れ目のない指導や支援で、こうやって充実した学校教育をやるんだと言

っているわけですから、その切れ目のない９年間の指導といったときに、このカリ

キュラムの問題というの私非常に大事で、今は６・３制で、小学校６年間、中学校

３年間、こういうカリキュラムがあるわけですが、９年間の連続した切れ目のない

教育をやると。そのカリキュラムというのも示されないのに、このカリキュラムで

やるから、こういった理想的な教育ができるんですよというのが前提にあって、そ

れが保護者や市民、私たちにも示されて、こういう内容の教育をやるからすばらし

い教育ができるんです。それは、私は、ここで四角で囲っていることの内容だと思

うんだけど、それは後で示すと言っているんですよ。教育課程等の詳細については、

学校関係者の意見も踏まえ現在検討中、そういう中身も決まっていないのに設計予

算だけ出して、スローガン、よくなるよくなるって、すばらしい、すばらしいって

スローガンだけでこの予算通してくださいというのは、これはやっぱり無理がある

と思うんですが、カリキュラムを先に示すべきじゃないですか。  

〇教育長  教育のカリキュラムについては、各学校、校長が決めることでありまし

て、教育委員会が提示するものではございません。ただ、今回新しく学校をつくる

という条件の中では、事前に教育委員会も関わって、概念のようなものをつくると

いうのは大事だと思います。例えばこのカリキュラム、どういったことができるか、
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義務教育で。例えば小中一緒の施設なわけですから、小学校の低学年から英語の授

業をするということも可能になります。今はこれ難しい、できないです。実際に義

務教育学校、ほかの県のを見ますと、小学校１年生から英語をやっているという学

校もあります。そういったカリキュラムも可能なのではないかということなんです。

ただ、先ほど言いましたように、このカリキュラムをつくるのは各学校であって、

教育委員会ではありませんので、ですからここでは具体的なことを示すことはでき

ませんけども、我々としてはこういうことも可能ですよ、こういうことも可能です

よという例を幾つか用意しておくことはできると思います。それを取り入れるかど

うかは、そのときの校長先生の判断、職員の判断でなるというふうに思っておりま

す。先ほど私最初にお答えすればよかったんですけれども、私は、大事なのは、夢

を語ることだと思います。あれができないから駄目だ、これができないから駄目だ、

だから断念するだと先に進めません。改革はできないと思います。こういう夢があ

って、こういう学校をつくりたい、既存の体制で今もうひずみができているから、

それを何とかしたいんだという、そういう夢を今我々は語っております。そこをぜ

ひ御賛同いただきたいなと思うわけです。以上です。  

〇平野  そうすると、この新設する義務教育学校のカリキュラムは、学校が開校す

るというか、校長先生が決まって、職員のメンバーなんかも決まって、その段階で

この９年間の切れ目のない教育の実現という具体的な中身、カリキュラムはそこで

発表するんですか。  

〇教育長  先ほど言いましたけども、開校が近づいてきたら、今言ったような、こ

ういうこともできますよ、こういったこともありますよという例を具体的に示して、

実現に向けて教職員、校長が中心になって具現化していくものだというふうに思い

ます。  

〇平野  そういう仕組みになっていると、原則は。ということでしょうけれども、

新しいことを始めるときに、始めてみなければ分からないと。そういうのは、やは

り僕は無理があると思いますね。今言った概念とか理念というか、原則というのを

教育委員会がしっかり、盛んにこんなすばらしい学校つくるんですよと言っている

わけですから、そのすばらしいの中身を、具体的な中身を示さない段階で、校舎の

設計だけやろうというのは、それはやっぱり無理だというふうに思います。それぐ

らいにしておきます。義務教育学校は。  

 こどもルームについて、先ほど聞かなかったことについて聞きます。こどもルー

ムと放課後子ども教室はどういうところが違うんですかというのは、渡辺委員が一

般質問で聞きました。渡辺委員が資料要求して放課後子ども教室と、こどもルーム

の違いというのを一覧にしているのを見ました。ただ、部長の答弁の中で示されな

かったのが、違いですけれども、こどもルームというのは保護者が就労等により昼

間家庭にいない小学生を対象にした放課後の遊び及び生活の場を提供します。この

中の放課後の遊び及び生活の場という、このこどもルームというのは、こういうと

ころなんですよという定義づけがあるんですけれど、そのことについて部長答弁の
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中で明確にしなかったと思うんですね。放課後子ども教室は、スタッフの見守りの

中、児童が自分らしく過ごせる居場所を提供します、居場所なんですね。そういう

違いであるとか、それからそこに配置されている職員、今日議案にもありますよね、

支援員が足りないということで、資格要件を少し緩和するという内容ですけれど、

そういう議案が出ていますけれども、専門職がこどもルームの場合はつくわけです

よね、配置される。放課後子ども教室の場合は、言ってみればボランティアって書

いていますけど、誰でもいいと言えば誰でもいいというか、ということになるわけ

で、その中でこの予算の概要のこどもルームのところですけれど、こんなふうに書

いていて、ちょっと懸念する部分があるんですけど、放課後子ども教室推進事業、

これ予算の概要の 14ページ。その中にこういうふうに書いています。事業目的の３

行目、またというところ、またこどもルームと連携して、こどもルームの過密状態

と待機児童解消を図るって書いてあるんです。こどもルームが待機児童が発生して

いる、そういう状況の中で、この過密状況と待機児童解消を図るということは、こ

どもルームはもう諦めて、こっちの放課後子ども教室に行ってくださいということ

にしようということなのかどうなのか、この具体的な解消を図るのは、どういうふ

うにして解消を図るんですか。  

〇学童保育課長  まず、こどもルームなんですけども、今平野委員おっしゃいまし

た生活の場、遊びの場ということで、放課後お預かりして、児童が登所してから、

外遊びやおやつを補食ということで食べていただいたり、本読み、それと生活の場

としていただいているルームの中での片づけをしたり、また宿題をしたりというふ

うに、第２の家庭のような環境の中で保育をしております。おっしゃっているよう

に、放課後子ども教室については、見守り、居場所ということで、事業形態も全く

別のものでございますが、確かにこどもルームは、現在児童数が減少傾向にある中

で、学童のほうは需要がかなり過多になっておりまして、おっしゃるように待機児

童、過密化というのも年々増えているところです。その中で、私も放課後子ども教

室をやられている先進市のほうも聞き取り等をさせていただきましたが、決して放

課後子ども教室がうまくいったからといって、学童保育がなくなっていいかという

ところではないということですね。放課後子ども教室をやって、やりつつ放課後か

ら５時までの間は、その放課後子ども教室で学童の子も一緒に過ごしていただく、

５時以降、今柏の場合ですと 19時までお預かりしますが、ここの夜の部門で、どう

しても御自宅で保育ができない、お父様、お母様の就労が終わらないという方はお

預かりをするというところで先進市のほうはやられていると。学童のほうは、こど

も家庭庁から整備については補助金が出ますので、それによって保育が必要な専 有

区画というところについては今後も整備をしていくというふうに考えております。

以上です。  

〇平野  今言われたようなことは、先進市という呼び方をしましたけど、私は決し

て先進じゃないと思うんですよ。やっぱり本来はこどもルームを充実させていくと

いうことが正しい方向だし、今義務教育学校の問題とも関係して、大規模校になれ
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ば、こどもルームも大規模にならざるを得ないから、そういうことになると、こど

もルームの本来の役割が果たせなくなると。だから、学校の大規模校化も、私はや

めるべきだというふうに思うんですね。ですから、ぜひ安上がりに放課後子ども教

室に誘導して、結局は支援員が夕方５時前から迎えにくるまでの時間だけいればい

いような、そういうふうなことになっては、やっぱり子供の遊びの場、生活の場と

してのこどもルームの性格が損なわれるというふうに思いますので、独自の充実を

図るべきだというふうに思いますので、努力してください。  

それから、次に図書館の問題、学校図書室も関わりますけれど、図書館の問題で

すね。先ほど紹介しました田中北小学校の式典に参加したときに、図書室も見たん

ですけれども、立派な図書室でしたが、棚の隙間というか、大変目立ちました。こ

れは前の学校から、図書室が広くなったんでしょうね、多分ね。前の学校から持っ

てきた、あるいは新しく入れたものもあるかもしれませんけれども、その整備して

いる途中、充実させている途中の姿かもしれませんけれども、本が少ないなと。半

分ぐらいしか埋まっていないんじゃないかなという、すかすかの感じがしました。

それで、学校図書館の費用ですけど、小学校費、中学校費でそれぞれ計上されてい

て、小学校費でいうと 5,600万円、これは備品と図書購入費に分けているので、実際

の図書の購入費が幾らなのか、この 5,600万円のうちの幾らなのかというのをまずお

答えいただけますか。それから、中学校については 6,100万円がありますが、その中

の図書購入費は幾らですか。  

〇学校財務室長  まず、小学校の図書購入費につきましては約 3,150万円です。中学

校につきましては 1,867万円です。以上です。  

〇平野  これで足りていると、十分だというふうに考えるのか、増やさなきゃいけ

ないというふうに考えるのか、いずれでしょうか。  

〇指導課長  学校図書館の図書冊数は、児童数に応じて基準冊数というものが決ま

っております。柏市全体で見ますと、小学校は 110％程度となっております。中学校

は 100％をやや欠ける程度となっております。これ実は、学校間に大分差があります。

先ほど平野委員もおっしゃっていたように、田中北小のように急激に児童数が増え

た学校ですと、児童数が大変増えていくので基準冊数が急激に増えます。そうする

と、どうしても充足率が下がってしまうというような状況は起き得るかなというふ

うに考えます。以上です。  

〇平野  柏市内の小学校の児童数が、これ令和５年で２万 1,948というのが先ほどの

資料にも出ています。中学生が１万 538人、それに対して小学校の図書費は 3,150万

円、中学校はさらに少ないと言えば少ないけど、1,867万円、これでは到底図書教育、

読書教育の充実と言っているけど、私は少な過ぎるというふうに思います。大規模

な学校になれば、その子供の数が多い分だけ、一つの図書を何冊も整備しないとい

けないというふうに思いますし、小さな学校は、じゃ中身は種類が少なくていいか

というと、そういうわけではないので、一定の平均のというか、必要な図書をそろ

えつつ、人数による配分というか、それがされなきゃ、予算の配分がされなきゃい
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けないと思うので、さらにこの図書費というのは、ぜひ充実してほしいと思うんで

すが、図書館本館の予算について聞きます。本館の図書購入費が 4,800万円、分館が

4,200万円、それからこども図書館が 270万円というふうになっていますが、これも

備品を含めてでしょうか、それとも図書だけの金額でしょうか。  

〇図書館長  今委員がおっしゃられたところには、備品購入費として若干の事業用

の備品代というのは含んでおりますが、ほぼ図書購入費となっております。以上で

す。  

〇平野  これも 43万都市の図書館としては、私は年間の図書購入費はこれでいいん

だろうか、こども図書館も人気ですよね。年間 270万円しか本の購入予算がないと。

今度新しい施設の中に図書コーナーもつくるといっていますし、柏の葉に図書館の

サービスカウンターもつくるって言っているわけですから、そういうサービスの充

実と同時に、この図書の充実というの、今インターネットが普及している時代です

から、とはいえやはり私は図書は大事なことだと思いますので、いずれも充実して

いただきたいと思います。それで、図書館の、この説明資料でいいますと、570ペー

ジに資料貸出し事業とあって、報酬が書いてあって、事務補助員と司書補助員とい

うふうに分けて書いてあるんですね。今の図書館の職員全体の人数の中で、市職員

というか、正規職員が何人いて、会計年度任用職員が何人でというふうなこと、そ

れからさっき分けている事務補助員と司書補助員の区分けはどういう区分けなのか

というのをお知らせください。  

〇図書館長  令和５年度で申し上げますと、正規の職員につきましては今 23名配属

されております。それから、会計年度任用職員につきましては、ちょっと正確な数

字ではないんですけれども、今 140名ほどおります。そのうちの７名が司書補助員と

いう形で、司書資格を有している職員で配置しております。以上です。  

〇平野  大体 140人の会計年度任用職員のうちの７人が司書資格を持っている、正職

員の 23人のうちの何人が司書資格を持っていますか。  

〇図書館長  現在たしか７名だったと思います。  

〇平野  図書館の職員というのは、図書館に異動したときには、やはり積極的にそ

の機会を通じて司書資格を取るとか、あるいはほかの課に、関係のない課に司書さ

んがいたりするわけですよね。資格持っている人たちね。やはりその専門性という

のを生かさなければいけないと思うんですよね。司書資格を持っている人の比率を

高めるための努力というのは何かされているでしょうか。  

〇図書館長  今年度、令和５年度からでございますが、予算で司書資格を取るとい

う形で、取得のための講座受講の費用として、１名分ではございますけれども、そ

ちらを確保いたしまして、今回１名職員を派遣して、司書資格を取得していただい

ております。来年度につきましても、また１名分を確保しているところでございま

す。以上です。  

〇平野  ぜひそれもっと充実していただいて、図書館に配置される職員は、全員司

書資格を持っていると、そういう将来の展望を持てるような、そういう充実をして
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いただきたいなと思います。  

 最後に、給食の問題についてお聞きします。前回の市長選挙で太田和美市長が自

校方式の給食を維持するということを表明されて、それは実現して、今回の予算の

中にも給食室の整備というのが盛り込まれていますけれども、この小中一貫校、義

務教育学校の内部検討会の資料の中には、何回か、給食センターはこの後もセンタ

ー方式、自校方式は自校方式と、沼南地域に拡大することは考えていないというよ

うな表現が出てくるんですね。今後もセンター方式はセンター方式、自校方式は自

校方式、これは何か、どこかで確認された方針なんでしょうか。  

〇次長兼学校給食課長  今委員からありました自校は自校で実施していく、センタ

ーはこれを更新すると、建て替えるということにつきましては、今回改定しました

学校給食将来構想の方針の中でうたっております。以上です。  

〇平野  そうすると、沼南地域の給食については、もう自校方式は採用しないとい

うふうなことになっているんですか。  

〇次長兼学校給食課長  現時点では、今センターを整備している中では、自校方式

は速やかには造れないという考えはあります。ただ、将来的なものにつきましては、

学校の建て替え、校舎の更新なんかもありますので、そうしたときに改めて検討し

ていくことになると思います。ただ、今この時点では 11校の給食を提供しているわ

けですので、それを安全安心にということで、まずセンターの再整備を最優先で進

めていくという考えで今事業を進めております。  

〇平野  令和４年度のコンサルタント委託一覧というのを、これも林紗絵子議員の

資料要求の中で出てきているものですけれども、令和４年度に学校保健課が給食管

理事業として、学校給食施設状況調査業務委託というのを 1,758万 9,000円で委託し

ていますよね。その結果、あるいはもう一つあるんですね、この調査委託、学校給

食施設運営状況調査業務委託、これ 1,332万円、合わせて２つで 3,800万円ぐらいの

予算かけて調査委託やっているわけですよ。その結果、その中身がどうなのかとい

うのは、詳細にはこれから、また資料いただいて検討したいと思いますが、沼南の

学校給食自校方式の導入というのは無理だと言っているんですか。  

〇次長兼学校給食課長  沼南地域につきましても、自校方式が設置できるのか、導

入できるのかというのを検証しております。ただ、多くの学校は、やっぱり学校敷

地、要は校舎に隣接した部分が狭いということで難しいという判断にはなっていま

す。ただ、全ての学校じゃなくて、そういったものが設置できる場所もあるという

ことは確認しております。ただ、それは自校を維持する場合でも同じなんですけれ

ども、ただ単に物が建つだけではなくて、学校運営、要は給食を毎日運んだり、作

って運んだり、またはそこに給食室を建ててしまうと、ほかの動線上、支障がある

かどうかということを各学校にも意見をもらいながら最終的な判断をしたところで

す。以上です。  

〇平野  最後です。これは、田口議員が一般質問で使った資料ですけれども、小学

校でいうと旧柏市内で一番狭い土小学校でも１万 2,302平米あって、もちろん自校方
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式やっているわけですから。それ以上に広い校地を持つ沼南地域の学校が５校あり

ますよね。中学校も豊四季中学校の敷地が一番狭くて１万 9,700平米なんですが、そ

れ以上に広い沼南地域の中学校が３校ありますよね。私田口議員が資料要求してい

ますので、各学校の敷地の図面を、それぜひ皆さんにも見てほしいんですが、その

図面見る限り、沼南地域の学校で、給食室の設置が無理だと、これは無理だと思う

のはほとんどありません。どこもできるだろうと、造ろうと思えばできるというふ

うに見ましたので、ぜひそれは何か決定したように、これからも自校方式は自校方

式、センターはセンター、沼南には拡大しない、そういうことにならないように、

やはり教育の平等性の確保、市内の学校の、田口議員言いましたでしょう、ごみ問

題については１市２制度解消すると言っているけど、この給食問題の１市２制度は

なぜ解消しないんだと。これぜひ解消の方向で努力していただくようにお願いして、

この第１区分での質問を終わります。  

〇図書館長  先ほどの正規職員のうち司書職の人数ですけれども、先ほど７名とお

答えしましたが、年度当初は８名おりました。さらに年度の途中で司書資格を有し

た者が１名おりますので、今現在９名司書資格を有する者がおります。訂正いたし

ます。失礼いたしました。  

〇委員長  暫時休憩いたします。  

              午後  ３時２３分休憩  

                              

              午後  ３時２９分開議  

〇委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

 質疑を続行いたします。  

〇末永  まだ第１区分ですから、急いでやります。重複しないようにしますけども。

小中一貫教育のところで、先ほど教育長は夢のあるっていうこと言われましたけど、

夢を語って、夢のあるのは子供目線で、子供が夢のあるような学校にしなきゃいけ

ないと思うんですよ。そこで、私これ見ていて、いろいろおたくらが、平野さんが

取った資料いろいろ書いてありますよね。これずっと読んでみても、これ予算書見

ても、 15ページですか、見ても、切れ目がないとかいろいろとおっしゃいますけど

も、小中学校のギャップと言われますけど、本当に中学校１年生のギャップが 800人

いるというわけじゃないですよね。この教育現場で本当に働いてきていた、今度一

小に戻る、校長先生に戻る部長さん、ぜひこの不登校の子たちをどうしたらいいと

思っているか、お答えいただけますか。  

〇学校教育部長  まだ人事のことですので、一小に戻るかどうか分からないんです

が、教育現場経験した部長ということで、御指名ですので、学校教育部、三浦がお

答えしたいと思います。よろしくお願いいたします。もちろんこの小中一貫の義務

教育学校だけでは、不登校は改善されるとは全然思っておりません。ただ、少なく

とも中学校に上がるのがとてもハードルが高く見えている子供たちにとっては、や

はり１年生から９年生まで一緒にいて、ふだん生活をしている、中学校のお兄さん、
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お姉さんと生活をしている子たちがそのまま中学校に進んでいくという意味で、そ

のギャップは解消されるかなというふうには考えております。  

〇末永  私は小中一貫教育、地方の長崎だとか、京都だとか、茨城とか、あちこち

見てきたんですよ。地方には、ある意味じゃマッチするところもあるんですね、こ

れは。田舎で一緒に暮らしていて、近所のお兄ちゃんと一緒に学校へ行って、お兄

ちゃんが行きたくない１年生の子を、行こうよ、お兄ちゃん来るのという感じで、

掃除のときもお兄ちゃんが手伝ってくれたとかということで、とてもいい感じで小

中一貫校伸び伸びとしてきているという学校を見てきたんですよ、それは。だけど、

これ先ほどから議論になっているように、マンモス校で、都会ではそういう子供た

ちの夢や学校に行きたい、行こうということ以前に不登校が起きているわけですよ

ね。学校に行けない。あなた方は、調査している中見ますと、小中一貫教育の狙い

の中で、不登校の要因分析結果をしているんですよ。それ見ても無気力、不安が半

分以上いるというんでしょう。これは小中一貫教育したら、無気力、不安だとかと

いうのは解消できないでしょう。ますます不安になるんじゃないですか、それは。

見たことないお兄ちゃんがいるんだから。だから、私はこれはやっぱり、本会議で

も言いましたけど、不登校について具体的にどうすると、そして小中一貫ですると、

こういうのがあるという保護者や子供たちの夢を聞いて、そのことを中心に学校づ

くりをするというんだったら分からんことはないんですよ。これはどうも言ってい

ることが、小中一貫したら 360万浮くだとか、何か 85億円かかるけど、10億しか補助

が出ないとか、いろいろ言っていますよね、この中で、ずっと。これ見たときは、

もう一回立ち止まって、やっぱり教育をしてきた現場で、先ほど教育政策課の課長

さんがいろいろ言ってたけど、全く教員の生活ないんだから、教育界の人たちが、

指導課だとか、教育界の人がこういうのがあるべきだ、こうしなきゃいけないとい

やつをやっぱり語らなきゃいけないと思うんですよ。黙ってたんじゃいい学校つく

れませんよ、子供たちは。1,300人いるんでしょう、学校に来ない子が。不登校と長

欠も含めて。それで具体的にどういうことするんだと、どうしたらいいのかって。

これは、不登校の原因はいろいろ、一人一人違うと思うんです。親が精神疾患があ

ったり、あるいは病気があって介護しなきゃいけなかったり、あるいは勉強に小学

４年生頃からぶつかって、どうも行きたくなくなった、友達にいじめられた、悪口

言われた、いろんな様々だと思うんですよ。私も田中北小に行ってきましたよ、教

育支援センターというところに。そこで校長先生やそこのアドバイザー、校長先生

上がりの話だとか、聞いてみると、実に私たちの身の回りで生活の中で起きている

ようなことを率直に言われるわけですよ。ああ、学校の先生も大変なんだな、悩ん

でいるなって。地域でも私は相談を受けますからね、いろいろと。そういうことを

やはり一番分かっているのは現場の先生だと思うんですよ、それは。先生たちがも

うちょっと小中一貫教育についてどうあるべきかということを、一小の校長になる

人だけじゃなくて、私はちゃんとここは捉えてやってほしいんですよ、もうちょっ

と、ここは。現場見れば分かりますよ。市の職員は効率化だけ言っていると思うん
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ですよ、これ見たら。効率化と、どうあるかって。だから、私は現場で教育はどう

あるべきかというところの、私教育長じゃないから分かりませんが、教育はどうあ

るべきか、どうしなきゃいけないかということを、指導課長さん、ちょっと言って

くださいよ。こうあるべきだと思いますって。  

〇指導課長  御指名ありがとうございます。柏市で義務教育学校つくるというふう

に聞いたときに、私は正直わくわくしました。なぜなら、やってみたいと思ったか

らです。数ある困難はあります。ですが、そこに見合うだけの、その困難を乗り越

えれば、子供たちの成長は見えるというふうに私は思っています。１つ目は、不登

校に対する手だてなのですが、不登校は大規模だろうが小規模だろうが起きます。

大規模だから起きやすい、小規模だから起きにくいという論理は全く当てはまらな

いと考えています。なぜなら、そこにある教職員の意識がとても大事だからです。

その教職員の意識を高めていくには、義務教育学校で１人の校長で、副校長あるい

は教頭が一緒に管理職でスタッフをつくり、たくさんの人間を束ねていけば、小さ

な学校より、そして今ある大規模な学校より、過大規模だったら、もっと大きなエ

ネルギーになるんじゃないかなというふうに考えます。すみません、首をかしげて

いらっしゃるので、ちょっと御賛同いただけないかと思います。以上です。  

〇末永  それはあなたの声だから、分かりました。もう一人エースの課長さんがい

ますよね。教職員課長さんという方、これエースの教職員課長さん、何か部長にな

られるようですけど、ちょっとどういうふうに思っていますかね。  

〇教職員課長  今珍しく中田課長が声を大きく言っていたので、なかなかしゃべり

にくいんですけども、私も以前お話ししたんですけれども、全くそのとおりだと思

っております。まず、不登校の件なんですけども、確かに小中連携ということで、

各中学校区で連携を図っているんですけども、中学校で急に不登校の数が多くなっ

ているように思うんですけれども、この子たちは、小学校のときにサインを出して

います。学校に来なくなるだけじゃなくて、遅刻が多くなったり、早退が多くなっ

たり、保健室に行く数が多くなったり、ただそういうところまでなかなか引継ぎが

通っていないというような現状もありますので、そういうところの教員同士の連携

は深まるんじゃないかなというふうに思っております。それと、今中田課長も言っ

たように、正直、校長だけではなくて、学年主任等の力量次第ではないのかなと思

っております。数は力にもなるというふうに思っておりますので、どういうリーダ

ーシップを発揮して教職員集団をつくっていくか、これに大きくかかっているんで

はないのかなというふうに思っております。以上です。  

〇末永  それは聞きますね。今福島課長が言いましたけど、昔の不登校するのは悪

さして、ちょっと突っ張っていて、誰とは言いませんけど、げんこつを出したら直

って学校に来たりして収まっていたんだけど、今はそうじゃありませんよね、それ

ぞれがね。よもやという子がいろんなことやったり、ついこの間も北柏で大人を脅

かしたとかというのも、これも柏の中にいる。よもやその子がと思える子がそうい

うことしてみたり、恐喝してみたり、窃盗したりするわけですね。ですから、そう
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いう意味じゃ時代が変わって、いろいろ不登校の要素も違っていると思うんですけ

ど、そういうのは教育委員会では、課長さんはどうしたらいいと思っているんです

か、教職員に対して。パワーがあるとか、教職員の指導が、数が力というけど、そ

んな数が力というんなら、今もできるわけですよね。800人もいるわけですから。そ

こら辺について、どう指導されているんですか。  

〇教職員課長  我々も会議を重ねておりまして、先ほどあったように、現場の意見

をもっと聞くべきなんじゃないかということも十分声が上がっております。それで、

来年度も中学校区、中学校での連携を強化するということもありますので、そこら

辺現場の声を聞きながら、これから柏市として、５年先、10年先ではなくて、20年、

30年先も柏市としてどういう子供たちを育てていきたいのかということを顔を合わ

せて話をしていく必要があるんではないのかなというふうに思っております。ただ、

それにはやはり経済的なことも関わってきますので、そういうことも大きく踏まえ

て、市長部局の人とも顔を合わせて、今後どうしていったらいいのかというのを、

文科省の言葉だけじゃなくて、柏市としてどういう子供たちをつくっていきたいの

かと、どういう子供たちを育てていくべきなのかということを考えていく必要があ

るというふうに思っております。以上です。  

〇末永  そうすると、私は子供の目線に立つことが大事だと思うんですよ、一番は。

子供は要するに想像がつかないほど、例えば勉強なんか嫌いでいると。そういう子

と一緒に話をしながら、問題提起をしながら、なぜか、どうしてか、どうしてそう

なるのかという議論をしていく上で勉強しなきゃいけないという環境をつくってい

かなきゃいけないと思うんですよね。例えば、例としてミカンが 10個あったと。３

人いたと。これをみんなで分けようと。最初は３個ずつ取って、みんなで見れば３

個ずつだから、分かるよね。ところが、あと１個どうするかって、そのとき、それ

をまた半分にするのか、じゃんけんにするのかとか、そういうとこで優しさだとか、

相手の気持ちだとかというのが分かって、いろんなものが芽生えてくるわけですよ

ね。時間かかるけど、学力には言えない教育をしっかりやる、そのためにはどうす

るかということを教育委員会がもうちょっとレベルを落として、子供たち目線で、

子供たちの考える力を持たせることをしないと、無力感だとか、それこそやり切れ

なくなった子供がいると思うんですよ。だからぜひ、あなた方専門家なんだから、

教育政策課が先ほど答弁したけど、そんなの聞きたくないと、そんなのは。市の職

員の言うことは。まず、教育者が長年来たんだから、教育の現場でどうあるべきか、

どうしなきゃいけないかをこの予算書の中につくって、予算要求して、その子供た

ちが大きくなったら、また稼ぐわけですよ。子供の頃どうしても悪かったけど、中

には全国で市長さんになったり、いろんな人がいるわけですよね。いろんな活躍さ

れている方が。それを教育したのは教育長なんか、特に一生懸命やったから、今ど

こかの市長さんやったりしているのかもしれませんね。教育長さんがいらしたから。

だから、そういうこと私は社会に出て役立つような、社会に羽ばたけるような子供

をつくるという、算数や英語や国語だけできるんじゃなくて、人間性豊かな子供を
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育てるという目標をつくっていただきたいと思います。こども未来と言っているん

だから。だけど、中身は全然、私見えないんですよ。だから、子供目線に立ったと

ころでぜひやっていただきたいと思う。これ以上言いませんから、ぜひやってくだ

さい、予算もつけて。それは少子化社会ですから、その子供が大人になったら金稼

ぐわけですよ、それは。財産なわけですよ。宝なわけですよ。それを教育者の皆さ

んがきちっとどうあるべきかという教育研修会みたいなのをやって、ぜひやってい

た だ き た い と 思 い ま す 、 そ こ は ね 。だか ら小中一貫について 、私もこれすぐ１億

7,000万ぐらいの予算で、何か６か月か８か月でやろうとしているんでしょう。これ

は、ちょっといかがなものかって、先ほど平野さんが言ったように、ちょっとどう

なのかなって思うんですよ。だから、もっと議論をして、この教育委員会の中で問

題提起して、議論ができるようにしてから提案していただきたいなと思うんです。

これ以上言いません。またよろしくお願いします。  

 次、子供について幾つか聞きます。こども政策について、送迎するのを３か所に

して、今１か所、３月 15日にやると言いましたね、募集して。３つの保育園で 24名

のマイクロバス１台乗せて運ぶための予算をつくっているわけですよね。特定の業

者だけにしているわけですよ。そういう子育て支援じゃなくて、もっと、渡辺さん

も言っていましたけど、一時預かりにするとか、保育園にするとか、駅前のにする

とか、そういうことに私は変えるべきだと思うんですよ。送迎というのは、もう今

流山がやったけど、受けないんですよ。送迎というのは。なぜ受けないかっといっ

たら、やっぱり３歳から５歳児が、いつも天気のいいときならいいけど、今日みた

いに寒くなって雨降りなんかは、３歳なるとおしっことか、いろいろ言うわけです

よ、子供がね。大人でも言うんだから。だから、そういう意味じゃ、子供たちをど

うしたらいいかということで、もう少し見直ししてほしいんですよ 、この送迎とい

うのは。どう考えていますか。どんどん進めたいんですか、これを。あまりいいと

ころじゃないですよね。沼南だとか、東中新宿だとか、遠いところばかりですよね。

だから、どうしてそういうことをやっているのか、政策的につくったのか、お示し

ください。  

〇保育運営課長  確かにいろんな御意見がある中で進めてきたことは重々承知して

いるところでございます。今回の送迎ステーションの建てつけとなりますと、駅の

周辺の、どうしても小規模園しか選べない皆さんがシームレスで、保育園ですね、

５歳まで通っていただけるようにということもありまして、あとは委員おっしゃら

れた子供の安全等にもこだわって、サテライト方式、一対一ということで考えた結

果、こうなったものでございます。今後につきましては、これ実際３月 18日から運

営してみて、いい面、悪い面、いろんなことが出てくると思いますので、そういっ

たことも検証しながら、今後についてはまた考えてまいりたいと思います。以上で

す。  

〇末永  これから保育行政大きく変わりますよね、来年から誰でも保育というふう

に言われているわけですよ。だから、これはやっぱり教育政策課も含めて、しっか
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り見直して、どうあるべきかという、ここは市長の一丁目一番地だから、いろいろ

あるかもしれんけど、もうこういう送迎というのは受けないんですよ。これ２年前、

３年前はこれが物すごく求められたんですよ。だけど、２年遅れでやっているんで

しょう。物すごく進んでいるんですから、保育行政は。政策的にはちょっとどうす

べきかって検討してくださいよ、これは。し直してください、お願いします。  

 それから、最後になります。時間がありませんから、これでやめます。本当は言

いたいんですけど、私も２時間ぐらいやりたかったんですけど、先にやられました

ので、これでやめますけど、だから私委員長に代わって鈴木委員に言います。事前

に積算書を皆さんからもらって、その中で事前に電話して聞けば分かるわけでしょ

う。私は、しょっちゅうあちこち電話して資料もらいましたよね。もらえば分かる

わけだから、ぜひ鈴木委員、次回からは改めていただきたいなと思います。絞って

質問してください。子ども・若者センター、児童センターですけどね。これもやめ

る部長さんに言ってもしようがないんですけど、これ政策というのは誰、ちょっと

手を挙げて。これの政策の人は。これも私は虐待や、あるいはいろいろありますよ

ね。どうしても収容しなきゃいけない子供もいると思うんですけど、今は子供だけ

隔離しているわけですよね、子供だけ。私は、子供だけ隔離したった駄目だと思う

んですよ。親と子供は隔離して、１か月間そこで一緒に暮らして、できるスペース

を設けるとか、あるいは里親制度を設けて、もっと里親を育成して、その中で子供

を預けるとかいって、収容型、これはあれでしょう、授業もみんな児童センターで、

青少年センターで閉じ込めて授業も受けさせるわけでしょう。通勤通学しないんで

しょう。するんですか。  

〇こども支援室長  まだ通学のことについては検討中でございます。以上でござい

ます。  

〇末永  明石市でしたか、児童センターから通っているんですよ、全部。監視つき

もありますけどね、予算が要りますけど。みんな普通の学校行っているんですよ。

画期的だって、成長して子供が、保護者も教育しているんですよ。物すごく見守っ

て。両親に対する、虐待、ネグレクトについても、いろんなこと手当てしているん

ですよ。だから、そういうふうにして、それがもっと柏では、そのネグレクト的な

ところの、独り親家庭がネグレクトは多いんですけども、虐待は２人で、離婚して

２番目の男の人が来たとか、再婚とか、内縁の妻とかということで、ネグレクト起

きて……ネグレクトじゃなくて、虐待が起きるという、もうワンパターン化してい

ますよね、大体。ほぼワンパターン化している。だから、虐待のところは、大体難

問課題になってくると、大体ワンパターン化している、そうすると、親も子も一緒

にやらないと私は解決しないと思うんですよ。今分離型ですよね。だから、そこら

辺も研究して、日本では珍しく分離型ではなくて、家族も含めて指導していくんだ

と。それには精神保健福祉士だとかいろいろ要りますよね。要りますよ。だから、

福岡なんかは、そこの児童センターの所長さんは精神科医だとか、弁護士も配置し

ているとかされているわけですよ。だから、そういうことも専門職を入れたりして、
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ここもちょっと新たな収容型じゃなくて、新たな児童センターをつくっていただき

たいなと思うんです。と同時に、地域で不登校やそういうネグレクト的な人たちだ

とかという人が近隣センターを中心に集まって、いろんなことが居場所をつくって

いくということをすれば、私はもっといろんなものがなくなっていくと思うんです

よ。だから、ぜひそこは研究、検討してください。お願いしますよ。  

〇こども支援室長  委員おっしゃるとおりで、一時保護するだけではなくて、加害

している親ですとか親子関係、また家庭の環境、そういったものを子供が戻れるよ

うに指導していくといったところが児童相談所の役割というふうに思っていますの

で、心理職等とのケアとか、今研修等務めておりますけど、そういったところも視

野に入れて取り組んでまいりたいというふうに思ってございます。以上でございま

す。  

〇末永  悪いところは、専門職に頼っていて、専門職だけになっているんですよ。

だから、教職員もそうですけど、私は専門的な資格だとか、資格取らなくてもいい

から、そういう講習だとか研修をちゃんと受けて、全体がそういうレベルになって

いく。例えば児童相談所のほとんどの人が、ほとんど社会福祉士が採用されていく

と思うんですけど、児童心理士についても、児童心理士みんなが持っている、みん

なが精神保健福祉士持っているということでの職員教育をしっかりやった中で、子

供や親を、あるいは関係者をちゃんと見れるような体制を整えていただきたいと思

います。以上です。  

〇中島  こども未来、子ども・子育て支援複合施設の整備運営費３億 9,224万 4,000円

と、こども未来は保育施設の整備と保育の質の向上 14億 1,558万 6,000円、この２つ

だけ質問いたします。そしてこの２つ、併せて聞くかも知れないので、すみません

が、対応よろしくお願いします。まず、保育施設の整備は、この概要書から伺いま

すが、整備費が、この額があって、整備の目的として保育の必要定員数を確保する

ために国の補助制度を活用して、私立認可保育園の施設整備を推進するというふう

に出ております。この表を見た限りで、今現在施設数が、伸びていますけども、そ

の定員数も伸びていて、要はこの乖離を埋めないといけないという意味でこの額が

計上されたのかどうか、お聞かせください。  

〇保育運営課長  これ毎年整備しておるんですが、まだ新規の申込者の方、それか

ら保留児の方とかがまだいらっしゃいますので、現在引き続きこちら整備進めてい

るところでございます。ただ、もうこれ近年一部足りているエリアと、まだ足りて

いないエリアとかは混在している状況になっておりますので、これからちょっとエ

リア等でめり張りつけて、整備進めてまいります。以上です。  

〇中島  この表だけで拝見すると、定員増が 370人ぐらい増やさないといけないとい

うふうな表記になっているので、そういった数をどうしても増員していく一つの投

資予算なのかなというふうに拝見したところなんですけども、さっきの子育ての施

設のほうに、今回送迎保育ステーションと乳幼児の一時預かりをこちらに出ている

額が計上されています、事業費。送迎のステーションは 5,451万、乳幼児の一時預か
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り 2,300万、こういった表記が出ていまして、さっき課長がおっしゃった部分的には

いろいろとまだ増やさなきゃいけない場所もあるけども、そうでない場所もあると

いうふうな御回答だったので、はぐはぐひろばの皆さんの開設しているホームペー

ジから拝見をして、保育園の空き状況表を確認をしました。というか、それすぐに

見れるものだから、どなたでも見れるものなので、見てもらえば分かりやすいです

けど、保育園の空き状況の現状というのは、実はもう既に空きが結構出ているんで

すよね、地域的には。最近イメージが、私もそうだったんですけど、ゼロ歳児とか

昔本当に入れなくて、いわゆる保育園に入れなくてという、そういった悪行をコメ

ントして新聞に載って経緯などもあった過去はありましたけど、今の現状は保育園

の空き状況は一変していまして、特にゼロ歳児が空いているところがとても多いで

す。ゼロ歳児を見てみても、どういうわけだか田中方面が空きが多いのが私は……

何で田中方面が多いんですか。  

〇保育運営課長  ちょっと田中のほうの園は、軒並みここ近年、ここ一、二年で急

速にできた園が多いということもあって、あとはゼロは、最初のうちは親御さんも

お手元で保育される方が多いので、比較的空いている傾向が強いということがあり

ます。大体１でほぼ４月埋まって、それから２歳もほぼ埋まって、３、４、５で徐

々に空いてくるということですので、ゼロはぱっと見、空いているところもありま

す。以上です。  

〇中島  今年の３月１日の状況を、今おっしゃったとおりだけど、２年前の令和３

年の３月状況もほぼ変わんないぐらいの状況ですよね。ということは、今もそうだ

けど、もう徐々に徐々にこの保育園が飽和しているというか、空きが結構出ている

のが現状なんですよね。特に一番事業側にしてみれば、稼ぎ頭であったゼロ歳児が

お金取れないような状況が今生まれているんですね。ということは、ゼロ歳児はこ

れから先つくっても飽和が続くだけなんですね。もっと言うと、小規模にしてみれ

ばなおのこと、ゼロ歳児向けにつくっていた小規模は、だんだん、だんだんこれか

ら衰退していきます、多分。このデータ見れば一目瞭然だから、空きが多いんです

から。私たちはその昔、保育園に入れなくて困っている、困っているというふうな、

そういう風潮の下に、保育園をもっと促進させなきゃいけないというふうな、そう

いった刷り込みが多分皆さんの中にあるかもしないけど、今の現状は、保育園は決

して入れないところではないんですね。今回のこの事業で、乳幼児の一時預かりと

いうのも新たに 2,300万を投資して事業を行う予定でいます。これのどれぐらいの、

損益分岐点じゃないんですけど、どれぐらい今年ここに取れて、そしてどれぐらい

の事業ベースで回していけるか、そういった目算をどう考えていらっしゃるか、教

えていただけますでしょうか。  

〇子育て支援課長  乳幼児一時預かりに関しましては、こちら駅前ですね。柏駅南

口の島ビルというところから、小さく一時預かりしていたところを、今回アネック

ス館で駅前に１棟というところで、１階に移転をするような形になっています。１

時間ごとに預かれますよというふうにやっておりまして、令和４年度の実績でいい
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ますと、5,330時間のお預かりをしたようになります。利用したお子様に関しまして

は、令和４年度は、1,343人のお子様をお預かりをしております。今回４月から一時

預かり、駅前のほうに移転をするに当たりまして、こちら人数的には、今まで１時

間 当 た り 10人という 枠で１時間ごとにお 預かりをしていたと ころなんですけれど

も、こちらプラス、月曜日から金曜日までのお預かりだったところを、月曜日から

土曜日まで１日延ばすようなお預かり、あとは前と後と 30分ずつお預かりする時間

増やしまして、９時から５時までのお預かりをさせていただくということになって

おります。利用といたしましては、大体今現在令和４年度 5,330時間というところで、

令和５年度に関しましては 7,675時間ということで見込んでおります。以上です。  

〇中島  細かいところ聞いたわけじゃなくて、採算取れるというか、この事業が今

のこれからの賃借契約によって、どれぐらいの期間でこれを運営して、それを毎年、

それぐらいの預かりをしっかりと確保するという、そういった目算を立てて今回こ

の事業をやられるのか、そしてこれから継続して進めていこうと思っていらっしゃ

るのか、それが聞きたくて伺いました。  

〇子育て支援課長  ありがとうございます。そうですね、こちら今現在何％という

ところではあるんですが、令和３年度から令和４年度までに関しまして、139％とい

うことでお預かりのほう……ごめんなさい、令和４年度の実績と令和５年度の１月

までの実績を勘案しますと 139％ということでお預かりの希望が増えておりますの

で、これに併せまして、なるべく多く皆さんが使っていただけるような形で実施の

ほうをしていきたいと思っております。以上です。  

〇中島  そのパーセンテージを、じゃ一つの目安として、これから明年に向けて、

そして契約期間中は 130といった数値が一つの目安として考えていっていいのか、私

今そういう一つの前提でそれ聞きますけれども、そういった推移をしっかりと取っ

ていければ、私は、これは１年後やった評価として称賛したいというふうに思いま

すけども、今さっき申し上げたように、地域によっては、もう小さい乳幼児を預か

ったりするというシステムが、行政頼みだけじゃなくて、民間も併せてやられてい

ますよ。民間含めてやっているから、その手だてが厚くなってきている今の現状の

中で、後発的にこういったことをやっても、タイミング的にやはり遅いと思います。

もっと先行して、今の事業者を含めた保育を希望されている御家庭の方々に対する

公費の使い方というか、事業の方向性といったものも考えていっていかなければ、

後づけで出しても、１年後に、ほら見たことかって言われないようにしていただき

たいというふうに私は思います。保育の預かりと、そして今ステーションについて

もそうなんですけども、なぜ３社目がなかなか決まんなかったか、あと理想的に言

えば、あとのもう一社はプレゼンされるんだと言っていましたけど、それこそ北部

が来たら、これは理想的ですよね、地域的には、そういったように、地域的にどう

しても、もうこのステーションを使わなくても、何とか会社のそういった支えで何

とかできるんですよとか、またその二、三年前の保育状況とは社会が一転していま

すよと、そういったものもしっかりと視野に入れながらこれからの運営を私は期待
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したいし、お願いしたいというふうに思います。以上です。もし何かあったら、コ

メントがあったら言ってください。  

〇こども政策課長  御意見ありがとうございます。今回の子ども・子育て支援複合

施設につきましては、駅前に散在していたいろいろな子育て支援施設を集約すると

いう目的もあったことなので、今回こういった形になったんですけれども、基本的

には、散在していた子育て支援施設の利用者については、100％こちらに来ていただ

けるだろうというところが前提にありまして、新しくなるというところで、プラス

アルファを見込んだものでございます。委員おっしゃるように、今後時代もやっぱ

り変わっていきますし、子育てのニーズというか、支援の仕方というもののニーズ

も変わってくるかと思われますので、それに応じて使い方についても、適宜使いな

がら考えていければと思っております。ありがとうございます。  

〇中島  最後に一言、私全部が悪いと言っているんじゃなくて、特にステーション

と預かりは、やっぱりもう時代の流れから取り残されていますね。ただ、中高生の

居場所だとか、子供の図書とか、子育て相談とか、遊びの広場とか、要はこの２つ

以外は需要がありますよ。これはとても大事だし、できることなら、またさっきか

ら話題にも上がっているルームの過密状態の解消だって、ここでもしかしたら使っ

ていけるかもしれないから、この施設の使い方は、やっぱり宝にもなるし、使い方

次第だと思います。変に何か公約だかあったのかもしれませんが、こだわる必要が

ないですよね。保育ステーションとか、乳幼児とかというふうに思ったので、もっ

としっかりと発想を、やっぱり現代に向けて、視点を役所仕事と言われないように、

しっかりと今の時代に合った、それこそ機敏な動きができるような市役所になって

もらいたいという思いを込めてお伝えさせていただきましたから。ＴｅＴｏＴｅ全

体的にはいいと思いますよ。  

〇末永  先ほどちょっと言うの忘れちゃったんだけど、市立高校の芝生の件、 15年

で人工芝は見直しして 500万ぐらいかかると、破棄するのに。だけど、天然芝は 15年、

20年たったってずっと生えているわけですよね。だから、おたくで出したこの対比

表、これは対比表になっていないと思うんですよ、どのように考えているんですか。 

〇市立柏高等学校事務長  これの使用状況とか管理状況によって、天然芝について

は資料要求の中で示したとおり、耐用年数８年から 10年となっていますけども、た

だ括弧書きで、管理状態がよければ張り替えの必要はないというところも示してい

ますので、そういったところで、処分費については今回は入れておりません。以上

でございます。  

〇末永  私は、これ天然芝のほうが断然有利なんですよ。先ほど散水だとか何とか

言いましたよね。そんなのみんなスプリンクラーなんですよ。スプリンクラーでま

くんですよ。それから、天然芝の場合、スプリンクラーでまくし、管理も、先ほど

言ったように、自動芝刈りなんですよ。だから、そういう意味じゃ環境面から含め

て、断然人工芝じゃなくて、この自然のほうが有利なんですよ。だから、もう一回

見直しして、ちゃんと検討してくださいよ、これは。天然芝やるかやらないかも含
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めて、人工芝に見直すかどうかも含めて、ぜひこれはもう一回検討し直してくださ

い。以上です。  

〇円谷  お願いします。最初に、ちょっと予算全体のところで副市長にお答えいた

だくのがいいのかなと思うんですが、今回目的別歳出見ると、教育費 42.6％アップ

ということで、かなり大きな額を増加させているんですが、まずその要因というか、

どのように分析しているか、お願いします。教育長でも結構です、もちろん。  

〇教育総務部長  御指摘のとおり、教育費非常に大きなウエートを今年度占めるよ

うになりました。理由は、やはりここに来て大きく人口増がある地域、これらの学

校についての校舎がもういよいよ持ちこたえられなくなりまして、特に七小、それ

から柏の葉小、この後もちょっと若干同じ地区で同様のことが続く傾向なので、七

小が落ち着いたら、恐らく六小だろうというふうに私たち見込んでおります。そう

いうところが顕著になってきましたので、今まで何とか今の校舎、キャパシティー

でもたせてきたんですけども、もういよいよ限界が近づいているんで、この辺で手

を打たなきゃまずいだろうという局面になったので、今回予算計上で、こうした形

になったというところでございます。  

〇円谷  分かりました。のっぴきならない状況の学校が複数やっぱり出てくる時期

なのかなというふうにも思います。なので、その増えていること自体が悪いとは私

も思っていないんですが、最近やはりどうしても物価高ですとか、あるいは自然災

害とかということが起きて、この大きな予算を執行するのに皆さんが悪いというこ

とではなくて、不可抗力的に事業がストップしてしまうケースというのも、もしか

したら出るのかなというのを懸念していて、このときにしっかり対応できる取組と

いうか考え方、基金を取り崩すのか、そのたびに補正をしていくのかというところ

はあると思うんですが、その辺の予算の措置の仕方というのは何かありますか。  

〇教育総務部長  特段そういう場合には、特にこういうふうにしようという、そう

いう事前に手だてがあればいいんですけども、そこはちょっとなかなか我々見渡せ

ないんですが、その辺やはり財政当局と常に、やっぱり状況、いろいろ情報共有し

ながら、契約サイド、あるいは財政サイドと一緒になって ､その辺の進捗、あるいは

社会情勢等にらみながら、じゃどうしていくということを絶えず相談しながら、キ

ャッチボールしながらやっていくしかないだろうと思っています。以上です。  

〇円谷  いろんな状況を想定して、できたら管理職の方、特にそういうことなると

思いますが、財政のほうともしっかり協議をしながら進めていっていただければと、

このように思いますので、よろしくお願いします。  

 ちょっと個別の事業二、三お伺いしたいんですが、まずは市立柏のグラウンドな

んですけども、分からなかったらいいんですが、多分幕内さん分かると思うんだけ

ど、市内でオールウェザートラックがきちんと整備されている公共施設、私は柏の

葉公園のあの陸上競技場ぐらいしか思い浮かばないんですけど、ありますか。  

〇市立柏高等学校事務長  円谷委員がおっしゃるとおり、公共施設では柏の葉総合

競技場だけになります。ただ、市内の私立高校、大学も含めますと、麗澤大学が四、
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五年前ですか、人工芝を含めたトラックのほう整備しておりまして、あとは直線で

はございますけども、芝浦工業大学柏高校にもトラックのレーンがございます。以

上でございます。  

〇円谷  ありがとうございます。同じように、恐らく人工芝のサッカーグラウンド

というのも私立の学校とかが持っているぐらいで、少なくとも柏市の管理するとこ

ろではないんではないかと思うんですけれども、ということは、このグラウンド、

もししっかり人工芝とオールウェザートラックで整備したら、学校のグラウンドで

はあるとはいえ、柏市が唯一管理しているオールウェザートラック、そして人工芝

のサッカーグラウンドということになりますよね。一般開放も行っていくというふ

うに伺っております。もちろん学校のグラウンドですから、まずは生徒がしっかり

と使用して、役立てていくというのが第一義なんですが、そういった市の唯一の施

設になるというところで、ぜひ生徒さんだけじゃなくて、中学生だったりとか、近

隣の方だったりとか、市民の方というところが使えるようにしっかりと取り組んで

いただきたいと思うんですが、その辺のお考えをお聞かせください。  

〇市立柏高等学校事務長  本会議でも教育長、教育総務部長が答弁したとおり、も

し整備された場合におきましては、地域の住民や保育園、幼稚園、そして小中学校、

町会や自治会などに地域のコミュニティの場所として開放して、使用していただく

ことで、本当に地域に根づいた魅力ある学校となることと、そういったのも含めて

期待しておりますので、あとはやっぱり地域と一緒に学校を歩むというところも学

校のポリシーでありますので、その辺もしっかりと推進していきたいと思っており

ます。以上でございます。  

〇円谷  よろしくお願いします。そして、何より私も陸上もやっていたし、サッカ

ー仕事だったこともありますので、非常に思いますけれども、こういったしっかり

とした設備のある学校、やはりサッカーやっている子供たち、陸上やっている子供

たち、きっとそのグラウンド見れば、ここに入学したいなって思う気持ちはよく分

かります。きっと思うと思います。選ばれるような、私は市立高校何かに特化して

いないと市立である意味がないと思っていますので、それがもし部活動、スポーツ

というところであれば、こういった設備の充実化というのは大きな武器になると思

いますので、しっかりと取り組んでいただければと、このように思います。よろし

くお願いいたします。  

 それと、義務教育学校なんですが、私は、 2015年法改正で制度化されたときに、

当時の教育長、また副市長ですか、石黒副市長だったと思いますけども、そこで質

問して、ちょっと議論をしたことを今も覚えているんですが、そういったこともあ

って、私は唐突という感覚では感じていないんですけれども、そのときも時間をか

けて検討していくというようなことはおっしゃっておりました。これからもしっか

りと丁寧に進めていっていただきたいというふうに思います。その中で、どういう

学校にしていくかというのは、本会議でも、この委員会でもすごく皆さんから課題

がたくさん出てきましたんで、私からは申し上げませんが、ちょっと別の観点で、
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当時も副市長に質問したことです。この一貫校を実施することになった場合は、や

はり柏市にとってその学校がセールスポイントになるようなやり方をしてほしいと

いうことを申し上げまして、教育の選択肢を増やすということが柏市のアピールポ

イントになればいいんではないかというようなことを当時も答弁いただきました。

今回は学区外、一つモデルケースとしてあそこでやるということが言われておりま

すので、ともかくとしてなんですけれども、将来的にこれがモデルケースがうまく

いった場合に、市内全域といいますか、少しずつ取組を広げていく可能性ももちろ

んあろうかと思います。その際に、ぜひ今申し上げたとおり、そういった義務教育

学校に通わせたいから柏市に住みたいと思えるような取組をしていっていただきた

いと、このように思いますが、いかがでしょうか。  

〇教育総務部長  委員御指摘の点、全くごもっともだと思っています。義務教育学

校、市内全域どうやって拡大していくのか、その方法等については教育政策審議会

のほうで御審議いただいていますので、そこの議論でどういうふうな方向性になる

かというところから決まってくるとは思います。ただ、いずれにしても、私たちと

しては、そういう今委員がおっしゃられたやっぱりセールスポイントになるような

形というのは、柏市にとってマイナスには絶対ならない、プラスにしかならないも

のですから、やっぱりそういう意識も持って、私どもはやっぱり取り組んでいくの

は望ましいだろうというふうには考えています。以上です。  

〇阿比留  皆さんいろいろ活発な議論がされて、副委員長である私は時間調整をし

なきゃいけないかなと思いつつ、絞りに絞って何点か確認させていただきます。ま

ず、義務教育学校のほうですけども、この件につきましては、教育長の夢の話です

とか、あと教育委員会の幹部の方がわくわくしたとかという話も先ほど議論で出ま

したし、地元の方からは、まんざら反対というわけでもなさそうだという意見も多

少聞いておりますので、拙速ですとか、大規模校にいろいろ懸念があるということ

は重々踏まえた上で、問題があればその都度議論していきたいなと思っております。 

 それで、今回の設計の件ですので、ちょっと具体的なところを聞かせていただく

と、先ほど答弁で西北のことはあんまり考えていないという現状のようなことをお

っしゃっていたんですけども、かといってもう目の前に都市計画が来ている。その

２年後ぐらいにはもう解体が始まって、その後何年かたてば建っていくというのが

あると、令和 10年に開校するであろうこの学校と、そんなに期間的に離れていない

ところを全く計画しないでいくというのもまた不思議な話だなと思っているんです

が、実際にこの６年度、７年度の計画には盛り込めないにしても、その後来るであ

ろうという予測の下に計画図は引いていってほしいんですけども、その辺の配慮と

いうのはできないものなんでしょうか。  

〇次長兼教育政策課長  西北の開発につきましては、この後も組合のほうであった

り、都市部を通じて情報を取らせていただきながら、まずはそこで施設の児童生徒

が今後発生するような形態の、居住の用に供する、例えばファミリー型のマンショ

ンができるかどうか、そこら辺がかなりポイントになってくるかと思いますので、
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そういった価格帯であったり、売り方も含めて、そういった児童生徒に、学校に影

響が出るようなものがあるとすれば、それは当然間に合うような段階であれば、設

計には反映していかなくてはいけないというふうには考えております。また、仮に

それが間に合わない場合につきましては、その後また増築なりなんなりというのが

これまでのセオリーだったかなというふうに思っております。以上でございます。  

〇阿比留  素人考えですけども、計画はまだはっきりしなくても、もしなったとき

は、その辺が増築のところだなとかというのは想像しながら造っておかないと、結

果的にそれができないという話になっても結構困る話なので、できる範囲としか言

いようがないんですけども、心積もりで、何とかできることを考えていただきたい

なというふうに思っています。  

 もう一点の質問は駅前の件ですけども、子ども・子育てのほうですけども ､各フロ

アごとにそれぞれ管理形態が違うように見受けられるんですけども、駅前送迎ステ

ーションは保育所に委託するので、保育所が責任を取るんだと思うんですが、その

他のところは、相談者と委託先の意見が、うまく市役所というか、その部に届いた

りするのがしっかり確保されているんだろうかと。要は管理体制、責任、あとはそ

れを統括する、６階ぐらいに事務所があるみたいですけども、そこら辺の全体に対

する権限がどう及ぶのとか、そういう管理体制というのはどういうふうになってい

くものかについてお示しください。  

〇こども政策課長  館全体につきましては、警備会社に委託をしておりますので、

安全体制については、警備会社のほうで入り口から、１階から６階までということ

で、全体巡回して見て回るような形になっております。委員おっしゃるように各階

での、例えば１階の遊びの広場であったり一時預かり、それから２階の妊娠子育て

センター、３階の保育送迎ステーションという各階での事業については、利用者と

それぞれの管理体制で、職員なり委託業者なりというのがおりますので、その中で

のやり取りという形になります。各階で出たクレームとか事故については、基本的

には各階での責任ということになるんですけれども、１階に総合受付みたいなもの

もございますので、そちらの、あとは６階の事務室のほうで、それぞれで出たその

日の苦情であったりとか、ヒヤリハットであったりとか、相談事であったりとかと

いうのはそこで統括して、必要な部署にそれをつなげていくというようなことで考

えております。以上です。  

〇阿比留  安全の件と、あとは個別の子育て相談の件は別のものだと思うんですね。

しっかりトータルの館長さんみたいな人がいて、安全面から相談面から全部を統括

して、市とうまくつなげているんだったらいいですけど、それぞれが委託というよ

うな形になっているので、しっかりそれが吸い取れるかどうかというのが非常に心

配なので、そこら辺の事務所のトップの方の権限がどこまで及ぶのか、指導がどの

程度できるものなのか、そしてその相談がうまく吸い上げられるものなのか、その

辺もしっかり検討した上で進めていただきたいというふうに思いますので、よろし

くお願いします。以上です。  
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〇児童生徒課長兼少年補導センター所長  １点ちょっと修正をさせていただきたい

と思います。大分前になるんですが、林委員の御質問の中で、長期欠席の不登校の

人数の御回答だったのですが、先ほどの人数は、 30日の長期欠席の全部の児童生徒

数ですので、不登校理由とした児童生徒数ですが、小学校が 306名、中学校が 552名

ですので、改めて回答させていただきます。以上でございます。  

〇委員長  質疑を終結いたします。  

これより順次採決をいたします。  

                             

〇委員長  まず、議案第 29号、令和６年度柏市一般会計予算、当委員会所管分につ

いて採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手多数でございます。  

 よって、議案第 29号当委員会所管分は原案のとおり可決すべきものであると決し

ました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 35号、令和６年度柏市学校給食センター事業特別会計予算

について採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員でございます。  

 よって、議案第 35号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 36号、令和６年度柏市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別

会計予算について採決いたします。  

 本案を原案のとおりに可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 36号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で第１区分の審査を終了いたします。  

 次に、第２区分の審査に入りますが、関係ない執行部の方は退席されて結構です。

御苦労さまでした。あわせて、関係する各課の入室していない方の入室をお願いい

たします。  

                               

〇委員長  時間のほうも限られていますので、質問の内容を整理していただいて、

簡潔によろしくお願いしたいと思います。  

次に、議案第２区分、議案第 22号、令和５年度柏市一般会計補正予算、当委員会

所管分について、議案第 25号、令和５年度柏市学校給食センター事業特別会計補正

予算について、この２議案を一括して議題といたします。  

 それでは、本２議案について質疑があればこれを許します。  
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〇林  それでは、全体的にお尋ねします。こども未来、子育て環境、学校施設も含

めて、今回の補正予算の中で、全体的なイメージとしましては減額予算という形が

多くあります。全体的な理由があればお聞かせください。  

〇こども支援室長  私どものほうは、ここの事業名では、柏市子ども家庭総合支援

センター整備事業といったところで減額の補正させていただいております。当初予

算計上させていただいたときには、面積も ､今実際 6,400平米で設計しておりますけ

れども、7,000平米で予算を要求、当初のその時期ではそういうふうにさせていただ

いたということで、またプロポーザル選定ではございますけれども、契約の差額と

いったところで、このようなところで計上させていただいております。以上でござ

います。  

〇林  今こども支援室さんだけお答えいただいたんですけども、例えば保育運営課

さんとか、私立保育園等整備費も減額されておりますし、学童保育の運営の中でも

減額されておるわけでございます。違う会計、あと学校給食公会計システムも減額

されておりまして、ちょっとここで、後でまたお聞きしたいというふうに思います

が、ちょっと全体的に聞いてしまったんで、ちょっとぼやけてしまったというふう

に感じましたので、ちょっと簡単に個別で聞きますけども、例えば私立保育園等整

備の中で保育園整備費が減額されておりまして、これによる影響というのはないん

でしょうか。  

〇保育運営課長  こちらの私立の保育所整備費の減額でございますが、こちら当初

こども園の整備を３施設予定したところが２にとどまったもの、それから保育園に

ついては予定どおり３つ整備して、小規模がなかなかこれ駅前でいい物件がなくて、

３施設整備したいところが１施設にとどまったものでございます。影響といたしま

しては、私どもが見込んでいた定員が少し足りなくなっているところですが、そこ

は引き続き整備を進めていくことで、何とか間に合わせていく予定でございます。

以上でございます。  

〇林  例えば諸般の事情で仕方がない部分があると思いますが、やはり保育事情、

待機児童がまだ場所によりましては大変多い時期でございますので、ぜひこういっ

たところが、今後新年度迎えて、また変えていけますように努力をお願いしたいと

いうふうに思っています。  

 小中学校施設の中の２番目に、柏北部東地区新設小学校、田中北小学校のことで

すが、こちら開校されても一部工事が残っておりまして、今年度で全て終わったの

かどうか、確認したいというふうに思います。  

〇教育施設課長  田中北小の整備事業につきましては、今年度で全ての外構工事も

含めて事業が終了しましたので、事業の進捗に伴いまして不用額が発生したため、

減額補正をしたものでございます。以上です。  

〇林  分かりました。それでは、学校給食公会計システムにつきまして、ちょっと

今後公会計化を予定されているということで、令和７年度目指すというような話も

あるんですが、こちらの目的の中では、教職員の負担軽減とかという形であるんで
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すが、主な目的と効果につきまして、簡潔にお聞かせください。  

〇次長兼学校給食課長  主な目的としましては、今委員おっしゃった教員の負担軽

減ということですが、内容としましては、学校給食費の徴収であったり管理、こう

いったものを行政が担うということによって、その分教職員の負担が今後減ってい

くということになります。また、それをシステムとして導入して管理運営していく

ことによって、効率的に市の職員のほうも業務のほう進められるというふうに考え

ております。特にここ最近は、無償化などに伴う事務手続なんかもありますので、

そういったものもうまく公会計化のシステムの中で処理していきたいというふうに

考えております。以上です。  

〇林  以上で私の質問終わります。  

〇鈴木  １点だけお伺いします。同じような観点なんですが、こどもルームの管理

運営費、これが 5,400万減額になっておりますが、この状況をお示しください。  

〇学童保育課長  こちらのほう、ルームの管理運営費 5,429万 4,000円の減額補正で

すが、内容としまして、役務費と工事請負費となります。役務費に関しましては派

遣手数料ということで、今年度よりこどもルームの指導員を派遣会社に依頼して担

い手を確保するという取組を行いました。しかしながら、現在までに予定した派遣

者数が見込めないということと、年内に派遣による指導員の確保が見込めないとい

うところで、実績に合わせての減額補正といたしました。  

 もう一つ、工事請負費につきましても、こどもルームで計画的に空調更新等の工

事を行っているところですが、こちらについても、当初予算のときには物価高騰、

資材高騰等でその上昇が見込めるので、その予算を積算していたところですが、実

際入札により落札したところ差額が生じたので、こちらについても実績に合わせて

減額をするものです。以上です。  

〇鈴木  ということは、工事請負の空調更新は、園の工事がなかったわけではなく

て、一つ一つの単価が下がったということでよろしいですか。  

〇学童保育課長  委員おっしゃるとおりでございます。  

〇鈴木  了解しました。以上です。  

〇中島  22号の９ページ、伺います。９ページで、今前段の方からもいろいろと話

がありましたけども、具体的に子ども・子育て支援交付金延長保育事業の減 212万

4,000円の理由について、教えてください。９ページの補正予算に関する説明書、今

延長保育が減になっている理由について教えてください。保育園の補助金、保育園

費補助金、マイナス２億 6,925万円の内訳のうちの一つの子ども・子育て支援交付金

延長保育事業減、マイナス 212万 4,000円。  

〇保育運営課長  失礼しました。こちらは県の補助金で、これ延長保育やると、国

と県とセットで、国半分の県４分の１という形でこれいただくものなんですが、こ

ちら実績に応じて、県のほうでちょっと実績が見えてきましたので、歳入のほうで

ちょっと決算打ったときに、ちょっと赤が出るのを避けるということで、こちら現

計予算のほうも補正したものでございます。以上です。  
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〇中島  やみくもに落としているとは思えないんですけども、ここで使い切ること

がなぜできなかったかというところ、私は疑問に思ったから質問したんですよね。

課長も御存じのように、先端で働いている従事者の方々というのは、延長保育事業

に対する要望として、保育の短時間認定の延長時間区分が１時間ごとのために、１

時間 30分の延長を実施した場合に、 30分切られちゃって困っているという、先端で

従事されている方々は、それを今日最近言っていた話じゃなくて、ずっと言ってい

る話なんですよね。だけど、皆さんはここで見るように、現場を知ってか知らぬか、

いとも簡単に減額で出しちゃう。なぜかというよりも、こういうことを知っている

はずなのにもかかわらず切ることが、私はとても、それは非情だと思いますよ。だ

って、この話って今に始まった話じゃないですもん。もっと言ったら、次のこども

園の施設整備交付金事業の補助金減の２億 7,100万、これは何ですか。  

〇保育運営課長  すみません、ちょっと今中島委員と私どもの答弁がかみ合わなか

ったので補足させていただきますと、こちらの県費のマイナス 2,124の補正でござい

ますが、こちらはあくまで国、県のルール分なので、確かに委員のおっしゃるとお

り、理不尽と言えば理不尽な、延長やっても、もう実際に来た人しかもらえないよ

と。もし延長やらなかったら、保育士置いててもお金あげないよと、そういう立て

つけの中の、これは国、県ルール分ですので、なので実際にこれ実績ベースでしか

お金出ませんので、こういった形になったものでございます。なので、そこをじゃ、

さんざん御要望いただいているんですが、じゃ国、県が付き合わないなら、国、県

に言いなりになっていないで、言うことは言ったり、あとは市単で払うというのは、

またそれは私ども問題意識として重々持っているところでございます。  

 あと、もう一つのこども園のほうの減額、それから小規模園の減額についてでご

ざいますが、こちらは手挙げ式でやっているものでございまして、なのでちょっと

事業者公募をかけたところ、事業者のほうで新たな進出する、手を挙げられた方が

いなかったものでして、それでちょっと予算が余ってしまったので、歳出予算は減

額したものでございます。以上でございます。  

〇中島  問題意識があればいいですよ。本当にあるんですね、じゃ。笑っていない

で。これ真剣にやっているんです、私も。何でかといったら、やってくれないから

ですよ。問題意識があるって今言ったから、私それ信用しますからね。今の延長も、

例えば今までずっと柏市は柏オリジナルを創設してきていないから、今言った 30分

だってカットしてしまうんです。ここの減額に対しての話から発展した話しします

よ、私はね。柏オリジナルとか、そういったのをしっかりと構築していくことが、

例えば保育士をもっと確保していくことにもつながってきますよ。さっき言ってい

たけど、ＴｅＴｏＴｅの件だって、もっと乳幼児の先見性をもっともっと保育課か

ら発信して、市長に助言だってできたはずですよ。要は現場感覚がないからそうい

った返事にもなるし、今さら問題意識あるなんてことを言うわけで、それでは期待

できるかどうかというのは、ちょっととても微妙なところだから。だけど、言った

からには、私しっかりそれ追跡しますから、ぜひ頑張ってください。  
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 今回の 21ページに出ている保育園の管理運営事業費の４億 1,700万については、ど

ういった使い方をするか、教えてください。  

〇保育運営課長  本件につきましては、管理運営の下の、厳密には特定教育・保育

施設等負担金の増でございまして、これは私立の保育園さんに、国半分、県４分の

１、市４分の１で出しているいわゆる公定価格でございます。これが大幅に増にな

っておりまして、これは人勧で 5.2％の増となりましたので、公定価格も人勧に準拠

しておりますので、保育士さんたちのお給料が増えた分、公定価格に跳ね返って、

その分こちら、国のほうでも補正組んで、市のほうでも補正組んで 、増額でお支払

いするものでございます。以上です。  

〇中島  人件費なんですか。  

〇保育運営課長  ほとんどが人件費の跳ね返りです。以上です。  

〇中島  分かりました。最後に一言。特に交付金であったり補助金というそのシス

テムが ､皆さん方が説明がしっかりと行き渡っていないのか、それとも現場のほうの

理解が薄いのか、それは分からないですけども、補助金の定義とか範囲が明確にし

てくれないと分かりづらいという声が多く出ています。あとは、事前協議の在り方

が、皆さん方のやりたいような事前協議を行うために現場で混乱している実態もあ

るので、それは後ほど私細かく御説明しますから、現場の方々が、お母さん方がと

いうか、預ける方々が困らないような保育運営をしっかりと行っていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。  

〇委員長  ほかに質疑はありませんか。   なければ質疑を終結いたします。  

                              

〇委員長  まず、議案第 22号、令和５年度柏市一般会計補正予算、当委員会所管分

について採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 22号、当委員会所管分は原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。  

                              

〇委員長  次に、議案第 25号、令和５年度柏市学校給食センター事業特別会計補正

予算について採決いたします。  

 本案を原案のとおりに可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 25号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で第２区分の審査を終了します。  

 次に、第３区分の審査に入りますが、関係しない執行部の方は退席されて結構で

す。御苦労さまでした。あわせて、関係する各課で入室していない方の入室をお願

いいたします。  
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 暫時休憩いたします。  

              午後  ４時５５分休憩  

                  〇            

              午後  ５時  ３分開議  

〇委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

                              

〇委員長  次に、議案第３区分、議案第９号、柏市特定児童福祉施設設備運営基準

条例の一部を改正する条例の制定について、議案第 10号、柏市放課後児童健全育成

事業設備運営基準条例の一部を改正する条例の制定について、議案第 11号、柏市女

性自立支援施設設備運営基準条例の制定についての３議案を一括して議題といたし

ます。  

 それでは、本３議案について質疑があれば、これを許します。  

〇平野  議案第 10号の放課後児童健全育成事業、こどもルームの支援員のことです

けれども、支援員の成り手不足ということが言われていて、今回みなし規定で２年

以内に研修修了する予定の人は支援員とみなすということなんですが、本来は、な

り手不足という、支援員不足というのは、やはり待遇が悪いからだということが大

本にあると思うんですけれども、その辺の認識はいかがですか。  

〇学童保育課長  委員おっしゃっている時給につきましては、まずアルバイト職員

については、千葉県の最低賃金と同じ水準の 1,060円で行っておりまして、補助員と

し て 、 週 ３ な い し 週 ５ 日 で 短 時 間 で 働 く 方 は 1,090円 と 、 そ れ よ り 上 に つ い て は

1,400円ベースで、リーダーになると最高で 1,480円まで時給を今のところ上げてお

ります。こちらについては、保育運営課だけではないですけど、保育士等の有資格

者との格差があまり開かないような中で内部で調整しているので、そこに低賃金と

いうところはないとは思っております。また、各市、ほかの他市の動向でも、柏市

が決して低い状態ではないと思っております。以上です。  

〇平野  これはこどもルームが、例えば保育園に比べて、私はやっぱり低く見られ

ている、軽く見られていることだと思うんですよね。保育士の給料が低いと、平均

労働者の賃金よりも今７万円とか低いと言われているわけだけど、だけど今、市も

県も予算つけて待遇改善していますよね。家賃補助もしているわけですよ。それも

保育士の成り手がない、少ないという取り合いの中でそうなっているんだけど、学

童というか、こどもルームの場合はそういうふうにならない。それは、やっぱりこ

どもルームの支援員というのは、専門職なのに非常に低く見られているということ

が成り手不足の原因かなと。その一つには、やっぱり待遇改善というか、全員が柏

市の場合は会計年度任用職員ですよね。正職員いますか。  

〇学童保育課長  委員おっしゃるとおり、雇用しています職員はみんな会計年度任

用職員となっております。以上です。  

〇平野  本来保育士の資格、社会福祉士の資格、あるいは学校教員の資格を持って

いる人で研修を受けた人がこの支援員になるというわけですから、それなりの ､やは
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り待遇で雇用されるべき人たちだと思います。ですから、反対はしませんけれども、

本来であれば待遇改善を、抜本的な待遇改善をすることで支援員を確保していくと

いうことが本筋だというふうに思いますので、そういう方向で努力をぜひしていた

だきたいということを言っておきます。  

〇末永  ちょっと第 11号、柏市女性自立支援施設整備運営基準条例の制定について、

担当どこですか。これ資料頂いたんですけど、これ今まで売春をした女性に対して

は６か月の収容していましたよね。これがなくなるんですね。なくならない。なく

ならないけども、支援施設で収容して、罰則規定あるんですか。  

〇次長兼こども福祉課長  先ほど委員にお渡しした資料なんですけれども、今回の

条例改正に伴って、背景として新しく困難な問題を抱える女性の支援に関する法律

が制定されました。その法律については、旧売春防止法、こちらが基になっており

まして、委員がおっしゃった補導の処分であるとか刑罰の部分、この部分は存続、

そのまま売春防止法の中で存続、残ります。新しくできた女性の支援に関する法律

のほうには、旧売春防止法の保護更生の部分、要は女性自立支援施設であるとか、

施設での支援であるとか、そういった部分が新しい法律のほうに組み込まれた形に

なります。  

〇末永  ちょっと私の認識では、この売春防止法で補導処分廃止、補導処分期間が

６か月するというやつが、６か月が収容するというのが今度廃止になるよと。そう

すると、これに対してこういうふうに書いてあるんですよね。女性自立支援施設に

入れますよと。9.9平米ぐらいの部屋に入れますよ、そこに収容というか、そこに入

れて、女性の人権を尊重しますよというふうに書いてあるんですけど、大きくは変

わらないわけですね。  

〇次長兼こども福祉課長  委員がおっしゃっていました第３章の補導処分というと

ころですね。こちらの部分は廃止になります。申し訳ございません。残るのが旧売

春防止法の１章、２章の刑事処分ですね。こちらの部分が旧売春防止法には残った

ままになります。  

〇末永  そうすると、女性の権利を、人権を高い見識のある人が、専門性を有する

者が指導しますよと。そうした女性に対しては、処罰は売春防止法が生きているか

ら、そこでしますよと。だけど、売春をさせた側のほうが重い処分になっています

よね。したほうは、女性に対してはそんな処分じゃなくて、これ保護観察がつくん

ですか。そこは残っているんでしょうか。今までは、ここのところは、女性のとこ

ろで、社会福祉士なんかは、特にそういう売春があった場合は、その人に保護観察

ついて、見守りがあって人権を、女性の人権を守るというようなことをされていた

んですけど、そこのところはどういうふうになったんでしょうか。何もなくて、も

う６か月間収容されればそれで終わりですか。  

〇次長兼こども福祉課長  申し訳ありません。その辺の細かいところは、ちょっと

現在のところ認識していないんですけれども、実際に補導処分といいますか、保護

観察の部分がなくなって、なくなったからといって、じゃそこの部分がどうなった
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かというところについては、ちょっと改めて確認したいと思います。  

〇末永  ただ、私が聞いたのは、ここのところ、若い方が生活に困って、あり得な

い方が売春に走って、ホストに貢いだりしていますよね。テレビなんかで出ます。

私たちの身近なところにもいるんですよ、そういう人が。それで、やっぱりここの

ところ女性が幾ら言ってもやめられなくてあるんで、ここ重要なところなんで、も

う少し対応をどういうふうにしていいのか、どこにあるのか、千葉県では１か所で

したよね。柏市内はないですよね、この自立支援施設は。千葉県に１か所でしたか、

２か所でしたかね。  

〇次長兼こども福祉課長  県内には２か所ございます。  

〇末永  ですよね。どこにあるんですか。  

〇次長兼こども福祉課長  ２か所ございまして、富津市と館山市にございます。  

〇末永  ですよね。だから、ちょっとこれ柏の状況にも、物すごく最近多いんで、

ちょっと関わるところあるんで、やっぱりちゃんと担当の人、もう少しきちんとし

ていただきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。以上です。  

〇鈴木  議案第 10号、先ほどの平野委員の続きです。私は、給与条件が厳し過ぎる

というか、低過ぎるんではないかと思ったんですが、先ほどの答弁で 1,060円が最低

賃金で、 1,090円にしているということでしょうか。  

〇学童保育課長  補助員として最初に就いていただく場合は 1,090円が時給になっ

ております。以上です。  

〇鈴木  それは保育士や社会福祉士、教諭の資格を持っていてもその金額なんでし

ょうか。  

〇 学 童 保 育 課 長  ま ず 、 放 課 後 児 童 の 認 定 資 格 を 得 て い な い 場 合 に つ い て は 、

1,090円で雇用しております。以上です。  

〇鈴木  ということは、保育士、社会福祉士、教諭の資格を持っていても 1,090円と

いうことですね、研修を受けない限りは。  

〇学童保育課長  現状ではそうなっております。ただ、この条例の改正が可決され

るようであれば、その時点のみなしの者についても支援員としてみなすことができ

まかすので、 1,400円の時給に上がるというところです。以上です。  

〇鈴木  みなしで、研修を受けたということで 1,400円に上がるよと。そういうこと

ですね。分かりました。これと同様なことは、周辺自治体ではどうなっていますで

しょうか。  

〇学童保育課長  近隣市では、聞き取りによりますと、千葉市、浦安市……近隣市

11市調べて、半分はこの規定があります。半分ぐらいは、ちょっとまだないところ

もあるのが現状です。以上です。  

〇鈴木  この周りでは、我孫子、野田、流山、松戸とか、どうなんですか。  

〇学童保育課長  今委員おっしゃいました流山、我孫子につきましては、みなし規

定、この規定が存在している状態です。以上です。  

〇委員長  ほかに質疑ありますか。なければこれより順次採決をいたします。  
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〇委員長  まず、議案第９号、柏市特定児童福祉施設設備運営基準条例の一部を改

正する条例の制定について採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第９号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 10号、柏市放課後児童健全育成事業設備運営基準条例の一

部を改正する条例の制定について採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 10号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 11号、柏市女性自立支援施設設備運営基準条例の制定につ

いて採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 11号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で第３区分の審査を終了します。  

 次に、第４区分の審査に入りますが、関係しない執行部の方は退席されて結構で

す。御苦労さまでした。あわせて、関係する各課で入室していない方は入室をお願

いします。そろい次第すぐに始めていきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。  

                              

〇委員長  次に、議案第４区分、議案第 15号、和解について、議案第 16号、母子福

祉資金貸付金の償還の免除について、議案第 17号、母子福祉資金貸付金の償還の免

除について、この３議案を一括して議題といたします。  

 それでは、本３議案について質疑があればこれを許します。   なければ、質疑

を終結いたします。  

 これより順次採決をいたします。  

                             

〇委員長  まず、議案第 15号、和解について採決いたします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 15号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 16号、母子福祉資金貸付金の償還の免除についてを採決い



 

- 80 - 

 

たします。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 16号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  次に、議案第 17号、母子福祉資金貸付金の償還の免除について採決いた

します。  

 本案を原案のとおり可決するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手全員であります。  

 よって、議案第 17号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で議案の審査を終了いたします。  

 次に、請願を議題といたしますので、請願の審査に関係しない執行部の方は退席

されて結構です。御苦労さまでした。あわせて、請願に関係する各課で入室してい

ない方は入室をお願いいたします。  

 暫時休憩いたします。  

              午後  ５時２０分休憩  

                  〇            

              午後  ５時２３分開議  

〇委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。  

 それでは、次に請願を審査いたします。  

 なお、請願の審査に当たって、委員長より改めてお願いいたします。委員より執

行部に対し確認をする際には、請願の主旨に即した内容に限ったものといたします。

また、時間も限られていますので、御理解をよろしくお願いします。くれぐれも一

般質問や執行部への要望とならないよう御注意ください。  

                               

〇委員長  請願第１区分、今期定例会で受理した請願 10号、小中一貫校（義務教育

学校）について議題といたします。  

 本件について、質疑並びに意見があればこれを許します。  

〇渡辺  請願 10号に関してですけれども、請願者の若林ひろみさんから、市の小中

一貫校設置方針再考についてのお願いという手紙を議員宛てに頂いております。そ

の中で、令和 10年度開校は拙速であると。少なくとも４年後の当事者になる子供や

その保護者、教職員、市民への説明が十分にされてしかるべきと考えますというよ

うな記載がございます。この記載を見て思うのは、これまでの議論って確かに小学

校１年生から中学校３年生までいる全世代をまるっと見てお話が進んでいると思う

んですけれども、例えば中学校３年でこの義務教育学校に編入するというか、転校

するというような方もいらっしゃるのかなと思っています。そういう状況になった

ときに、各年代別にどのようなフォローをしていくのかみたいなことに関して、執
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行部のほうで御検討されていることがあれば御教示をお願いいたします。  

〇次長兼教育政策課長  委員御指摘のとおり、何らかの理由での開校後の転出入と

いうのは想定されるところです。今回の義務教育学校の設置につきましては、１年

生から９年生までの連続した学びというところは特徴としておりますけれども、い

わゆる義務教育期間としては、他の学校と同じ内容を学習指導要領にのっとった形

で教えていくものになりますので、それは他校、他地域からの転入であっても、そ

れは過不足なくやっていけるものというふうに、やらなければならないものと考え

ております。  

 あともう一点は、特に保護者の負担が生じるようなもの、例えばまだ何も決まっ

ていないですけれども、制服の話であったり、あとはいわゆる学校で使う教材系の

話であったりというものについては、転入等によってできるだけ新たな負担という

のが発生しないような配慮というのも今後考えていかなくてはいけないなというふ

うに思っております。以上でございます。  

〇末永  このとおりだと思うんで、よく聞いてから意見を、声を聞いてからやれと。

今聞いているわけですよね、教育委員会は。だから、ぜひ聞いた上で、予算がつい

たからさささっとやるんじゃなくて、十分市民の声を、あるいは保護者、教職員の。

教職員は、委員会にいる人は、先ほど課長クラスは張り切っていましたけど、現場

の教職員には、中にはうーんと言う人もいっぱい声聞いているんですよ。だから、

やっぱりそういういろんな賛否を聞いて、しっかり議論した上でぜひ進めていただ

きたいし、みんなでここのところはちゃんと採択していって、そして行政側のある

一定のブレーキもかける必要もあると思うんで、ぜひみんなで採択してほしいなと

思います。以上です。  

〇平野  保護者や子供たち、教職員、市民の意見をよく聞いてということには異論

はないんでしょうけれども、今までも、答弁も意見をよく聞いて、よりよいものに

していきたいということをおっしゃっているので、異論はないんだろうと思うんで

すよ。しかし、この開校予定、令和 10年４月開校、ここから逆算していくと、もう

このタイミングで設計の予算を議会で通してもらわなきゃ間に合いませんというふ

うなことになっているわけですね。この令和 10年というのを、もっと先に延ばせば

いいじゃないですか。何もそこに、必ずそこでやらなきゃいけないということじゃ

ないわけですから。せっかくこうやってこの問題についての関心が高まっているわ

けですから、これもっともっと議会でも、それから市民の間でも、教職員の間でも、

もっともっともんだほうがいいと思いますよ。結果として、この義務教育学校を設

置するということになったにしても、よりよいものにするためには今この議案を通

すべきじゃないと。しかも、大規模校になることがはっきりしているのに、わざわ

ざそれをつくることを議会が認めるというのは、私は議会にとってもよろしくない

なと思いますし、ぜひここは踏みとどまって、この予算については可決されたにし

ても執行せずに、１年、２年よく議論するということをぜひ願いたいと思うし、委

員会としてはこの請願ぜひ採択していただきたいと思います。  
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〇鈴木  先ほど現場を経験された先生方からも大変力強い御意見をいただいて、私

も守口市の視察を行ってきたときにも、校長先生はすごいやる気があって、うまく

いっているような雰囲気をいただきました。やっぱり現場の先生方がどこまで頑張

って、本当に生徒に ､子供たちに向き合ってもらえるか、これはやっぱり一番大きい

とは思っております。しかしながら、今回のこの３つの学校の義務教育学校に関し

ては、ほかは別として、今回の３校に関しては大規模であると、ここがやっぱり法

律的にも抵触するような形になっておりますので、何かしらのしっかり検討をもう

ちょっとすべきであると思っております。そういう意味で、ぜひともこの委員会で

は全員で採択をしていただきたいということを述べて発言を終わります。  

〇阿比留  柏清風としては、不採択を主張しております。理由は、義務教育学校の

是非については、国内でも意見や賛否も分かれています。これはメリット、デメリ

ットが受け取る人によって、それぞれの優先度や重要度が違う、異なるからだとい

うふうに思われます。そのため請願の拙速に進めることなくとか、納得できる説明

はなされていないとの意見もありますが、柏清風でもそのように捉える方も何人か

いますけども、それ以上にメリットがあるというふうな意見が多く、様々な要素を

総合的に考えて判断すべきものだというふうに柏清風では考えております。また、

教育方針において、先日教育長からありましたけども、保護者、地域住民を対象と

した説明会を開催しており、今後地域住民等による協議会も設置すると述べられて

いることから、会派としては課題があれば、その都度よりよい教育体制となるよう

に議論していくこととして、この請願は不採択というふうに決しました。以上です。  

〇中島  まず、事業というのは、目標を決めて、その目標に向かって予算を考え、

そして着実にどうやってそこまでに到達していくか、そういったスタイルというの

は、これは当然なことですから、目標を決めて物事を進めていくことというのは決

して非なるものではないと私は感じています。この請願者の方が言っている拙速に

進めることなく、そして意見よく聞いてくれということに関する執行部からの今後

の予定について、ありましたら聞かせてください。  

〇次長兼教育政策課長  今後の予定でございますけれども、先月の上旬からまず説

明の動画を作りまして、それは御覧いただけるようにホームページ上にアップして

おりまして、これは１か月で大体 1,400回ほど再生されております。あわせまして、

２月に入りましてから６月ぐらいまで一旦は続く形になるかと思いますが、地域へ

の説明会に入っております。これは、オンラインでの説明会も合わせますと、約 20回

弱の説明会を予定しております。あわせまして、この後地域の方、学校の関係者の

方、先生方入っていただいた地域協議会というのも設立しながら、意見交換を重ね

て、義務教育学校の設置まで、いろいろなことを意見交換させていただきたいなと

いうふうに考えております。以上でございます。  

〇鈴木  説明会とかやったときに、ぜひ保護者等の意見をしっかり記録を残して お

いて、それをまた次の説明会でもこういう意見ありましたという形で発表できるよ

うな形を取っていただきたいなというふうに思います。お願いいたします。  
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〇委員長  ほかに質疑並びに意見はありますか。   なければ質疑並びに意見を終

結いたします。  

                               

〇委員長  請願 10号について採決いたします。  

本件を採択するに賛成の方の挙手を求めます。  

 挙手同数であります。  

 よって、本件は委員長裁決によって不採択すべきものと決しました。  

                              

〇委員長  以上で第１区分の審査を終了いたします。  

                               

〇委員長  以上で請願の審査を終了いたします。  

 執行部の皆様は退席されて結構です。御苦労さまでした。  

                              

〇委員長  次に、閉会中の所管に関する事務調査の件を議題といたします。  

 お諮りします。お手元の審査区分に記載された調査項目について、閉会中の事務

調査項目と決するに御異議ありませんか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  

                               

〇委員長  次に、閉会中における委員会の所管事務調査の実施の件を議題といたし

ます。  

 お諮りします。閉会中の所管事務調査については、必要に応じ開催することとし、

正副委員長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  

                               

〇委員長  次に、閉会中の委員派遣の件を議題といたします。  

 閉会中の審査及び調査案件の調査のために委員派遣を行う必要が生じた場合、議

長に対し委員派遣承認要求を行うとし、派遣委員、日時、場所、目的及び経費等の

手続につきましては正副委員長に御一任願いたいと思います。これに御異議ありま

せんか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  

                             

〇委員長  次に、行政視察の件を議題といたします。  

 委員会の行政視察は、先例によって期間は２泊３日となります。実施日程につき

ましては、先日お伝えしましたとおり、５月８日（水）から５月 10日（金）の２泊

３日に決定しておりますので、よろしくお願いいたします。  
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 続いて、視察項目及び視察市についてですが、私としては大阪府茨木市、おにク

ルという子供関係事業を所管する複合施設について、また愛知県一宮市の i―ビルと

いう図書館等が設置されている複合施設について考えております。この２か所は受

入れの許可をいただいておりますが、もう一か所は調整中となります。茨木市と一

宮市の視察をすること、またもう一か所の視察先の選定、その他詳細を正副委員長

に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長  それでは、視察先を茨木市及び一宮市とし、もう一か所の選定、その他

の詳細については正副委員長に御一任願います。詳細は後日御連絡いたします。  

 なお、急遽欠席する場合には、事務局まで御連絡ください。  

                              

〇委員長  以上で本日の教育子供委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。  

              午後  ５時４１分閉会  


